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　　　 　　 　　 　佐々木 　　史　　郎*

The Trade Activity of the Peoples of the Lower Amur Basin 

          in the 18th and 19th Centuries

Shiro SASAKI

   The purpose of this paper is to clarify the trade activity of the 

ancestors of the indigenous peoples of the Lower Amur Basin in the 18th 

and 19th centuries and to reexamine the discourse of their society and 

culture in classical ethnography. They have usually been described as 

hunters, fishermen, or collectors of wild plants in much ethnography 

since the late 19th century, and the primitiveness of their foraging life 

style, fishing and hunting techniques, and social structure has often been 

underlined by anthropologists, ethnologists, and historians. The 

policies of the former Soviet Union to rescue them from the poverty caus-

ed by their primitive level of production was based on such discourse of 

the scholars. 

   However, were they really poor? Were their life style, culture, and 

society really primitive? Historical documents written by Japanese ex-

plorers and investigators in the 18th and 19th centuries, Mogami 
Tokunai, Mamiya Rinzo, Nakamura Koichiro, and so on, indicate that 

they had a highly sophisticated culture and a complex society. For exam-

ple, modern ethnologists often underline the fact that the peoples of the 

Lower Amur were ichthyophagi, and that a piece of dried fish occupied 

the same position as a piece of bread in European meals. On the con-

trary, Japanese investigators said that their staple food was a cup of boil-

ed millet, usually put in a small bowl of china or lacquer ware. Though 

ethnologists often described fish skin coats in detail, most of their 

clothes were made of cotton, and their ritual costumes were even made 

of silk. It is a fact that millet, cotton, silk, china, and lacquer ware were 

not their original products, but Chinese or Japanese ones which they
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obtained through trade with Chinese and Japanese. It is also a fact, 

however, that these things occupied an important position in their 

cultural complex. It is an injustice for researchers not to properly 

evaluate them and not to pay any attention to the trade activity. 

   The trade activity of the ancestors of the peoples of the Lower Amur 

in the 18th and 19th centuries was called "Santan trade" by Japanese in-

vestigators of the same centuries. "Santan" was an ethnonym of the peo-

ple of the Lower Amur, which had often been used as a name of the 
ancestors of the indigenous people of this region as a whole. It was 

Mamiya Rinzo who clarified who the Santan people were. In his in-
vestigation in 1809 and 1810 he found out that the Santan lived between 

the villages of "Uruge"  (bIppH, later Russian village "MaxcrM 

Tojm cHA") and "Poru" Mon, later Ul'chi village "LlepxbIti Ap") , that 

they called themselves "Mango" (this is the same self denotation as 
"Mangguni") , and that their neighbors upstream along the river were 

called "Korudekke" (Goldok) and those downstream were called 
"Sumerenkuru". The range of habitation, the self denotation "Mango", 

and the linguistic materials indicate that the Santan people were 

ancestors of the Tungus-speaking peoples of the Lower Amur today, 

especially the Ul'chi (Olcha) and a part of the lower Nanai (Goldi) . 

   The Santan trade has long been studied as a theme of historical 
studies of Northern Japan. However, though many facts have been 

clarified from the historical point of view, historians have long overlook-

ed an important one namely that it was trade that kept the levels of life 

and culture of the peoples of the Lower Amur and Sakhalin in the 18th 

and 19th centuries higher than those described in ethnography. This is 
because the historians could not evaluate the function and role of trade 

activity in the society and culture of the indigenous peoples, because 

their point of view was usually set not on the side of the indigenous 

traders, but on that of authors or editors of literary sources, who were 

often government bureaucrats. 

   This paper is one of my experiments, in which I try to describe the 

historical events of the peoples of the Lower Amur and Sakhalin such as 

the Santan trade from the point of view of those who were described in 

the literary sources. The final end of the experiments is a diachronic 

review of the society and culture of the peoples of this region, and I 

would like to sweep away such images as "primitive", "uncivilized" or 
"natural people"

, created by anthropologists and ethnologists since the 
end of the 19th century. 

   As a result of an examination of the historical literature of Japanese 

investigators, regional government archives of the Qing dynasty (the last
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dynasty of  China)  , reports of ethnological researches by Russian 

ethnologists, and my own field data, I can point out the following 

characteristics of the trade activity of the peoples of the Lower Amur 

and Sakhalin: 
1) The main peoples who were enthusiastically engaged in the Santan 

trade were the Santan and the Sumerenkuru (the ancestors of the Amur 

Nivkh) , and some differences were apparent in their trading styles. For 

example, the Santan people did their business on the main traffic route of 

this region, which went from Lower Sungari to the southern end of 

Sakhalin through Amur and the western coast of Sakhalin, they played a 

role of mediator between Japanese and Chinese, and obtained a large 

profit from this business. On the contrary, the Sumerenkuru traders ex-
tended their business area to the tributaries of the Lower Amur, the coast 

of the sea of Okhotsk and the eastern coast of Sakhalin, and played a 

role of distributor of Chinese and Japanese commodities among the 

peoples of these areas. 
2) Usually the Santan and Sumerenkuru traders did not fix a business 

place but often went round their customers, being engaged in sable hun-
ting. However, the temporary branch office of the Qing dynasty, which 

was constructed at Kiji or Deren and opened every summer, often played 

the role of a periodical market, in which the Santan and Sumerenkuru 

traders did their business not only with Manchu officials and merchants 

but also with other indigenous traders. 

3) The trading crew of Santan or Sumerenkuru traders consisted of 

several persons from a village led by a hala i da (chief of a clan) or 

gashan da (head of village) nominated by the Qing dynasty. 
4) The conceptual classification of trade and tribute was recognized by 

the Santan and Sumerenkuru peoples. 
5) Credit sale was the main custom of the Santan and Sumerenkuru 

traders in the 18th and 19th centuries. They applied it to trade with all 

customers without exception. The business with the Ainu, who, it was 

said, suffered from their debt to the Santan traders, was not a special one 

to cheat them of their property. 

6) The trade activity of the peoples of the Lower Amur and Sakhalin 

swung between trade and tribute (in other words, between economy and 

politics) , influenced by the change of political conditions of this region 
and the location of each people. 

6-1) In the 18th century, when the administrative system of the Qing 

dynasty was under construction on the Lower Amur and Sakhalin, 

tribute was superior to trade, because the regional administration of the 

dynasty was enthusiastically intervening in the social life of the people to
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establish the sovereignty of the dynasty among them. After the end of 
the 18th century, however, when the dynasty was losing its political 

power over the people of this region, the position of trade and tribute 
was reversed. 

6-2) The relation between trade and tribute was different among the peo-

ple according to their location. I can classify them into three groups. 
The first is the people who lived on the main route of the trade, com-

paratively far from the regional centers of the countries (China and 
 Japan)  , i.e. the Santan and Sumerenkuru (the ancestors of the Ul'chi 

and Amur Nivkh) . They could take advantage of their location to inten-

sively conduct their trading business without administrative interven-
tion. The second group is those who lived on the main route of the 

trade, near to the regional center of the countries, i.e. the Korudekke 

(the ancestors of the Nanai) and the Ainu. Their location was too close 
to the center to be free from the governmental power of the countries, 

though their status was higher than that of the people of the first group. 

It was more important for them to accomplish various obligations than 

to be engaged in free trade. The third group is those who lived far from 

both the main trade route and the regional center of the countries, i.e. 

the ancestors of the Sakhalin Nivkh, Uilta (Oroks) , Orochi, Negidars, 
and Evenki hunters. They were providers of fur and consumers of 

Chinese and Japanese products for the Santan and Sumerenkuru traders. 

7) The prosperity of the Santan trade from the end of 18th century to the 

middle of the 19th century was held by the political and economic 

balance between China and Japan on Sakhalin, and the profits of the 

Santan and Sumerenkuru traders were much dependent on the difference 

in demand and prices between China and Japan. For example, there 
was a great demand for sable fur in China, and the Chinese and Manchu 

people paid much for it, while the Japanese were not interested in it at all 
and sold it to the Santan and Sumerenkuru traders much cheaper than in 
China. Therefore, their trade activity was fatally damaged by the 

destruction of this balance by the third power, imperial Russia. 

   Though I could not completely carry out the second purpose of this 

paper, i.e. a reexamination of the ethnographic discourse of the society 
and culture of the people of the Lower Amur basin, I could make a first 

step in accomplishing it by clarifying the characteristics of their trade ac-

tivity. I would like to make further steps in other papers, in which I will 

examine such problems as the political background of the Santan trade, 
the quality and quantity of the profit of the Santan and Sumerenkuru 

traders, methodological problems of historical studies of the indigenous 

people of this region, and so on.
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5.ス メレ ソクルを中心 とした アム ール ・
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9.交 易の政 治性 と経済性のバ ランス

　 9-1時 間的な変遷

　 9-2　 地域的な偏差

10.結 論

1.序 一 人類学による歴史研究の可能性

　本稿は,近 世の日本,特 に18世紀後半から19世紀中期にかけての時代に 「サ ソタソ

交易」1)と呼ばれた,ア ムール川下流域と樺太2)を経由した 日本と中国とを結ぶ北回

りの交易活動の中で,中 心的な担い手であった 「サソタソ」,「スメレソクル」 と呼ぼ

れた人hの 交易活動の実態を明らかにすることを目的としている。

　人類学あるいは民族学,さ らには歴史学などの分野では,こ の地域の先住民3)と そ

1)　 「サ ソタ ソ」は 「山丹」,「山担」,「山旦」 など とも表記 され る。 この交 易の名称 も研究書

　 などでは 「山丹交易」 と表 現され ることが多 い。 しか し,本 稿ではス メレンクルや コルデ ッ

　 ケ,ヲ ロッコな どの他 の住民名 とのバランス を計 ってすべて片仮名表記 で統一す る。

2)　 「アムール川下流域」 とは普通 ハバ ロフス クよ り下流 のアムール川の本流域 とその支流域

　 を指す。本稿で もこの一般的な定義に従 う。

　　 また,北 海道の北か らアムール川河 口にか けてに南北 に長 く横 たわ る島を本稿では 「樺太」

　 と呼 ぶ こ とにす る。 周知 の ご と く,「樺 太」 は 日本名 で あ り,ロ シア名 は 「サハ リ ン」

　 Caxa皿H,中 国名 は 「庫頁島」である。 この島は.歴史的 に中国,日 本,ロ シアの三 力国の間

　 の係争地 であ ったが,現 在 この島を領有す る国家は ロシア連邦 であ り,そ こにサハ リン州

　 CIXI」IHHCKaSI　O6」li1CTbとい う行政地方が設定 され ている。本稿は 日本語 で執筆す るために,

　 あえて 日本名 である 「樺太」 とい う呼称 で統一 す る。 ただ し,日 本語 でもこの呼称 と表 記が

　 定着す るのは明治 以降 であ り,江 戸時代には 「カ ラフ ト」,「カラ ト」,「唐太」 などとい う表

　 記がな され,ま た,幕 府直轄時代には 「カラ」が外国を意 味す る とい うことで,「 北蝦夷地」

　 と呼ぼれていた。

3)　 アムール川 下流域 と樺太 の 「先住民」 とは,帝 政末期 の ロシアない しは明治 日本 など近代

　 国家を志向す る国家 が この地域に支配権を及ぼす以前か らこの地方 に住み着 いていた人 々を/
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の祖先たちは長らく漁撈や狩猟,採 集といった生業に従事する 「未開」あるいは 「非

文明的」な民族であるとされてきた。今日ではさすがに 「未開」などのネガティブな

意味を持つ形容詞は冠せられな くなったが,「 自然民族」などと自然との共生を前面

に押し出す ような表現が使われ,し ぼ しぼ先住民自身もそのような表現を好んで用い

る。しかし,「未開」,「非文明的」はいうに及ぼず,「 自然民族」という言説にも,一

つの大 きな問題が潜んでいる。それは,こ のような言説が,彼 らが自らの居住地を含

む東北アジアの歴史の形成に一切参与 してこなか ったかのようなイメージを作ってし

まうことである。自然と共生する人々とい うのは,し ばしば文明を享受 してきた人々

と対峙される。そ して,「歴史」とは文明の歴史であることが しば しぼである。少な

くとも歴史を記述 したのは文明を担 ってきた人々(そ れは必ず しも文明の創造者だけ

でなく,文 明を受け入れ,そ の発展,拡 大に一役かっていれぽよい)で ある。 したが

って,「 自然民族」などとい うと,文 明の歴史からは超然 としてお り,太 古から一貫

して同じ生活様式を維持 してきた人々というイメージを作 りやすい。そして,実 際ア

ムール川下流域と樺太の先住民といわれる人々はそのようなイメージで日本,中 国,

ロシア,朝 鮮などの国家を形成 した多数派の人々に捉えられてきたのである。

　 しか し,こ の地域の先住民たちに対するこのようなイメージは誤 りである。彼 らは

「近代」 という時代を迎えるまで(こ の地域の近代は ロシアの2回 目のアムール進出

と日本の明治維新以降,つ ま り1860年代から始まると考えられる)文 明とは無縁であ

ったわけではない。彼らは日本や朝鮮のような他の中国の周辺地域の人hと 同Lく,

中華文明を自らの文化の中に取 り込み,積 極的に国家 との関係を持ち,時 には国家の

形成に関与 しさえ した。つまり,東 北アジアの歴史の形成Y'　極的に参与 してきたの

である。そして,彼 らの国家との関わ り,歴 史への参与を示す格好の事例の一つが,

この地域の先住民の祖先であるサソタソ,ス メレンクルらによって18,19世 紀に活発

に行われた 「サンタソ交易」なのである。この交易活動の実態を明らかにすることで,

本稿をこれまでどの分野でも着目されてこなかったアムール,樺 太の先住民の祖先た

ちによる東北アジア史形成過程の解明の一助としたい。

　 北海道から樺太,そ してアムール川下流域,あ るいは千島からカムチャツカ半島へ

と連なる,日 本列島の北方に隣接する諸地域の先住の人々の文化や社会,形 質,古 代

＼ 指 す ことにする。現在,「 先住民」 と呼ぽれ る人hは ナ ーナイ,ウ リチ,オ ロチ,ウ デへ,

　 ネギ ダール,エ ヴェソキ,ニ ヴフ,ウ イルタ,ア イヌとい った民族に属す人hで あ るとされ

　 る。 しか し,こ のよ うな民族区分は19世 紀後半以降に近代国家が,そ の支配下 の人 々を統治

　 す るために設定 した ものであ り,そ れ以前 の時代 の人 々に この ような民族 区分を直接適用す

　 るのは,あ ま り好 ましいこ とでは ない。
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文化に関する研究は,日 本で人類学とその周辺諸科学(民 族学,歴 史学,考 古学など)

が導入されると間もなく始まっていた(例 えば坪井正五郎,白 鳥庫吉,鳥 居龍蔵など)。

また,江 戸時代以来の日本国家による北方(主 に北海道,樺 太,千 島列島)進 出,あ

るいは日本人V'よ る開拓に関する歴史的な研究も,例 えぽ岡本柳之介や小川運平にょ

って,明 治の中頃には始まっていた 【岡本　1898;小 川　 1909】。それらが,明 治以来

の日本国家の大陸進出(あ るいは侵略)政 策 と直接,間 接に関係 していることはいう

までもない。

　 しかし,本 稿の主要テーマである,樺 太 とアムールを主要舞台として,日 本人から

「サンタン人」 と呼ぼれた地元住民らによって,日 本と中国とを仲介するかたちで展

開 されていた交易活動に初めて研究の焦点を当てたのは末松保和であ った 【海保

1991:七 】。「サンタソ交易」とい うことぽはすでに江戸時代の文書に登場するが,そ

れを学術用語 として使用したのも彼が最初である(末 松の用語では 「山丹交易」)。彼

がその主著の一つであるr近 世に於ける北方問題の進展』(1928年)で なぜサソタソ

交易の問題を扱ったのかについては彼自身が,「一つにはそれが私の所謂北方問題の

一課題として天明以降幕府の常に懸念した問題であるからであ り,二 つには國民生活

に於ける衣食の問題が,爲 政者の政策とか法令 とかをなみして必然的な途を進み,意

想外な血路を求めても遂には解決せられんとす るものである事を事實にもとついて考

察 したいと思ふからである」と述べている【末松　1928:353]。 しかし,こ の書の究極

のねらいは 「序説」で述べ られているようY',「鎖国」ということばを無条件に 「江

戸時代」とい う時代区分 と結びつけることに反対 し,こ の時代を世界史の中に正当に

位置づけることにあ り,こ の時代の北方問題を主題に選んだのもそれを主張するため

の手段であったとい う。彼に言わせれぽ,「北方問題は 「日本の世界史への關與」の

問題として近世を通 じての一大事實」【末松　1928:3jな のであ り,恐 らくサ ンタソ交

易を取 り上げたのも,当 時 「鎖国時代」といわれ,一 般国民は全 く海外 とは縁がなか

ったかのように思われていたことに対する反証とす るためであったと思われる。

　その後終戦までの間に高倉新一郎,竹 内運平,白 山友正,洞 富雄 らによる論考が次

hと 出され,幕 府や松前藩が残 した文書を手がか りとした研究はその間に究められて

いった 【高倉　1939;竹 内　1933;白 山　1933;洞 　1974(1943)】 。 しかし,サ ソタン

交易が日本史研究の中だけでは完結せず,同 じ時代の中国や ロシアの動向も視野に入

れなけれぽならないことについてはどの研究者も賛同しているものの,末 松保和の意

図するところがその後きちんと受け継がれたかどうかには疑問が残る。というのは,

彼のあとに続いたサソタン交易研究は,そ れを北方史の一エピソー ドと捉えることが
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多 く,同 時代の日本社会への影響がしぼ しば過小評価されてきたからである4)0

　 日本の敗戦により,樺太 ・千島の領土と中国東北地方における植民地を失った後は,

北方に関する人文 ・社会科学系の研究は衰退する。それは戦前におけるその地域に関

する研究分野,と りわけ人類学や民族学が日本の植民地主義と密接に結びついていた

ことを示唆 しているが,衰 退の原因はそれだけではなく,そ の地域がソ連や中華人民

共和国などといった社会主義政権の支配下におかれ,対 外的に閉鎖されてしまったた

めでもある。特に現地調査を必要とする人類学,民 族学,民 俗学,考 古学などにとっ

ては致命的な状況となった。北方交易に関しては,現 地調査を必ず しも必要 としない

歴史学の分野で,日 本に残 されていた資料類を中心とした地道な研究が続けられてい

たが,や は り方法論と資料上の制約,さ らには全体的な関心の低下のために,画 期的

な成果を上げるまでには至らなかった。

　そのような状況を初めに打破 したのが,中 国側歴史学者による棺案類(行 政文書)

を使った研究であった。その中で特筆すべき研究は関嘉録,王 桂良,張 錦堂らによる

もので,彼 らは現在の黒龍江省依蘭市にあったとされる三姓副都統衙門の棺案 と間宮

林蔵の記録とを照合することで,18,19世 紀における樺太アイヌの清朝への朝貢状況

を明らかに した 【関 ・王 ・張19811。 さらに,三 姓副都統の棺案類を保管 していた遼

寧省棺案館 と遼寧省社会科学院の歴史研究所,さ らに藩陽故宮博物館が共同で,満 洲

語で書かれていた三姓副都統衙門の'Ip案を現代中国語に翻訳 して出版することで,間

接的にではあるが,樺 太,ア ムール関係の重要な一次資料にたやす く接することがで

きるようになった 【遼寧省梢案館等　1984】。そのような状況の中で,サ ンタソ交易と

呼ばれた江戸時代の北方交易の政治的な背景として重要な意味を持つ清朝の樺太,ア

ムール支配の実態の解明に取 り組んだのが松浦茂である。彼は楢案の訳だけでなく,

満洲語の原典に当た りながら,清 朝の支配の成立過程,そ の行政機構,そ して経済的

な支配まで,詳 しく論 じ,清 朝側から見た18,19世 紀のアムール,樺 太の状況はかな

り詳 しく解明されてきた[松 浦　 1987,1991,1992,1994,1996]。

　 さらに交易研究だけでなく,北 方研究全体にとって追い風となったのが,1985年 か

ら始まるM.S.ゴ ルバチョフ(元 ソ連共産党書記長,後 にソ連大統領)の ペ レス トロ

イカとグラースノスチの政策だった。 これにより,か つては夢のまた夢であったシベ

リアや ロシア極東での先住民に関する現地調査の可能性が生まれた。そして,1991年

4)　 例 えば,高 倉新一郎は 「近世に於 ける樺太を中心 とした 日満交 易」(r北 方文化研究報告』

　 1号1939年)の 最後の 「概括」で,「 従 って,其 数量は極めて少な く,日 満双方 の経済的方面

　 に貢献す る所が少な く,そ の文化的方面 に対 して もその影響は狭い範 囲に限 られた こと」【高

　 倉　1939:192]と 述べている。
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暮れのソ連崩壊によって,そ れらの地域もほとんど完全に外国人に開放され,調 査活

動が加速 された。

　そのような状況の急激な変化に対応するように,列 島の北方に広がる地域が人々の

関心を集めるようになり,サ ソタン交易への関心も1980年代の後半から北海道で急速

に高まった。そのような機運の中で,日 本の北方史研究 も新たな展開を見せ始め,従

来の中央の役人や調査官が残した資料だけに依存し,視 点 も中央の側にのみ立つよう

な研究から,地 方に残されている史料や資料(文 書資料だけでなくr蝦 夷錦などの標

本資料 も含む)を 使い,地 方の視点に立つ研究へと変化 した 【中村　 1988,1990;児 島

1989;海 保　 1991;矢 島 ・手塚　 1992;矢 島　 1993】。そ して,ロ シアの開放政策が,

地方史研究者どうしの交流を促進し,今 では ロシアでも 「サソタン交易」とい うこと

ぽが一部で使われつつある。

　 しか し,こ れまでの歴史学を中心とした研究には,い くつか限界が見られる。一つ

には使える資料の制約である。例えば日本の研究者は日本の史料についてはきわめて

詳 しいが,ロ シアや中国に残されている史料はほとんど使わない。従来の日本側のサ

ソタン交易研究は日本側から一方的に見た歴史の再現であることが多かった。同様の

ことは中国,ロ シアでもいえる。 ロシア側が描いてきたアムールや樺太の歴史や民族

誌には,「サ ソタン交易」ということぽはおろか,先 住民が交易を熱心に行っていた

ことすら言及されていない。サンタン交易の舞台となった樺太,ア ムールの地域は19

世紀中期以降日本,ロ シア,中 国の三 ヶ国の間の係争地であったため,ど の国の立場

で書かれているかによって,同 じことが全く異なって描かれる。そのためにこの地域

に関する人文 ・社会科学的研究を行 うには,少 なくともこの三 ヶ国の文書を参照 しな

けれぽ,偏 った理解しか得られず,そ れを世間に広めることになる。

　第二には文書資料だけに頼ろうとする歴史学の限界である。それと対応するように,

実地調査資料に頼る人類学,民 族学の限界も問題になる。

　文書記録は直接体験できない過去を再現するための媒体としては最 も頻繁に使われ

ているものである。歴史学はこの文書記録に忠実に過去を再現することを基礎にして

成立 している。再現された歴史的事実に対する解釈や評価も歴史学の重要な課題であ

るが,そ のためにはまず文書を正確に読み解 き,そ れに忠実にその出来事を再現 して

おかねぽならない。 しかし,そ の歴史学の基本的な方法論が,歴 史学の優れた点でも

あ り,ま た限界 ともなっている。残された文書にあくまでも忠実であることは,そ の

文書を残した人の視点から逃れ られなくなるからである。

　 文書記録がある出来事のすべてを記録 しているわけではないことはい うまでもな
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い。意図的Y'偏 った評価を下すのならぽともか く,よ り多 くの事実を明らかに しよう

とするのならば,多 角に見る必要がある。そして,も し,あ る出来事を多角的に記述

しようとすれぽ,異なる立場にいる人が残 した複数の記録を参照 しなければならない。

アムールや樺太の歴史に即していえぽ,そ の地域の歴史を多角的に捉えようとするな

らぽ,日 本側の記録だけでなく,ロ シア側,中 国側に残されている史料 も参照 しなけ

ればならない。

　 しか し,文 書記録はどの文書でも普通はあくまでもそれを残せる人々,つ ま り文字

を持つ人hの 立場に立っているもので,記 録される人々の立場を代弁するケースは稀

である。記録される人々の視点は,そ の言葉の引用などによって間接的に表 されるに

すぎない。そ して,こ れまで歴史学で扱われてきた文書記録は支配者側の人々によっ

て残されてきたものがほとんどであったために,事 実上,支 配者から見た歴史が再現

されることが多かった。

　それに対 して,記 録される側,つ まりは支配される側の視点に立つ歴史研究 として,

近年 日本でも注 目されつつある社会史研究の潮流がある。それは従来記録される側 と

思われていた披支配者側(あ るいは中央に対 して地方,為 政者に対 して民衆)に 残 さ

れていた文書か ら,支 配者側が描げなかった部分を再現 しようという試みであ り,そ

れにより,中 世,近 世の民衆の動向に関 して全 く新 しい知見が得られるようになって

いる。

　 しかし,社 会史研究でもそれはあくまでも文字記録を残せた人々の研究であって,

自前の文字記録を残さなかった人々を研究対象にすることは難 しい。文字を残せない

人hの 視点,立 場を再現するためには,記 録の中に直接引用された り,間 接的に表さ

れている彼 らの言動から類推 して行くしかないが,そ うすれば史料に忠実であろうと

する歴史学の立場から逸脱することになるだろう。また,民 具や工芸品,生 産技術あ

るいは口頭伝承や儀礼などの文字では表せない有形無形の文化(つ まりは民俗)な ど

も,そ れを伝 えてきた人々の視点から物事を見ようとする際の手がか りにはなるが,

それはもはや歴史学の仕事ではない。

　本稿で扱 うサソタン交易の場合も,そ の担い手は歴史を文字記録として残す習慣を

持たないサ ンタソ,ス メレソクルであるために,サ ソタン交易を完全にその担い手の

視点に立って描いた文書記録は存在 しない。しか し,「サソタソ交易の研究」 と題 し

ながら,記 録を残 した和人や 日本政府(実 際には松前藩や江戸幕府),漢 族や満洲の

王朝政府,あ るいは ロシア人や ソ連国家の立場から描 くのでは,交 易におけるサソタ

ソ,ス メレンクルたちの役割を過小評価することになり,こ の交易の実態を明らかに
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することはできない。やは り,サ ソタンたちの視点から,あ るいは少なくとも彼らを

記述の中心に据えて,そ の歴史を再現 してい くことが必要である。そのためには,日

本や中国,ロ シアといった国家の立場に立って書かれた文書記録からサソタンらの視

点を読み とって行かねぽならず,ま たそれを補完するために,サ ソタン,ス メレンク

ルの子孫に当たる人々に残されていた,往 時の華やかな交易活動を偲ぽせる伝承や標

本資料なども調査 しなけれぽならない。つま り,研 究対象とする人hと 直に接しなが

ら基礎資料(つ まりは民族誌)を 作成する人類学(こ こでは形質人類学は除外 し,文

化人類学や社会人類学を指すことにする)あ るいは民族学の方法を援用することがど

うしても必要になるのである。

　人類学(あ るいは民族学)は 研究対象とする人々に関する基礎資料を直接 自ら収集

作成することから,ま ず観察 した人hを 研究課題の中心に据え,記 述の視点もできる

限 り,記 述される人hの 側に近づけることができる。特に近年では人類学の調査,記

述V'見 られた植民地主義的な性格や,西 欧で生まれた分析概念の押 しつけ,さ らには

人類学者の記述が生み出す文化の 「真正性」の問題などが批判されていることから,

民族誌の作成にはことさら記述の視点や方法の問題に細心の注意が向けられるように

なっている。

　 しか し,「オリエ ンタリズム」や 「ポス ト・モダン批判」と呼ぼれるアメリカを中

心 とした人類学の方法論に対する反省が,こ とシベ リア,ロ シア極東の先住民に関す

る人類学的研究では1990年 まで皆無であった。 シベ リアを専門とする旧ソ連の民族学

者たち(旧 ソ連では文化人類学,社 会人類学に当たる分野は 「民族学」3THorpaΦH∬

と呼ぽれていた)は,エ ンゲルスに よって確立され,ソ ヴィエ ト民族学のイデオロギー

とされた進化論的な ドグマに忠実な民族誌を書 き,ソ 連の民族政策を補完するための

「民族起源論」,「民族形成過程論」を展開していた。そ して,実 地調査を拒まれてい

た西側の研究者は ソ連から出される報告書からできるだけイデオロギー色を抜いて,

「客観的」なシベ リア諸民族の民族誌を再構築し,そ れを比較研究の材料としていた。

それでも例えぽシャマニズムをは じめとする宗教や世界観に関する通文化的研究には

多 くの成果が得られた。 しか し,従 来の研究は先住民たちの現実の社会や文化の理解

のためには大きな障害ともなった。それは私 自身が1988年 と90年の調査で痛切に体験

したことで,88年 に訪れたアルハソゲエ リスク州北東部ネネッ自治管区の トナカイ遊

牧民ネネツの姿も,90年 に訪れたハバロフスク州のアムール川流域のナーナイの姿も,

私が親 しんできた民族誌や研究論文に描かれていたものとはおよそかけ離れていた。

私の眼前6'現 れたのは,社 会主義化された ロシアの農村であって,民 族誌に描かれて
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いるような固有の文化や社会の多 くは失われたか人hの 心の深層に埋 もれていた。そ

して,ソ 連崩壊前後の社会経済の混乱のなかで,彼 らは経済的な困窮に見舞われただ

けでな く,民 族的アイデンティティも危機にさらされ,自 分が何者であるかすら見失

いつつある状況にあった。 しかし,ソ ヴィエ ト民族学のみならず西側のこれまでのシ

ベ リア人類学 も彼 らの現実の状況す ら把握していなかったのである。そのようなシベ

リア先住民の現実が注目されるようになるのは1990年 代のことである5)0

　 シベ リア先住民に関する人類学的あるいは民族学的な研究の方法論に関する反省が

他の地域の研究に比べて出遅れたのは,上 述のように西側の人類学者が実地調査に加

われなかったためだけではない。1930年 代までの調査,研 究であまりにも精密な民族

誌が書かれたためでもある。

　 シベリア,ロ シア極東の先住民研究では,19世 紀末期から20世紀初頭にかけて,ソ

ヴィエ ト民族学の開祖 ともい うべきナロー ドニキ出身の民族学者,人 類学者たち(ボ

ゴラスB.r.　 Boropa3,ヨ ヘリソンB.　H.　Hoxe∬bcoH,シ ュテル ソヘルグJI.　A.　mT-

epx6eprら)が 優れた調査研究を残した。それは当時の人類学の調査研究としてはき

わめて包括的かつ精密であ り,通 文化的な比較研究の材料としてこの上なく良質の情

報を提供するとともに,民 族誌の手本としても最適なものであった。 しか し,皮 肉に

もそれ らがあまりにも優れていたために,逆 に古典的な民族誌 として理想化され,先

住民たちの社会,文 化もその時代の状況が 「民族誌的現在」として普遍化され,彼 ら

の研究の 「時代性」が忘却 されてしまったのである。その 「時代性」には二つの側面

があ り,一 つは記述された人hの 時代性であ り,も う一つは記述する側の方法論の時

代性である。例 えば,ロ シアの民族誌 の中で,1850年 代 に調査 した シュレソク

Leopold　von　Schrenck(ロ シア語表記ではJleono∬b八皿peHK)の 民族誌では先住民の

交易Y'章 を割いて詳 しく論 じているのに,シ ュテルソベルグ以後の民族誌には交易

の話がほとんど登場 しない。それは,一 つには シュテル ソベル グが調査 した時代

(1890年代)以 後には先住民の交易活動が衰退 して調査対象 とならなかったからであ

り,同 時に研究者が方法論的にそのような事項に関心を持たなかったからでもある。

　人類学者あるいは民族学者の実地調査でも,現 実に行われている出来事がすべて記

5)　 1990年 代 中 葉 に 入 り,ア メ リカ を 中心 に シベ リア先 住 民 の 人 類学 的 な研 究 を 現 実 に即 して

　 見 直 そ うとす る動 きが始 ま り,ロ シア や ソ連 の シベ リア統 治 や先 住 民 に 対 す る言 説 の再 検 討,

　 あ る い は先 住 民 のアイデンティ テ ィの問 題 な どが 主 要 な テ ーマ と して と り上 げ られ る よ うに

　 な っ て い る。 中 で もForsyth,　 B.　Grant,　 Y.　Slezkine,　D.　Andersonな どが 成 果 を上 げ て い る

　 【FQRSYTH　 1992;GRANT　 l995;D1MM酬T　 and　 SLEZKINE　 1993;SLEZKINE　 l994;ANDER-

　 sorr　 1992]0
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述されるわけではなく,研 究者の関心によって見えるものと見えないものとがあり,

記述されるものと記述されないものとがある。その意味では人類学者や民族学者の残

した民族誌や研究論文も歴史文書と同じであ り,民 族誌を文献資料として用いるとき

にはやは り,著 者の学問的方法論や彼が調査 した時代の被調査者の政治的,経 済的,

社会的状況,さ らにはその民族誌が編まれた時代背景 までも勘案 しなけれぽならない。

シベ リア,ロ シア極東地方の人hを 研究対象とする人文社会科学系の研究では人類学

(あるいは民族学),歴 史学,考 古学 といった分野にかかわらず,通 時的な視野を持

ち,研 究対象とする時代が現代までの時間の流れの中で,い かなる位置づけにあるの

か とい うことに常に注意を払 う必要がある。昨今人類学 と歴史学の垣根が低 くなって

いるが,そ の民族誌が歴史文書の一つになっているシベリア,Rシ ア極東の人hの 研

究ではなおさら両者の協力,時 には融合が必要なのである。

　本稿は北方先住民研究における歴史学 と人類学の方法論的な限界を乗 り越え,新 た

な研究方法論を模索するための,一 つの試みでもある。

　サンタソ交易は今日ではもはや行われていない 「過去の出来事」であることから,

本稿でもその時代のことを記 した文書記録を根本の資料 として使 う。ただし,記 録作

成者の立つ視点による記述の偏 りを是正 し,多 角的に見るために,日 本側,ロ シア側,

中国側の各立場から書かれた資料を相互対照する。また,こ こで資料として使 う文書

記録はそれぞれ書かれた目的が異な りそれに応 じて性格も異なる。棺案のような無味

乾燥な行政文書 もあれぽ,松 田伝十郎のr北 夷談』のような回想録風の記録もある。

また間宮林蔵の 『東　地方紀行』や 『北夷分界余話』,シ ュレソクのrア ムール地方

の異民族について』(06uxopo∂fax　 aMypcxoao冠 ραの のように地誌や民族誌の体裁

を持つものもある。本稿では各文書資料の記された時代背景(政 治的,社 会的背景)

と著者,編 者の意図するところを勘案 しつつ,そ こに記された交易関係の記述を 「時

代に拘束された民族誌的記述」として扱い,そ こから,交 易で主役をになったサンタ

ン,ス メレソクルといわれた人々を主人公にして,サ ンタン,ス メレソクル側の視点

に立って,サ ソタソ交易の実態を描いていく。その中で描かれるのは18世紀末期から

19世紀中期までのアムール,樺 太の先住民たちの姿の一端である。それによって,「民

族誌的現在」 として時間的に普遍化され,ア ムール,樺 太先住民の文化,社 会 として

絶対化され,「本質的」 とされている19世紀末期以降の民族誌(シ ュテル ソベルグ以

後のソ連や明治以後の日本で書かれた民族誌)の 記載を相対化 し,彼 らの文化の通時

的理解の一助 とするとともに,最 初に述べた ように,サ ンタン,ス メレソクルらがい

かに地域の歴史に参与 したのかという問題の一部も明らかにしていきたい。
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　 な お,引 用 に際 して の 各言 語 の表 記 に つ い て で あ るが,書 記 法 が定 ま った 言語 につ

い て は,基 本 的 には そ れ に準 じた。 日本 語 の 古文 は 旧か な,旧 漢 字 の使 用 を 原 則 とす

るが,刊 本 の種 類 に よ って は現 代 仮 名 遣 い や 現代 漢 字 に改 め て あ る もの もあ り,そ れ

らは 刊 本 の方 針 に従 った。 漢 文 も基 本 的 に は 引用 元 に合 わ せ るカ㍉ 一 部 の字 体 に つ い

ては 現 代 式 の もの にせ ざ るを 得 な か った 。 現 代 中 国語 も 日本 式 の字 体 を採 用 した 。 ロ

シア語,英 語,ド イ ツ語 な ど欧文 は オ リジナ ル の表 記 方 法 を 採 用 した。 満 洲 語 は メル

レ ン ドル フ方 式 で ロー マ字 に翻 字 した。ナ ー ナ イ語 は オ ネ ン コC.H.　 OHeHKOのrナ ー

ナ イ語=ロ シア語 辞 典 』 【OHEHKo　 1980】 の,ウ リチ語 は0.　 n.　CyHHKの 『ウ リチ語

一 研 究 と資料 』 【CYHHK　 l985】 の
,ニ ヴ フ語 は サ ヴ ェ リエ ヴ ァB.　H.　CaBe皿beBaと タ

ク サ ミq.M.　 TaxcaMxが 編 集 し た 『ニ ヴ フ 語=ロ シ ア 語 辞 典 』 【CABEnbEBA　 H

TAKCAMH　 1970]の 各 書記 方 法 を採 用 し,他 の ツ ング ー ス諸 語 に つ い て は ツ ィン ツ ィ

ウスB.H.　 L【HH躍ycが 編 集 した 『ツ ン グー ス ・満 洲 語 比 較 辞 典』 【UHHUHyc　 1975】

に準 拠 した 。

2.サ ソ タ ソ と ス メ レ ソ クル

　 まず,本 稿 で 分析 の対 象 と して い るア ム ール 川 下 流域 の交 易 民,つ ま り,サ ソタ ソ

交 易 の主 役 で あ る 「サ ソタ ン」 と呼 ぼれ た 人hと 「ス メ レ ソクル 」 と呼 ぼれ た 人hに

つ い て触 れ て お こ う(サ ンタ ソ,ス メ レソ クル の 居 住村 の位 置 と文 献 に お け る地 名 の

対 照 につ い て は 図1と 表1を 参 照)。

　 「サ ソタ ン」,「ス メ レ ソ クル」 とい う住 民 呼 称 は 人類 学 あ るい は 民 族学 とい った 学

問分 野 のみ な らず,住 民 の 自称 と して も使 わ れ て い な い 呼称 であ る。 人類 学 で は彼 ら

の居 住 地 域 に い る,彼 ら の子 孫 とお ぼ し き先 住 民 を ウ リチy」lbHI3(あ るい は オル チ

ャOlcha),ニ ヴ フHHBXH(あ るい は ギ リヤ ー ク1'xnxxx)と 呼 ん で い る。 ウ リチ と

は ツ ン グー ス系 の 言語 を話 す 人 々 と され,ニ ヴ フは 系 統不 明 の言 語(す な わ ち古 ア ジ

ア語)を 話 す と され る。 他 方 彼 ら の 自称 は,近 代 の 民 族誌 の情 報 か ら判 断 して,サ ソ

タ ソは 「ナ ー 二」Hax'13あ る いは 「マ ソ グー 二」Mary　 x'H,ス メ レン クル は 「ニ ヴ

フ」Hxsxあ るい は そ の複 数 形 の 「ニ ヴ フ グ ゥ」HHB◎ryと 推 測 で きる。 「サ ソタ ン」,

「ス メ レ ン クル 」 と も江戸 時 代 の 日本 で使 わ れ て い た 呼 称 で あ り,ア イ ヌの他 集 団 区

分 を 基礎 に して い るが,最 終 的 には 日本 の調 査 者 た ち が独 自の判 断 で 採 用 した もの で

あ る。 語 源 は ともに ア イ ヌ語 で あ る6)0

　 しか し,私 は 次 の理 由 に よ り,こ の論 考 で はあ くまで も 「サ ソタ ン」,「ス メ レ ン ク
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図1　 サ ンタソ交易関係地名
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国立民族学博物館研究報告　　22巻4号

　　　　　　　　　　　　 表1　 サ ンタ ン交易関係地名対照表

(中村小市郎,間 宮林 蔵,幕 末文書の三 者の うち,二 者以上 で一致 するもののみを挙げた)

〇 三姓棺案 のga"san名はr三 姓副都統衙門満文棺 案訳編』所収の ものだが,綴 りは 【松浦　1991:　
77-82】に準拠 した。

○ 中村小市郎 の集落名は『唐太雑記』所収 の地図1中 村　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　 よ り摘録 した。　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　 1982:622--626,　628-629]○
間宮 林 蔵 の集 落 名 はr北 蝦夷 島地 図 凡例 』 中 の 「東 　 地方 舟 行里 程 記」[間 宮　1988c:

○潔 暑農 羅 無 帝国大学史料織 掛織 のr大日本古文舗 耕 国関係文書之+五』
　 中 の 「五一 　 九 月 北 蝦 夷 地 詰 箱 館 奉 行 支 配 調 役 並 井 同 出役 届 同奉 行 へ 　 山 丹 人 聞 書 の件 」(安　 政 三年1

856年)【 東 京 大学 史 料 編 纂 所 　 1972=121-129]よ り摘 録 した。

○ ロ シア 資料 は主 にJI.　HlpeHKの06　 uxopo∂fax　 aMypcxoao　 xpaR,　ToM　 1皿PERK　 1883:巻 末地

　 図1に よ った が,一 部 はA.B.CMO」IHKの 論 文 【CMo朋K　 l　963:134,145】 か ら も摘 録 した。○ 現 在
の地 名 は.4脚 αcH〃2κκε30ん 雛〃 α,1994,　Xa6aposcx　 G`よ った。
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ル 」 とい う呼 称 で通 す こ とにす る。

　 まず,人 類 学 で通 用 して い る いわ ゆ る民 族名 は,そ の指 し示 す 人 的範 囲が 必 ず しも

「サ ンタ ソ」,「ス メ レ ソクル」 とは一 致 しな い た め で あ る。 ど の よ うy>　 致 しない の

か,な ぜ一 致 しな い のか に つ い て の詳 細 は これ か ら述 べ て い くが,サ ンタ ソ,ス メ レ

ソ クル が 熱心 に交 易 に従事 した の に対 して,人 類 学 で語 られ る ウ リチや ニ ヴ フは 交 易

民 とは い いが た い人hと な って お り,「18,19世 紀 に お け る ア ム ー ル川 下 流 域 の 住 民

の交 易 活動 」 とい うテ ー マで は分 析 対 象 と しに くい。

　 また,自 称 を採 用 した場 合 に も,そ の呼 称 を 用 い る集 団 とサ ンタ ソ,ス メ レ ン クル

とい う呼 称 が指 し示 す 人 的 範 囲 とが必 ず しも一 致 して い な い。さ らに ナ ー 二(マ ン グー

二),ニ ヴ フ(ニ ヴフ グ ゥ)な どは 自称 に は 違 い な い が ,ま た 同時 に普 通 名 詞 で もあ

って,特 定 の集 団 を 指す 名 称 とは 限 らな い。 ナ ー 二 とは そ の土 地 の住 民,マ ソ グー 二

とは 「ア ムー ル の人 」 とい う意 味 で あ り,ニ ヴ フは 「人 」,ニ ヴ フ グ ゥは 「人h」 と

い う意 味 で あ る死 した が って,「 ナ ー 二,ニ ヴ フの交 易 活動 」 と い うと,「 地 元 民 と

人 の交 易 活 動 」 と も解釈 で き,そ れ で は特 定 の人 々が 行 って い た特 定 の事 象 を 分析 す

る こ とには な らな い 。私 が 本 稿 で 分析 した いの は 日本 人 が(特 に 間 宮 林 蔵 が 見極 め た)

「サ ソタ ソ」,「ス メ レソ クル」 と呼 ん だ特 定 の人hの 交 易 活動 な の で あ る。

　 「サ ンタ ソ」 は しぼ しば漢 字 で 「山 丹 」,「山鞄 」,「山 旦 」 な ど と も記 され,多 くの

場 合 樺 太 に対 して 大 陸 側 の住 民 を広 く指す こ とが多 い(広 義 の 「サ ソタ ソ」)。しか し,

間宮 林 蔵 が実 際 に サ ンタ ソの地 を見 聞 した こ とか ら,そ れ が,特 定 の地 域 に 住 む 一 ま

と ま りの人hを 指 す 呼称 で あ り,そ の 近 隣 に は他 の名 称 で 呼 ぼ れ る人hが い る こ とが

わ か った(狭 義 の 「サ ソ タ ソ」,以 下 本 稿 で は狭 義 の サ ソ タ ソの み を 「サ ン タ ソ」 と

称 す る)。 彼 は ア ム ール に沿 って ウル ゲ ー と呼 ぼ れ る村 よ り上 流 に 「コル デ ヅケ」 と

6)　 本稿では原則的 に間宮林蔵の用法に則 って これ らの住 民名を使用す る。 したが って,そ の

　指 し示す人 的範囲は林蔵 が 『北夷分界余話』 と 『東　地 方紀行』 で示 して いる ものであ る

　 (【間宮 　1988a,1988b1参 照)。

7)　 これ らの ことぽの使用範囲がそれぞれ ある言語 コ ミュニテ ィの範 囲 とな っているのは事実

　 であ る。例えぽ,ア ムール川をマ ングーMa可ryと い うのは現在 の言語区分ではナーナイ語

　 のア ムール下流方 言 とウ リチ語 であ り,ナ ーナイ語 ア ムール上流 方言 では 「マ ンボ ー」

　MaM60と い う。 旧 ソ連の民族学者 スモ リャー クは ゴ リン川河 口よ りも下流のナーナイた ち

　 の言語は上流方面 の方言 よ りも ウリチ語 に近い と述べてい る。例えば 「1958年にカルギ村 と

　 シマス ィ村の老人たちは,我 々は ウリチのことぽは全 く不 自由な くわか るが,ナ ーナイ地区

　 のナーナイたちの ことはわか りに くい と話 していた」[CMOnSIK　 l975:37】 とい う。 彼 らが一

　 つの言語 コ ミュニテ ィを形成 していた可能性は高 いが,サ ソタソ,コ ルデ ッケ とい う区分 は

　言語 コ ミュニテ ィとは異なる,互 いに クロスカ ッ トす る自他類別であ った とも考 え られ る。

　 とい うのは,コ ル デ ッケの習俗 には周 囲に剃 りを いれた弁髪が見 られ,サ ソタソは髪 の毛 を

　編 んでも剃 りはいれない。剃 りの有無 は支配民族満洲へ の近 さ,遠 さを表す一つの指標 とな

　 りうることか ら,い かに言語が似ていて も,住 民 自身 にはサ ソタソ とコルデ ッケは別な集団

　 であるとい う意識 が生まれ得 る。
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呼 ぼれ る人 々が,ポ ル とい う村 か ら下 流 に は 「ス メ レ ソクル」が い る こ とを突 き止 め,

サ ンタ ンが そ の 間 に居 住 す る住 民 で あ る こ とを 明 らか に した。 しか も,彼 は 彼 ら 自身

が サ ソタ ンで は な く,「 マ ソ ゴー」 と 自称 して い る こ とも述 べ て い る 。 この マ ン ゴー

は後 に民 族 学 者 た ち に よ って 採 録 され た 「マ ソ グ ー 二」 に 相 当 す る。 そ して,「 サ ン

タ ソ」 とは,ス メ レン クルが 彼 らを 区 別 して 呼 ぶ とき の 「ジ ャ ソタ」 が ア イ ヌに 伝 わ

って読 った も ので あ る とい う 【間 宮 　1988b:164】 。

　近 隣 の 諸 集 団 との差 異 につ い て林 蔵 は 次 の よ うな興 味 深 い観 察 を残 してい る。 例 え

ぽ,ス メ レ ン クル との 相違 に つ い て は,「 住 夷(サ ンタ ンの こ と一 筆 者 注)の 容 貌 カ

ラ フ ト島 中 の ス メ レ ソクル夷 に異 な る事 な し。然 れ ど も,其 言語 大 に異 に して 弁 ず べ

か ら ざる 者 多 し」 【間 宮 　 1988b:129]と か,「 居 家 の造 亦 ス メ レ ソ クル夷 に異 な る こ

とな し」 【間宮 　 1988b:i30】 と述 べ て,そ の 容 貌,住 居 な どに は共 通 性 が 高 い もの の,

サ ンタ ンの言 語 と ス メ レン クル の言 語 は 全 く異 な り,全 然 通 じな い こ とが指 摘 され て

い る。 ま た,コ ル デ ッケ との 相 違 に つ い て は,「 地 夷 の 容貌 理 髪,其 他 衣 服 に 至 る ま

で,山 旦 夷 に異 な る事 な し。 其 言 語 は小 異 あ りとい え ども,一 日の 滞在 中,其 詳 な る

事 を しらず 」 【間 宮 　 1988b:131】 と述 べ て,容 貌 衣 服 が共 通 し,言 語 が 少h異 な るだ

け で あ る こ とが 指 摘 され て い る。 ま た,「 地 夷 の 内 満 洲夷 の ご と く剃 頭 の者 あ る と見

しか ど も,其 住 夷 な りや 否 を 問 ざ りしま ま,何 者 た る事 を しらず 」 と,コ ル デ ッケに

は 満 洲 の弁 髪 の よ うに,周 囲 を剃 って い る者 が い て サ ンタ ンよ りも満 洲 の影 響 が 強 い

(あ るい は さ らに穿 って解 釈 す れ ば サ ンタ ンよ りも清朝 に忠 実 な)こ と も指摘 され て

い る。

　 林 蔵 が 述 べ る この よ うな文 化要 素 の相 違 は,サ ンタ ソ人 自身 が 周 辺 の 住 民(ス メ レ

ン クル や コル デ ッケ)か ら 自 らを 区別 す るた め の 指標 と して意 識 され て い た可 能 性 が

あ る。言 語 の 相違 は意 志 の 疎 通 を か な り大 き く制 約す る こ とか ら,サ ソ タ ソ とス メ レ

ン クルの 間 に は,言 語 以外 の文 化要 素 に は類 似 性 が 高 か った とは い え,一 定 の境 界 が

意 識 され て い た と思 われ る。 また,コ ル デ ッケ とは 言 語 に よる意 志 疎 通 は 容 易 だ った

が(注2)で も指 摘 した よ うに,あ る いは 自称 も同 じだ った か も しれ な い),彼 らが

満 洲 に近 い こ とを誇 示 す るか よ うに弁 髪 の周 囲 に 剃 りを入 れ て い る者 が い るの に対 し

て,サ ンタ ソは 自 ら との相 違 を 意識 した に違 いな い 。 そ して彼 らは 周 囲 か ら も 「ジ ャ

ソ タ」,「サ ソタ ソ」 な ど と類 別 され て い た。 彼 らが 下 流 に い る ス メ レ ンクル と共 通 の

文 化 要 素 を 共 有 しな が ら も ツ ソグ ース系 の言 語 を 保 持 し,上 流 の コル デ ッケ とは互 い

に 通 じる言 語 を 話 しな が らも,満 洲 か らの影 響 を 阻 止 して頭 に剃 りを 入 れ な か った の

は,18,19世 紀 当 時 の 清朝 の ア ム ール 下流 域 支 配 下 に お い て,集 団 と して の独 自性 を
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保 ちつ つ 生 き残 る た め の戦 略 だ った のか も しれ な い。 とす れ ぽ,サ ソタ ソは 現 代 的 な

意 味 で の エス ニ ック ・グル ー プ とい え るだ ろ う。

　 戦 前 の 研 究 か ら近 年 に 至 る まで,サ ンタ ソは ウ リチ(オ ル チ ャ)8)で あ る とい わ

れ て きた。確 か に,間 宮林 蔵 が 報 告 して い る サ ンタ ソの 居 住域 は シ ュ レ ソ クの い う「オ

ル チ ャ」 の居 住域 と重 な る部 分 が 大 き く,林 蔵 が採 取 した 「マ ソ ゴー」 とい う自称 も

ウ リチ の もの と同 じで あ る。 そ して,18世 紀 末 期 以来 の 日本 側 の調 査 の結 果 集 め られ

た サ ソ タ ソ人 の こ とぽ(語 彙)の 研 究 か ら 【池 上 　 19671,彼 らが ツ ソグ ース語 の一 種,

そ れ も近 代 の ウ リチ 語(オ ル チ ャ語)に 近 い言 語 を 話 して い た こ とが 確 認 され て い る。

しか し とは い え,「 サ ソタ ソは ウ リチ族 で あ る」 とい う言 説 は受 け 入 れ が た い。

　 まず,実 は間 宮 が 見 極 め た サ ソタ ソと コル デ ッケ との境 界 と シ ュ レソ クが 確i認 した

オル チ ャ と ゴ リ ド(今 日の ナ ー ナイ の 旧称)と の 境 とは か な りず れ て い る。す な わ ち,

林 蔵 は サ ソ タ ソの居 住 地 の 上 限 を ジ ャ レー と い う集落 に置 き,そ の 上 隣 の ウル ゲ ー よ

りコル デ ッケの居 住 地 で あ る と したが,シ ュ レン クは オ ル チ ャの 居 住 地 の上 限 を ウル

ゲ ー よ りは るか に上 流 の ア ジ とい う村 にお い てい る。 これ は 林 蔵 とシ ュ レソ クの調 査

年 代 の相 違 に よる もの とされ,19世 紀 に一一時 的 に オル チ ャが ゴ リ ドを 上 流 に押 し戻 し

た か らだ と解釈 され た こ ともあ った が 【洞1974:77】,そ れ は お そ ら く誤 りであ ろ う。

とい うのは,シ ュ レ ン クの 調 査 と同 じ時 代 の安 政3年(1856年)の 日本 側 の資 料 で は

林 蔵 の い うウル ゲ ー とおぼ しき 「ヲ レヱ ー」 とい う集 落 よ り上 流 か ら コル デ ッケの集

落 が 始 ま る と記 され て い るか らで あ る(『 大 日本 史 料 幕 末 関 係 文 書 』 巻15「 ヲ レヱ ー

當 所 よ り満 州 人 風 俗,コ ソ テ ツ ケ与 申 毛 坊 主 の よ し 」)[東 京 大 学 史 料 編 纂 所

1972(1922):128]。 こ のず れ は,オ ル チ ャ と ゴ リ ドの勢 力 圏 の 変 化 と解 釈 す べ き で は

な く,シ ュ レソ クの い うオ ル チ ャ,ゴ リ ドと,日 本 側 の サ ソ タ ソ,コ ル デ ッケ とは そ

の 指 し示 す 人 的 な 範 囲 が 異 な って い た と解 釈 す べ きで あ ろ う。 した が って,「 サ ソ タ

ンは ウ リチ族 」 であ る とい う言 説 は 正 確 さを 欠 く表 現 な ので あ る。

　 さ らに,現 代 の 「ウ リチ」y肪qHと い う集 団 は 旧 ソ連 の政 策 に よ って新 た に 結 成

され た 官製 の 「民 族 」 で あ る。 そ れ が 結 成 され る まで の間 に 住 民 の移 動 も激 し く,サ

ンタ ソ と呼ば れ た 人 々の子 孫 がす べ て 現 在 の ウ リチ の枠 の 中に 入 って い るわ け で は な

8)民 族 誌 に登 場 す る 民族 名 も時 代 に よ り変 化 して い る。現 在 「ウ リチ」 とい う名 称 で 知 られ

　 る民族 は シ ュ レ ソクは 「オ ル チ ャ」(ド イ ツ語 ではOltscha,ロ シア語 で はOnbxx)と して い

　 る。 同 様 に ニ ヴフ も 「ギ リヤ ー ク」(Gilj　akenあ る いはrxnRxH,と も に複 数 形)と して い る。

　 本 稿 で は 基 本 的 に 原 典 の 呼 び方 を使 用 す るた め に,一 部 混 乱 もあ る か も しれ な いが,シ ュ レ

　 ン クの 「オ ル チ ャ」,「ギ リヤ ー ク」 と現 在 の 「ウ リチ 」,「 ニ ヴ フ」 は大 体 指 し示 す 人 々 の範

　 囲 が 一致 して い る と考 え て差 し支 え な い。
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い。「サンタンはウリチ族である」という言説は旧ソ連が作った官製民族ではないは

ずの 「サンタン」を官製民族と結びつけるとい う間違いを犯すことにもなる。

　 「スメレソクル」は樺太における隣人であるアイヌの彼 らに対する呼称である。そ

の居住地 も間宮林蔵と松田伝十郎の調査で明らかにされ,大 陸側ではポルという村か

ら下流のアムール川流域と樺太との海峡(間 宮海峡)に 面 した海岸地帯,そ して,樺

太ではモシリヤとい う村 より北の西海岸であったとされる。一般に彼 らもニヴフとい

う 「民族」であるとい う言説が受け入れられているが,実 はそれはサンタソの場合以

上に適切な表現ではない。というのは,間 宮林蔵をは じめとする日本での使用例では,

ことごとく樺太西海岸とアムール川流域の住民に限られているからである。確かにス

メレンクルの子孫も含まれていると思われる現在のこの地域の先住民は自称を 「ニヴ

フ」HHBXと い う(た だし,前 述のようにこれは 「人」とい う意味である)。 しか し,

現在 の 「ニヴフ」(あ るいは ロシア語の複数形で 「ニヴヒ」HHBxH)と 呼ぼれるやは

り官製の 「民族」は,樺 太の内陸部や東海岸に居住する別な方言グループをなす人々

(自称 「ニグヴソ」H面 明,や は り 「人」とい う意味)も 含 まれている。そ して,江

戸時代の日本の調査者たちは近隣のアイヌが使っていた呼称から,彼 らを「ニクブソ」

と呼んで,ス メレソクルとは区別 していた。

　 このスメレソクルと呼ばれた人々の中で,ア ムールの住民と樺太西海岸の住民とに

共通の集団帰属意識があったか どうかは確かめる術はないが,彼 らの隣人であるサン

タンや樺太のアイヌは一つのグループとして類別 していた。彼らは恐らく言語の相違

を一つの指標に していたと思われる。もしスメレソクル語がニヴフ語アムール方言(そ

れは樺太西海岸まで広がる)に 近いものとすれば,そ れはツソグース語に属するサン

タソの言語や系統不明のアイヌ語 とも異なるのは明らかだからである。つまり,住 民

自身の自他区分がかな り濃厚に反映されているのではないかと思える。確かに,高 倉

浩樹が指摘するように,間 宮林蔵以後の日本の調査者たちの使 う 「スメレソクル」と

いう住民類別と呼称,さ らには彼らに関する記述についても,調 査者たちの政治的背

景を把握しておかな くてはならないのは事実である[高 倉　 1994a:24-30,50)。 しか

し,そ れ以上に19世紀中期以降からロシア,ソ 連で使われてきた 「ギリヤーク」(Gi1-

jaken,　rAAAKA),「 ニヴフ」 という 「民族」枠は政治性の強いものであ り,実 は完全

に行政上の住民区分です らある。

　根本的に,「サ ンタン」,「スメ レンクル」 と 「ウリチ」,「ニヴフ」 とい う分類基準

の異なるものを 「比定」 し合 うことが無理なのであり,歴 史文書に姿を見せる住民の

実像を理解するのに,近 現代の民族誌を無批判に使用すること自体が不適切なのであ
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る。歴史文書に姿を見せる諸集団の実像を,近 現代の民族誌を通 じて理解するための

方法論については,既 に筆者自身がアムール川下流域を事例にして論文を書き,ま た

続いて高倉浩樹も 「ギ リヤーク」と 「ニヴフ」を例に した論考を残 しているので,そ

れに委ねることに したい 【佐 々木　 1989,1994;高 倉　 1994a,1994b]。 また,筆 者自身

アムール川下流域の事例についてよ り詳細な論考を予定 している。

　本稿ではこのサンタン交易の主人公であ り,さ まざまな歴史事象を眺める上での視

点をおこうとしているアムール川の最も下流域の住民の呼称に,基 本的に間宮林蔵が

使った呼称,つ まり 「サンタン」,「スメレソクル」,「コルデッケ」などの呼称を使 う

ことにする。現在の民族名を使わないのは,18,19世 紀の段階では現在の官製民族は

成立 していないか らである。

3.サ ンタ ン ・ス メ レソ クル商 人 の活 動範 囲

　 ウ リチや ニ ヴ フを は じめ とす る近 現 代 の ア ム ール 川 下流 域 や 樺 太 の 先 住 民 た ち は19

世 紀 末 以 後 の 民 族誌 では 必 ず漁撈 と狩猟 の民 で あ る と記 され て きた 。 しか し,そ れ は

18,19世 紀 のサ ソ タ ン交 易 華 や か な りし時 代 の サ ンタ ソや ス メ レ ソ クル に は 当 て は ま

らな い。 確 か に漁撈 で得 られ る魚 が 彼 らの食 生 活 に しめ る比重 は高 か った が,そ れ だ

け で 彼 らの食 文 化 が成 り立 って いた わ け で は な い。 中村 小 市郎 や 間宮 林 蔵 に よれ ば,

サ ンタ ソや ス メ レン クル らは 主 食 と して穀 類(主 に粟 粥,稀 に は米 飯)を 食 べ,普 段

着 と して 木 綿 の衣 類 を 着 用 して いた と述 べ て い るが 【中村 　 1982:615;間 宮 　 1988b:

129】,そ れ らは い ず れ も彼 らの居 住 地 では 生産 され て い な い もの であ る。 つ ま り,交

易 に よ って 外部 か ら,具 体 的 に は中 国や 日本 か ら得 た もので あ る。 さ らに林 蔵 は サ ソ

タ ンに つ い て,「 其 器 械 亦 悉 く満 州 の物 に して,陶 器 な ど多 く」 【間 宮 　 1988b:129】

と,そ の 日常 で使 わ れ る器 物 類 のほ とん どが 満 洲製 の もの であ り,交 易 が いか に 彼 ら

の生 活 の 中 で 重要 な位 置 を 占 め て い るか を 示 唆 して い る。 つ ま り,彼 らに とって 交 易

は漁撈,狩 猟 と並 ぶ 生 業 の柱 の一 つ だ った の で あ る。 それ は,交 易 が まだ盛 ん だ った

時 代 に調 査 で きた シ ュ レン クが そ の主 著 『ア ム ール 地 方 の 異 民 族 た ち に つ いて 』 第2

巻(06uxopoduax　 aMypcxoao　 xpaR,　CaxxT　 lleTep6ypr,　 ToM,2,1899)で わ ざわ ざ一

章 を割 い てそ の 説 明 に充 て て い る こ とに も如 実 に 現 れ て い る。

　 サ ソタ ソ,ス メ レン クル ら の活動 範 囲 は広 く,交 易 相 手 は 多様 であ る(図2参 照)。

　 まず,サ ソ タ ン,ス メ レソ クル らが樺 太 まで 出 向 いて ア イ ヌ9)や 和 人 と交 易 す る

行 為 が,日 本 で 「サ ンタ ソ交 易 」 と呼 ばれ て いた わ け で あ るか ら,彼 らが樺 太 に頻 繁
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図2　 サ ンタ ン,ス メ レ ン クル(オ ル チ ャ,ア ムー ル ・ギ リヤ ー ク)の 交 易 相 手 とル ー ト

9)　 アイ ヌは江戸時代の 日本側の文献で 「アイ ヌ」 とい う名称で登場す るのはまれ である。一

　般 に 日本 では 「夷人」あ るいは 「蝦夷」 といえば近世 のアイ ヌを指 していた。樺太 のアイ ヌ

　は しぼ しば 「島夷」 と表 現 されている。 中国 では彼 らを 「クイ ェ」 と呼び 「庫頁」 とい う字　
を当てている。 しか し,「蝦夷」や 「夷人」,「島夷 」では他 の住 民 との区別 がつかない ケー

　スもあ るため,と りあえず 「アイ ヌ」 と呼ぶ ことにす る。
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に来ていたのはいうまでもない。彼らは樺太に着 くと,ま ず西海岸のアイヌたちと取

引 し,さ らに,松 前藩が1790年(寛 政2年)に 会所を開いた樺太南端の白主(現 在の

クリリオソ岬のそば)に まで足を伸ぽ した(後 の章で詳 しく述べるが,1807年 に幕府

が樺太を含む 「西蝦夷地」を直轄化する以前には,松 前藩の役人や和人の商人 とサソ

タン商人 との直接商取引はな く,白 主の地元のアイ ヌを介 して間接的に取引してい

た)。 白主にはサンタンだけでな く,ス メレソクルやコルデ ッケらも姿を現していた

ようである。例えば,中 村小市郎が1801年(享 和元年)の 調査でインフォーマソトの

一人に したカンテツカとい う者は,ア ムール河 口近 くのタイカサンという村からやっ

てきたスメレソクルであった。また,『唐太雑記』の 「去h未 年唐太xケ シ坊主壱人

山丹人に交来る。木綿の着物にて満州近所の由申聞る」【中村　 1982:604】という一節

に登場する 「ケシ坊主」 とは,弁 髪の周囲に満洲式に剃 りを入れた髪型を意味 してお

り,彼 は恐らくコルデッケだったと思われる。

　他方,樺 太の西海岸以外でもサンタソ,ス メレンクルらは交易相手を持っていた。

小市郎は樺太の地図の注釈に,「 ヲロコより山丹ノ方に当ニクブソと云ヲロコの同類

有。山丹人先ず此のニクブンに来 り商,夫 よ りヲロコえ来 り商候由」【中村　 1982:

634】 と記 していて,サ ンタソ人らが樺太の中央部を走る山脈を越えて内陸部や東海

岸方面に出て,テ ィミ川や東海岸在住のニクプンやポロナイ川からタライカ湖方面に

展開していた 「ヲロコ」(「ヲロッコ」,「オロッコ」とも記される,今 日ではウイルタ

と呼ぼれる)ら と交易 していたことがわかる。この ヲロコらはサンタソ人らから絹織

物を毛皮類 との交換で仕入れ,樺 太南部のクシュソコタンなどで和人と米や酒などと

交易していた。これはサンタソ交易とは区別され,「 ヲロッコ交易」などと呼ぽれた。

　次に大陸側ではアムールと松花江を遡 って満洲や漢族の役人や商人,ま た,ア ムー

ル川本流域の 「コルデ ッケ」(現在のナーナイの祖先)な どとの取引が見 られた。

　 アムール上での交易は樺太西海岸と同様いずこの集落でも可能ではあったが,特 に

清朝の出張所がおかれたいわゆる 「満洲仮府」のあった場所には大きな市のような交

易場が形成 された。デ レソにあった満洲仮府を訪れた間宮林蔵によれぽ,仮 府の中に

は屋根をつけた店舗も設けられていたようで,次 のように記 している。

一　其府の形状,凡 十四,五 間四方に丸太木 を以て柵 を二重 に施 し,其 内左右 後ろの三方

に交易処を もふけ,其 中央 また一 重の柵 を施 し,其 中に仮府 を設 く。 是貢物 を うけ,賞 賜

の物 を下 す処 となす。柵毎に只一門を設て他 に出入 の門戸な し。[間宮 　1988b:137】

一　仮 府其他交易処 も亦悉 く粗製 に して
,醜 糠 なる事夷家 を越 へた り。樺木 皮を以て其屋

cos
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を覆ひ,其 四壁亦木皮を綴て是をふさぎ,割 板を以て床を設 く。1間宮 　1988b:137】

　 そ して,そ の挿 し絵 の一 枚 に は,二 重 柵 の内 側 に沿 って,記 述 通 り白樺 の 樹 皮 で屋

根 と壁 を覆 った店 舗 がず ら りと並 ん で い て,そ の 前 で人 々が 喧 し く取 引 して い る様 子

が描 か れ て い る。 林 蔵 に よれ ぽ,人hは 交 易 と朝 貢 の た め に大 抵5,6日 滞 在 して 帰

って いた よ うで あ るが,彼 が 到 着 した とき に まだ500～600人 程 残 って いた とい うこ と

か ら,か な りの賑 や か さ だ った こ とが想 像 され る。 満 洲仮 府 が 機 能 した のは 毎 年 満 洲

官 吏 がや って くる旧暦 の5月,6月 あ た り(つ ま り夏 の6月 中 旬 ～8月 中旬)で あ り,

旧暦 の7月 つ ま り新暦 の8月 後 半 か らは彼 らの食 料 と して重 要 な秋 の シ ロザ ケ漁 が 始

ま る こ とか ら,仮 府 の交 易所 が沸 き返 って い た の も真 夏 の季 節 だ った と考え られ る。

　 仮 府 に 伴 う交 易 所 は,仮 府 の位 置 の変 遷 と とも に移 動 した と考 え られ る。 松 浦 茂 の

説 に よれ ぽ,清 代 最 も初 期 に お かれ た の は,現 在 の テ ィール の丘 あ た りで,そ こは元

代 に は 奴 児 干 東 征 元 帥 府,明 代 に は 奴 児 干 都 司 の お か れ た と こ ろ で あ った 【松 浦

1996:132】 。 そ の 後 よ り上 流 の プル(普 禄)に おか れ,さ らに キ ジ 湖 の ア ム ー ル川 へ

の 出 口に当 た るキ ジ(奇 集,現 在 の マ リー ソス ク近 傍)に 移 され た 。 清朝 全 盛期 の満

洲 仮 府 は キ ジに あ った と推 定 され,中 村 小 市 郎 の報 告 に よれ ば,そ こは1798年 まで は

使 わ れ て いた よ うで あ る。 そ の 後,住 民 との トラ ブル に よ って そ こは放 棄 され,間 宮

林蔵 が探 険 した 当 時 に は さ ら に上 流 の デ レ ン(現 在 の ノ ヴ ォイ リイ ノ フカ村 近 傍)に

お かれ て いた 。 デ レソの仮 府 は1820年 代 までは 確i実に使 わ れ て い た が,1850年 代 まで

に さ らに上 流 に移 転 され,モ ル キ とい う集 落(現 在 の コム ソモ リス ク ・ナ ・ア ム ー レ

市 南部 の ム ィル キ地 区)の 対 岸 に おか れ たio)0

　 サ ソ タ ン商 人 の活 動 域 は 満洲 仮 府 併設 の交 易 所 に 留 ま らず,大 き な利 益 を求 め て よ

り上 流 に 広 が って お り,遡 って い く先 の 終 着点 は松 花 江 右 岸 の牡 丹 江 河 口に あ る三 姓

とい う町 で あ った。 三 姓 とは 満 洲 語 のIlan　 halaの 訳 で,三 つ の大 き なバ ラ(父 系 氏

族 の よ うな 組 織)の 首 長 た ち が この地 に住 み,勢 力 を持 って い た こ とに 由来 す る。 こ

こに は1732年(雍 正10年)以 来 副 都 統(満 洲 語 で はmeilen　 i　j　anggin,将 軍amban　 jang-

ginの 副 官)が 常 駐 し,三 姓 副都 統 衙 門 と呼 ぼ れ る役 所 が置 か れ,ア ム ール,樺 太 の

住 民 の収 貢 頒 賞(貢 納 品 を 徴 収 し,恩 賞 を与 え る職 務)関 係 の 業務 を管 轄 して い た。

10)現 在は ピヴァン ・プ リースタニIlxsax　IlpxcTaxbと 呼ぼれ てい る。 コムソモ リス ク ・ナ ・

　 アムー レ市郷土博物館学芸員 の ゾーヤ ・リャプシナ女史3.JI∬HI皿xxaに よれば,か つては同

　 市 モルキ地 区の ナーナイの間に,対 岸に満州官吏が来 る出張所 があった とい う伝承が残 され

　 ていた とい う。 しか し,1997年9月 の調査 で見た限 り,ピ ヴァン ・プ リースタニには別荘 が

　 広が り,ま た波止場建設のために崖が崩 され,入 り江の埋 め立てが進 んでいるために,満 州

　 の 「木城」 の跡は確認 できない。
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そ の た め に ア ム ール 川 流域 の住 民 で,バ ラ ・イ ・ダ(バ ラの 長,姓 長)や ガ シ ャ ン ・

ダ(村 長 あ るい は 郷 長)な どの役 職 に 任命 され た者 を は じめ,毛 皮 貢 納 を 義 務 づ け ら

れ た 者 は,毎 年 夏 に は 三姓 まで 出 向い て い か な け れぽ な ら なか った。 た だ し,1779年

まで は 三 姓 か ら さ ら に牡 丹 江 を遡 っ て寧 古 塔(満 洲 語 で はNingguta)ま で 行 か な け

れ ば ぽ な らなか った 。 とい うの は,そ の 年 まで は ア ム ー ル の収 貢頒 賞 関 係 の 業 務 は 寧

古 塔 副 都統 が 取 り仕 切 って い たか らで あ る。 中村 小市 郎 の イ ソフ ォーマ ン トを 務 め た

宗 谷 出身 で キ ジ在 住 の ア イ ヌで あ る カ リヤ シ ン も,「 カ リヤ シ ン都 合 三 度 ヲ ム シ ヤに

行,壱 度 は ス ン グタイ(ヌ ン グ タイeニ ソ グ タの 誤 り一 筆 者 注)え 行,其 後 イ チ ヨホ

ツ トえ新 規役 人 詰 候 に 付 両 度 は此 所 に て済 …」 【中 村 　 1982:616-617】 と述 べ て いて,

1779年 以 前 に は寧 古 塔 まで 行 き,そ の後 は 三 姓 に 行 って い た こ とを 示 唆 して い る。

　 お おむ ね サ ン タ ン よ り下 流 に い た ス メ レ ソ クル の場 合 に は,基 本 的 に は 満洲 仮 府 に

併 置 され た 交 易所 で交 易 を して い た。 例 えぽ,小 市 郎 が 白主 で会 った タイ カサ ン村 の

カ ソテ ッカは,キ ジ に満 洲 役 人 が 来 て収 貢 頒 賞 を 行 うと きに は満 洲 語 の 通訳 を して い

た。 しか し,シ ュ レ ソ クに よれ ば,1850年 代 には ア ム ール ・ギ リヤ ー ク(ニ ヴ フ,林

蔵 の い うス メ レン クル の子 孫)も 川 を 遡 って三 姓 まで 出 向 い て い た よ うで あ る。 そ の

当 時 は,前 述 の よ うに,仮 府 は は るか 上 流 の モル キ とい う村 の対 岸 に置 かれ てい た が,

キ ジ よ り下 流 の プル とい う村 に漢 族 商 人 の常 住 の宿 が あ って,そ こで 中国 商 品 を仕 入

れ る こ とが で きた。 しか し,ギ リヤ ー クた ち は漢 族 商 人 た ち の 高 い 中 間 マ ー ジ ンを い

や が って,直 接 三 姓 まで絹 や木 綿 な どの 中 国商 品を 仕 入 れ に 行 って いた 。したが って,

ス メ レソ クルた ちの 活 動範 囲 は 中村 小 市 郎 や 間宮 林 蔵 ら の幕 府 の 調 査官 た ちが 観 察 し

て い た18世 紀 末 期 か ら19世 紀初 期 の時 代 と,シ ュ レソ クが 目撃 した19世 紀 中期 の状 況

とで は 異 な って いた か も しれ な い。

　 ス メ レソ クル の活 動 範 囲 は サ ソタ ン同様 に樺 太 東海 岸 や 内陸 に も及 ん で い たが,他

方 彼 らは 大 陸側 で も オ レ リ湖,チ ュ リャ湖 を横 断 して オ ホ ー ツ ク海 沿岸 を北 上 した り,

ア ム グ ソ川 を遡 って トゥグル 川 や ウ ダ川 の上 流 方 面 に赴 くな どか な り奥 地 ま で足 跡 を

残 して い る。 シ ュ レ ン クに よれ ぽ,19世 紀 中 期 に は ス メ レソ クル に相 当 す る ア ム ー ル

の ギ リヤ ー クは ウデ ィ リ湖 沿 岸 で ネ ギ ダー ルや サ マギ ー ル(現 在 は ナ ーナ イ の サ マ ル

とい うバ ラと され て い る)と 取 引 し,オ ホ ー ツ ク海 沿 岸 を北 上 して シ ャ ソタル 湾 で は

在 地 の ギ リヤ ー ク と と もに ツ ソ グ ー ス(エ ヴ ェ ソキ)ら と も接 触 して い た と い う

[ILIPEHK　 　1899:　　　　 ..】。

　 ス メ レ ソ クル が オ ホ ー ツ ク海 方 面 で エ ヴ ェ ソキや ロシ ア人 と も接 触 して い た 事 実 は

既 に19世 紀初 期 に 中 川 五 郎 次 が指 摘 してい る 【中 川　 1994:525】 。 彼 は1807年(文 化4
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年)に 起 きた フ ヴ ォス トフ とダ ヴ ィ ドブに よ るエ トロ フ島襲 撃 事 件11)で ロ シア側 に

誘 拐 され,オ ホ ー ツ クに軟 禁 され た が,1810年 に脱 走,翌11年 春 に ロシ ア コサ ッ クに

よっ て ウ ドス ク要 塞 に 連 れ戻 され る ま で,シ ャ ソタ ル湾 や トゥグル川 一 帯 を放 浪 しな

が ら越 冬 した。 そ の間Y'「 ゲ レヤ カ」 や 「トソ グ シ」 とも しぼ しぼ接 触 し,彼 ら との

生 活 を 記 録 に残 して い る。 そ れ に よれ ぽ,冬 期 に は この地 方 で は食 糧 事 情 が か な り悪

化 す る ら し く,ゲ レヤ カや トソ グ シは互 い に 主 食 とな る干 し魚 を融 通 しあい な が ら越

冬 してい た が,客 人 の長 逗 留 は 互 い に そ の生 計 を圧 迫 して いた よ うで あ る。 彼 は ゲ レ

ヤカ の間 では満 洲 か らの漂 着 者 と詐称 して い たが,そ れ に よ って彼 の身 柄 の安 全 は保

た れ た。 「満 洲 」(つ ま りは清 朝)の 権 威 が オ ホ ー ツ ク沿 岸 に進 出 して い た ゲ レヤ カす

な わ ち ス メ レソ クル らの間 で も通 用 して い たわ け で あ る。

　 この よ うに サ ソタ ンや ス メ レ ソ クル らの交 易 活 動 の 地理 的,人 的範 囲 を整 理 す る と,

概 ね 次 の よ うな特 徴 が 見 え て くる。 す な わ ち,サ ンタ ンが 中 国 と 日本 とを 結 ぶ ア ム ー

ル か ら樺 太 西 海 岸 を 経 る交 易 の幹 線 上 で,も っぱ ら 日本 の 物 資 と中国 の 物 資 をや りと

り して い た の に対 して,ス メ レ ソ クルは どち らか とい えば 支 線 上 で活 動 し,中 国製 品

や 日本 製 品 を ア ム ール,樺 太地 域 に面 的 に 普 及 させ て いた とい え るだ ろ う。 た だ しそ

れ は 巨視 的 な傾 向 で あ って,ス メ レソ クル 商 人 が 全員 ア ム ール=樺 太 西 海 岸 とい う交

易 の幹 線 上 で活 動 しなか った わ け で も,サ ンタ ソ商 人 が全 くア ム ール支 流 域 や 樺 太東

海 岸 に出 向 か な か ったわ け で も ない。 しか し,そ の よ うな傾 向は 後 に サ ンタ ソ交 易 が

終 焉 を 迎 えた と きに,何 らか の意 味 を持 って いた こ とは事 実 だ ろ う。19世 紀 末 期 まで

商人 と して 生 き残 れ た のが ス メ レ ソクル(ア ム ール ・ギ リヤ ー クあ るい は ア ム ール ・

ニ ヴ フ)の 方 だ った の は,彼 ら の方 が面 的 に活 動 す る者 が 多 か った こ とが 関係 して い

る と思わ れ る。

　 い ずれ にせ よ,サ ンタ ン,ス メ レ ンクル らの交 易 活 動 は この よ うに 地 理 的,人 的 に

広 い範 囲 に及 んで い た た め,当 然 交 易現 場 の状 況 は場 所 と相 手 に よ って異 な って い た 。

そ こで 次 に,彼 らの 商 行 為 の 実 態 を 場 所 と取 引 相 手 を も とに,「 サ ンタ ン商 人 とア イ

11)中 川五郎次 はエ トロフ島の番人小頭で,1807年 に起 きた露米会社の ダヴィ ドフとフヴォス

　　 トフが起 こしたエ トRフ 島襲撃事件で ロシア側の捕虜 にされ た。1810年 に抑留 されていたオ

　 ホーツクか ら脱走 して,10年 か ら11年にかけて シャンタル諸 島を越 えて アムール方面 に向か

　　ったが,11年 には ロシア側 に再 び捉 えられ,1813年 に ゴローヴニン事件の解決 とともに,帰

　 国 した 【秋月　 19941。

　　 彼は各地の住民名を ロシア語 で聞いてい るために,他 の 日本史料 とは異な る住民名を使用

　　してい る。 ゲレヤカはrH朋KHに,ト ングシはTyxrycbiに 由来す る。前者 はスメ レンクルに

　 相当 し,後 者は 「キ ーレソ」 と呼ばれた人hY'相 当す ると思われる。 キー レソは樺 太の アイ

　　ヌやス メレソクルのオホー ツクか ら樺太にや って くるツングース系の狩猟民(恐 ら くエ ヴェ

　　ソキの祖先)に 対す る呼称 に由来すると考 えられ,サ ンタン,コ ルデ ッケらも基本的には類

　 似 の呼称で呼んでいた。
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ヌ との取 引 」,「ス メ レソ クルを 中 心 と した ア ム ー ル,樺 太 の住 民 ど う しの 取 引 」,「サ

ソ タ ン,ス メ レソ クル と清朝 との取 引 」,「サ ソタ ソ,ス メ レ ンクル と 日本側 との 取 引 」

の4つ の場 面 に 分 け て説 明 してい こ う。

4.サ ソタ ソ商 人 とアイ ヌ との取 引

4-1ア イ ヌと大陸住民 との取引の開始

　　サ ンタソ商人 とアイヌとの直接取引がいつ始まったのかは定かにすることはできな

　い。アイヌの英雄叙事詩ユカラに 「サソタン」とい う呼称のもとになった 「サンダ」

　あるいは 「サソダウンクル」ということばが登場するところから,そ の成立期までに

　はその存在が知 られ,取 引があったと考えられる。 しかし,肝 心のユカラの成立年代

　がわからない。

　　かつて藤原忠実の口述 日誌である 『中外抄』に出て くる 「えぞいわぬ錦」が文献に

　おける 「蝦夷錦」ということぽの初出で,既 に12世紀中期には北回 りで絹織物が日本

　にもたらされていたことを示 しているといわれたことがあったが,近 年はこれに対す

　る疑問の声が高い。となると今のところ,歴 史文献上で絹製品が大陸から北海道に渡

　っていたことを示す最も古い事例は,1593年(文 禄2年)に 松前藩主の松前慶広が徳

　川家康に献じた樺太伝来の道服(「 唐衣」)で ある 【北海道庁　1937:68,88】。そ して,

　 17世紀に入ると北海道や樺太の 「蝦夷」(既 にアイヌといってよいかもしれない)た

　ちが大陸の人hと 交易していたことを示す史料が複数現れる。私の知る限 りでは,

　 1618年に松前藩を訪れたイエズス会士 と1643年に北海道から樺太近海まで航海 したオ

　 ラソダのフリース艦隊の航海 日誌がそのことを明確に述べている。例えば前者は,「蝦

　夷国の西の方に向 う一部である天塩国か らも松前へ蝦夷人の舟がまい りますが,そ れ

　 らの舟は種種の物 と共に中国品のような ドンキの幾反をも将来 します」(1618年の 「ア

、 ソジェリス第一報告」)【チース リク　 1962:56】と,北 海道西海岸の蝦夷(ア イヌ)が

　中国製の 「ドソキ」(級 子?)を 舟に積んで松前に現れていたことを述べている。さ

　 らにフリース艦隊の航海 日誌となると,次 のように樺太のタライカのアイヌたちが大

　陸へ毛皮を持って交易に出かけていたことをはっきりと述べている。

この家の中には,赤 い皮で覆われた六 個の小 さい方形 の箱 とほかに皮 で包まれ た大 きな赤

い箱が一つあ って,木 の皮の縄で くくられていた。何がその中に入 ってい るのか と身ぶ り
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で尋ね ると,良 質の毛皮である と合図で答x.,こ れは大 陸に持参 しなけれぽな らないもの

であ り,今 それ らを交換 に供 しようとは思わ ないが,オ ッ トセイ と熊 の皮 だけはそ うして

もよい と言 った。【北構　 1983:86】

　 ラ リース 艦 隊 が北 海 道 や 千 島列 島,樺 太 東 海岸 付 近 を航 海 しな が ら探 険 した1643年

とは,ア ム ール地 方 で は清 朝 二代 目の太 宗 ホ ソ タイ ジ に よって,松 花 江下 流 域 か ら烏

蘇 里 江 流 域,そ して ア ム ール 川 中流 域 にい た い わ ゆ る 「フル ハ部 」 に対 す る,毛 皮 貢

納 を柱 と した 統 治機 構 が完 成 した 時 代 で あ り,ま た 同 時 に ロシ アか らV・ ポ ヤ ル コフ

が率 い る コサ ックの探 検 隊 が ア ム ール探 険 を 始 め た年 で もあ る。 フ リース艦 隊 が タ ラ

イ カに着 いた 頃 に は,ポ ヤ ル コ フ隊 は まだ ア ム ール 川 に は達 して い なか った はず で,

また,清 朝 の支 配 も大 き く見積 もっ て も ア ニ ュイ川(ハ バ ロフ ス クよ りも下 流 で ア ム ー

ル の右 岸 注 ぐ大 きな 支 流)河 口あ た りまで しか 及 ん で い な い。 もち ろん18世 紀 以 降 の

よ うに ア ムー ル川 下 流 に は清 朝 の 出張 所 は まだ ない 。 した が って,フ リー ス艦 隊 が訪

れ た タ ライ カの アイ ヌた ち が毛 皮 を 大 陸 に運 ん でい た の は,国 家 の強 制 に よ って では

な く,自 主 的 な交 易 の た め だ った とい え るだ ろ う。 しか し,穿 って考 えれ ぽ,清 朝 に

毎 年 ク ロテ ンの毛 皮 を 納 め る義 務 を負 った フル ハ部 は,ク ロテ ソを 自分 た ち よ りも下

流 に いた 人hy`.求 め,ア ム ール下 流 域 の人 々 も 自分 で狩 に 行 くだ け で な く,樺 太 の住

民 か ら も交 易 で手 に入 れ て,フ ル ハ部 に売 って い た のか も しれ な い。 とす れ ぽ,タ ラ

イ カ の アイ ヌは ア ム ール 川 下 流域 の人 々の 求 め に応 じて,大 陸 まで毛 皮 を売 りに 出 か

け て いた と考 え られ る。

　 フ リー ス艦 隊 の探 険 の 直 後,ア ムー ル地 方 は ロ シア と清 朝 の 武 力 衝 突 の場 と な り,

そ の余 波 は 樺 太 に も及 ぶ 。 露 清 紛 争 の 時代 大 陸 と樺 太 の 間で の交 易 が 続 け られ たか ど

うか はわ か らな い が,ネ ル チ ソス ク条約 締 結 の 翌 年 の1690年 に 「庫 頁 」 と呼ば れ る樺

太 ア イ ヌが 朝 貢 を 申 し出た と ころ を 見 ると,ア ム ール地 方 が 清 朝 の勢 力 下 に入 っ た と

い う情 報 は樺 太 に も伝 わ っ てい た 可 能 性 が あ る。

　 タ ライ カ の ア イ ヌは18世 紀 に 清 朝 の勢 力が 樺 太 に及 び,毛 皮 貢 納 民 に 編 入 され る と

きに バ ラ ・イ ・ダ(姓 長),ガ シ ャ ソ ・ダ(郷 長)を 輩 出す る。 つ ま り,樺 太 の ア イ

ヌの 中 で も有 力 な集 落 とされ た 。 松 浦 茂 に よれ ぽ 「三 姓梢 案 」 に 出 て くる トー ・バ ラ

Too　 halaの バ ラ ・イ ・ダが い た ダ リカ ・ガ シ ャンDarika　 gasanと は タ ライ カの こ と

であ る とい う 【松 浦 　 1992:157】 。 ダ リカ とい う地 名 はr皇 清職 貢 圖』 に も 「達 里堪 」

と記 され,「 庫葉 」(庫 頁 と同 じ)の 居 住地 と して紹 介 され て い る。 この集 落 が18世 紀

に有 力 な も の とみ な され た 背 景 に は,17世 紀 以 来100年 にわ た って 大 陸 と交 易 を続 け
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てきたことによって蓄積された経済力があったと考えられる。しかし,18世 紀の末期

までにその制度は形骸化 し,タ ライカは日本との関係が強 くなって,次 第に清朝の統

治から離脱する。しかも,18世 紀後半には大陸との交易路の主要幹線が変化 したと見

え,タ ライカは衰微 していく[中村　1982:638】。つまり,大 陸に赴 くどころか,日 本

側へも出向くことができなくなる。サソタン交易の全盛期Y'は,西 海岸に較べ,東 海

岸は交易経路 としては不利だったのだろう。

4-2サ ンタ ソ交易全 盛期 の頃 のアイ ヌとサ ンタ ン商 人 の取 引

　1810年代に松田伝十郎がアイヌのサンタン商人に対する負債の解消を名目に して交

易に介入してくるまで,サ ソタソ商人とアイヌとの取引は幕府や清朝の直接の統制を

受けることはなかった。そのころの両者の取引の実態については,間 宮林蔵がその主

著の一つであるr北 夷分界余話』巻之中で次のように述べている。

一
,此 島の夷(ア イ ヌのこと一筆者 注),山 丹夷 と交易をす る事は終歳なす処也。然 も島夷,

サ ソタ ンに至 るにあ らず,山 丹夷来 て交易す るな り。 島夷のわたす処 の者は,シ ラ ヌシよ

り易 かへ りたる又 はみつか ら猟 し獲た る獣皮或は斧 ・小刀の類を以て,山 丹夷齎 し来 る処

の木綿 ・錦 ・玉 ・煙管 ・煙草 ・針の類に交易す。

一
,山 丹夷来 る時は先,海 浜 の仮屋を造 り居 とな し,山 猟をかせ ぎながら交易をなすな り。

大抵 島夷,其 仮屋に至 りて交易をなす といへ ども,山 丹夷,又 夷家 に至 て交易する事あ り,

或は路傍街上に して交易す る事亦なきにあ らず。辺夷 のなす処 なれぽ本 よ り一定 の事 な し

と云。【間宮　1988a:60】

　 この 記 述 か らサ ンタ ンの樺 太 で の交 易 の や り方 に つ い て次 の よ うな諸 点 を 明 らか に

す る こ とが で き る。 まず 第 一 に,サ ソタ ソと アイ ヌの交 易 にお いて は,圧 倒 的 にサ ソ

タ ソ側 の方 が 積極 的 で,ア イ ヌが サ ンタ ソとの 交 易 の た めだ け に 大 陸 に 出 向 く こ とは

な か った こ とで あ る。

　樺 太 の ア イ ヌも清朝 に 毛皮 を納 め るた め に,し ぼ しぼ ア ム ー ル川 上 の 出張 所 に 出 向

き,つ い で にサ ンタ ソ ら と交 易 す る者 は いた 。 そ れ は 清朝 か らバ ラ ・イ ・ダや ガ シ ャ

ソ ・ダな どの役 職 に 任 命 され,毛 皮 に よ る朝 貢 を義 務 づ け られ た者 で あ る。 しか し,

そ の よ うな 人物 は 限 られ て お り,し か も,19世 紀 には 彼 ら も大 陸 へ の渡 航 頻 度 が 大 幅

V'減 少 して い た 。樺 太 ア イ ヌの 中 で は ナ ヨ ロ,タ ラ イ カ,そ して コ タ ソ ケ シ12)の 有

12)ナ ヨ ロの有 力 者 は ヤ エ ビ ラカ ン(Yabirinu),ヨ ーチ イ テ アイ ノ(Yocihiyandanuま た は

　 Yocidanu),ヤ エ ン クル ア イ ノ(Yangguranu),シ ロ トマ ア イ ノ(Siretumainu)と 続 く家 系/
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力者が清朝からバラ・イ ・ダに任命 され,毎 年キジ ・ガシャソまで毛皮を貢納しに行

くことが義務づけられていた。例えぽ,18世 紀の後半にナヨロの有力者 として知 られ

たヨーチイテアイノやその孫(息 子という説もある)の ヤエ ソクルアイノは しばしば

間宮海峡を渡ってキジの出張所に出かけ,毛 皮を貢いで錦を手に入れてきたといわれ

る。 しか し,タ ライカ,コ タンケシ方面のアイヌのバラ ・イ ・ダの家系は19世紀に入

る頃には衰微 して しまい,大 陸にわた って朝貢するような余力はなか った 【中村

1982:638,643-644]。 最後まで清朝の信頼の厚かったナヨロのバラ ・イ ・ダも,一一九

世紀前半の間に日本側からの政治的,経 済的影響力が強化 されたために,次 第に出向

かなくなっていった。林蔵は 「近年本朝の諸物大抵島中に遍 くなりしより,今 は二,

三年に漸一度 も渡海する趣な り」【間宮　 1988a:611と 述べて,19世 紀初期までにカラ

フ トのアイヌの間に日本製品が普及 したことが,彼 らの大陸渡航の頻度を低下させた

原因であるとしている。

　林蔵の指摘は樺太アイヌが日本の経済圏に組み込まれ,清 朝の経済圏から切 り放さ

れたことを意味するとも解釈でき,そ れはまた,樺 太を直轄地 とした幕府の政策によ

るとも考えられる。 しか し,ア イヌが日本の経済圏の一員として毛皮や 日本製の鉄製

品や漆器を持って大陸側に乗 り込むようなことをせず,逆 に清朝の経済圏に属すサン

タン側がほぼ一方的にアイヌ側にや ってきたのは,そ の時代の両者の政治,経 済的な

力関係のためである。結論からいz..ば,そ れだけサンタソがアイヌに対 して政治経済

的に優位に立っているということを示している。詳しくは拙稿 「Rシ ア極東における

政治情勢 と民族間関係」(『民族の共存を求めて(1)』 北海道大学スラブ研究センター

1996年所収)に 記してあるが,そ れは当時の樺i太における政治情勢が背景にある。簡

単にいってしまえぽ,サ ソタソには清朝の強力な政治経済力の庇護の下にあるとい う

自信があるの対 して,ア イヌにはそれが乏しく,19世 紀初期までは 日本側が樺太の住

＼ で,そ の うちYabirinuとYocihiyandanuが 三姓 棺 案 の 辺 民 関 係 の文 書 に 登 場 しYadan　 hala

　 とい うバ ラに され て い る。 そ の 他 にToo　 halaとSurungguru　 halaが ア イ ヌの バ ラ と考 え られ

　 てい るが,松 浦茂 に よれ ば 前 者 の バ ラ ・イ ・ダが いたDarikaと い うガ シ ャソが タ ライ カに,

　 そ して 後 者 の バ ラ ・イ ・ダが い たKutanggiが コタ ンケ シに そ れ ぞれ 当た るの で は な い か と

　 い う。 三 姓 棺 案 に はToo　 halaの バ ラ ・イ ・ダ と してYarci,　 Okopio,Urkupioの 三 人 の 名 が 見

　 丁,§urungguru　 halaの バ ラ ・イ ・ダ と して はCicai,　 Cihiyoosiki,　 Kirinuな どの名 が 見 え る(人

　 名,地 名 に つ い て は いず れ も[松 浦　 1991】 に よる)。 中村 小 市郎 は タ ライ カ の乙 名 と して ヤ　

イ ラ ツ テ,ヲ ツ コ ビ ウゲ,イ バ イ レ ク(ま た は イバ レグ ル)の3人 を,コ タ ン ケ シの 有 力老

　 と して乙 名 のサ ラ レデ 相 ノ,そ の弟 のイ カ モベ ベ ン,息 子 の シ トリ リケ,コ ル トル ウ ソ ゲを

　 挙 げ てい る 【中村 　 1982:638,643-644]。 この うち ヤ イ ラツ テがYarciに,ヲ ツコ ビ ウ ゲが

　 Okopioに 相 当 す る と考 え られ る。 タ ライ カ と コ タ ンケ シの 乙名 は しぽ しぼ 宗 谷 まで ヲ ム シ

　 ヤ に 出 向 い て いた よ うだ が,彼 の調 査 時 点 で は タ ライ カ の乙 名 は す べ て 世 を 去 り,コ タ ン ケ

　 シ も若 い息 子 の世 代 とな って,こ れ らの家 系 は 衰 微 して いた とい う1中 村 　 1982:638-639】 。
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民に対 して清朝に対抗 しうるだけの実質的な保護策を施 していなかったためである

【佐々木　1996b:30】。それは,互 いの居住地への出向頻度の差だけでなく,後 で述べ

るアイヌの債務問題にも端的に現れる。

　第二の点は,ア イ ヌが日本との交易で得た毛皮や鉄製品をサ ンタソに売 り渡すのに

対 して,サ ソタソは木綿や絹織物などの中国渡 りの商品を売っている点である。これ

は双方の需要の違いを端的に表 している。当時サンタンたちが樺太の住民に求めたの

は清朝へ朝貢に出向 くのに必要なクロテンその他の毛皮であ り,逆 に樺太のアイ ヌが

サンタソ人に求めたのは松前藩に対するオムシャ(後 述)に 必要な錦やガラス玉であ

った。それは清朝が宮廷で需要が高いクロテソの毛皮をサ ンタソ人らに求めたか らで

あ り,ま た松前藩が幕府や諸侯への贈呈品,あ るいは商品として高い値打ちのある蝦

夷錦を,サ ンタソ人 と接触する機会が多い樺太や宗谷のアイヌに求めたからである。

幕府が介入する以前のサ ソタソ交易では,事 実上サンタソ人は清朝の代理人として,

アイヌは松前藩の代理人 として接触 し,商 売 していたともいえる。清朝がその代理人

を保護統制 していたのに対 して,松 前藩はそれを怠っていたために,サ ソタンに対 し

てアイヌの立場が悪 くなるのである。

　第三は,サ ンタンは樺太に来ると海岸に仮小屋を立てて住まい,そ こをアイヌとの

交易の場 とした り,自 らアイ ヌの家を訪問した り,あ るいは路傍で交易するなど,場

所が一定しておらず,ケ ース ・バイ ・ケースであったということである。それは,本

来サソタソ交易では,定 期市のような交易専用の場が設けられてはいなかったという

ことを意味する。とはいっても,そ れは場当た り的な無秩序な交易ではない。アイヌ

が積年の債務を負っていたということは,互 いV'特定の相手と交易する機会が多かっ

たとい うことを意味する。市が立つわけではないとはいっても,だ れかれ構わず取引

したのではなく,お 互いに得意先を回って商売 していたと考えるべきだろう。

　 さらに,ス メレソクルの交易の項 目でも触れるが,市 のようなものが全 くなかった

わけでもない。アイヌのバラ ・イ ・ダがいたナヨロは一種の市としての機能も持って

いたらしく,そ こにサンタン商人が着 くと,近 隣からアイヌ,ヲ ロッコ,ス メレンク

ルらが集まったともいわれる。 また,サ ンタン商人 と日本人との交易は必ず宗谷や白

主の 「会所」と呼ばれる場所で行われてお り,そ こにはやは り近隣のアイヌが集まっ

てくることか ら,「市」とまではいえな くとも,一 種の交易の場が設営されたことは

事実だろう。

　第四は,サ ンタンらが交易の合間に山で猟を していた点である。18世紀から19世紀

初期にかけての時代に,樺 太で特定の猟場を特定の個人ないし組織(村 落や親族集団
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など)が 所有,占 有 した り,優 先的な使用権を持っていたかどうかは定かではない。

近代以後のアムールの状況では,ク ロテソその他の毛皮獣の罠を設定する場所につい

ては家族ごと,さ らに個人別の猟場が設定されていたようだが13),樺太については私

自身は情報を持 っていない。 しかし,間 宮林蔵のいう通 りであるとすれば,樺 太には

猟場の個人や組織による排他的な使用は認められていなかったことになる。樺太では

19世紀初期まではクロテンが豊富で,猟 場を分割して使用する必要がなかったのかも

しれないが,サ ソタンがアイ ヌに課 している負債を理由にして彼らの権利を無視 して

猟をしていた可能性や,あ るいはサンタンも樺太に猟場を持 っていて,毎 年特定の山

に入っていた可能性 もある。

　サンタン商人とアイヌとの直接取引は,サ ンタン交易が終焉を迎える19世紀後半ま

で続けられるが,1810年 代に松田伝十郎が介入してアイヌが前借 りでサンタソらと取

引することを禁 じ,さ らにサ ンタソ商人の樺太での主な取引を白主に限定 して,幕 府

の役人としか取引できないようにしたため,そ の後規模は縮小する。恐らくナヨロ以

北には幕府の威光もそれほど届かなかったために,サ ソタンらも従来通 り海岸に仮小

屋をかけながらの取引ができたが,そ れ以南では幕府の監視もあ り,白 主に直行する

ようになった。後述のように,サ ンタン商人来航の知らせが白主にはいると,ト ンナ

イあた りに見張 りが立てられ,サ ソタン船が現れると役人が臨検 して商品を皆封印 し

て しまった。幕府は松前藩が行 っていたアイヌに対する蝦夷錦の半強制的な供出を禁

じたために,ア イヌもサソタソ商人から錦を買 う必要はなくなったが,ナ ヨロ以南の

幕府の統制下に置かれたアイヌは直接サ ソタソ商人 とは取引ができなくなった。

5.ス メ レン クルを 中心 と した ア ム ール ・樺 太 の住 民 ど うしの

　　 取 引

　先に述べたように,中 国と日本を結ぶ交易路の本線(松 花江,ア ムール本流からキ

ジ湖を経て,樺 太西海岸を南下する道)で 活躍 していたサソタン商人に対 して,そ の

周辺の支線できめ細かな商売を していたのがスメレンクルのようである。スメレソク

13)毛 皮獣 の猟場が家族や個人で もって分割 され,優 先的に使用 されていた ことについては,

　 1995年 の ビキ ン川(ウ ス リー江の支 流)中 流 の クラース ヌィ ・ヤールでの ウデへの狩人 に対

　 す る調査 で確認 できた。その時インタビュー に応 じて くれた80歳 の老狩人 スサー ソ ●ゲオ ソ

　 カ翁は,彼 が子供の頃 よ りクロテ ソその他 の毛皮獣 の猟場はだいたい ビキ ン川 の支流筋 に設

　 定 されていたが,川 沿いに家族 ごとに分割 され,さ らに父親が息子たちにそれを分割 して猟

　 の訓練 を行 っていた とい う。
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ルの交易好きについては林蔵が 『北夷分界余話』(r北 蝦夷圖説』)巻 之八で次のよう

に述べている。

一
,此 夷 種(ス メレソクルの こと一 筆者 注)も 亦交 易を事 とする事 南方夷(ア イ ヌの こ

と一 一筆者注)の ごとくにて尤甚 しとす。 実に男女 の差別な く悉 く交 易をつ とむ。凡一里,

半 里の処 に所用 あつて出行 といxど も,必 交易の諸品を携行 き相互 に交易をな して帰 り来

ると云。仮令同集 中の夷相 集て談話す る事 暫時の間な りといへ ども忽に交易をはか るに至

る。実 に生産の第一事 な り。

　恐 らく19世紀初頭当時の樺太の住民の中では,そ の経済生活が最も交易に依存 して

いたのはスメレソクルだったのではないだろうか。性別にかかわらず交易に励み,一

里,半 里(4kmあ るいは2km)と いった近場に出かけるときでも必ず交易用の品物

を持参 して出かける。そして人が集まる機会があ りさえすれば,す ぐにものの取引が

始まって しまう。「実に生産の第一事な り」とい うのは林蔵の偽らざる感想だろう。

彼もスメレソクルの交易好 きには半ぽあきれたようである。

　樺太西海岸のスメレソクルが白主の会所で日本側 と交易を したかどうかについては

情報がないが,ア ムールのスメレンクルが白主に現れていたことについては中村小市

郎が 『唐太雑記』の中で指摘 している。彼が白主で会 ったアムール河口に近いタイカ

サソという村から来たカンテツカという人物はスメレンクルであ り,満 洲語を操 り,

キジの清朝の出張所では通訳を務めていたとい う【中村　1982:630J。 もっとも,樺 太

のスメレソクルもノテ トのコー二のようにキジの出張所へ朝貢に出向 く者 も少なから

ずいたことから,彼 らも大陸側の住民 とは熱心に交易をしていた。

　シュレソクも,ア ムール,樺 太の住民の中で交易活動に最も積極的でかつ手広 く商

いを していたのが,ス メレンクルの子孫の一部であるアムールのギ リヤークであるこ

とを指摘 している。彼は自分の観察 とギ リヤークたちからの聞き取 り,そ して他の調

査者たちの報告を元にしてその実態を詳 しく紹介しているが,彼 の記述からもアムー

ル ・ギリヤークが中国製品をアムールの支流域やオホーツク海沿岸方面,そ して樺太

北部の人々の間に普及させていたことを知ることができる。

　アムール ・ギ リヤークたちの交易相手は広 く,多 様で,中 国や 日本の商人はもちろ

ん,ア ムールの隣人たち,樺 太側の同族や ウイルタ,ア イヌ,さ らには遠 くアムグソ

川流域のネギダールや ゴリソ川流域のサマギール,さ らにはシャソタル湾沿岸のギ リ

ヤークからエヴェンキにまで及ぶ。彼らはお得意先である狩猟民たちが彼らの家を訪
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れ るの を待 つ場 合 もあ るが,積 極 的 に商 品を 持 って 出 か け て もい る。 交 易 の旅 は 漁 に

影 響 が な い よ うに冬 に 行 わ れ た。

　 シsレ ン クに よれ ぽ,ア ム ール の ギ リヤ ー クは ア ム ール の最 下 流 域 や オ ホ ー ツ ク海

沿 岸,あ るい は樺 太 とい った彼 らの 交 易 圏 で は,当 時清 朝 政 府 の統 制 の ゆ るみ で ア ム ー

ルの 下流 まで進 出 して きて い た 漢族 商 人 に対 抗 で き るだ け の力 を 持 って い た。 漢 族 商

人 は 彼 が調 査 を した19世 紀 中 期 当 時,オ ル チ ャと ギ リヤ ー クの居 住 地 の境 界 に 当た っ

て い た プル(ポ ル)と い う村 に まで進 出 し,そ こに常 駐 して,や って くる オ ル チ ャ,

ゴ リ ドな どの他,奥 地 の ア ム グ ン川 流域 か ら 出 て くるネ ギ ダー ル ら と も交 易 をす る こ

と もあ った。 しか し,プ ル よ り下 流 へ は ギ リヤ ー クの 力 が強 くて進 出 で きず,無 理 を

す れ ぽ漢 族 商 人 には 命 の 保 障 は な か った とまで い わ れ て い る。 した が って,ア ム ー ル

・ギ リヤ ー クの居住 地 だ った アム ール 川 の最 も下 流 の地 域 だけ で な く
,樺 太 か らオ ホ ー

ツク海 沿 岸 まで は,事 実 上 ア ム ール ・ニ ヴフが 中 国や 日本,ロ シアの 物 資 を普 及 させ

てい た わ け で あ る 【ITIPEHK　 1899:286-287】 。

　 彼 らが 交 易 に熱 心 だ った の に は経 済 的 かつ 文 化 的 な要 因 が 関係 して い る。 シ ュ レ ソ

クに よれ ば,彼 らは 中 国 との交 易 の た め に多 量 の毛 皮 を 必要 と して いた が,彼 ら 自身

は狩 猟 を 得 意 とせ ず,狩 猟 民 た る精 神 が強 くな い。 した が って,交 易 用 の 毛皮 を得 る

のに 狩 猟 以 外 の手 段 に頼 ら ざ るを 得 ず,そ のた め に狩猟 を最 も得 意 とす るエ ヴ ェ ンキ

をは じめ とす る ツ ン グー ス系 の 住 民 との交 易 に積 極 的 に な ら ざる を え なか った とい う

とい うの で あ る 【皿【PEHK　 1899:286】 。

　 しか し逆 に 見れ ぽ,狩 猟 の得 意 な 人hに とっ て も ア ム ール ・ギ リヤ ー クの存 在 は大

切 だ った 。 とい うの は,彼 らは 狩 の た め に深 い森 や 山 の 中 を移 動 す る こ とが 多 く,魅

力 あ る中 国 製 品 に接 す る機 会 が 少 な く,ま た交 易 民 と して の資 質 も十 分 で は なか っ た

か ら であ る。 彼 らは生 活 に必 要 な 中 国 製 品や ロシ ア製 品 を ア ムー ル ・ギ リヤ ー クに頼

らな くて は な らな か った 。 そ れ だ け に 商 才 の あ る ア ム ール ・ギ リヤ ー ク側 は有 利 な立

場 だけ を 利 用 して狩 猟 民 た ちか ら相 当 の利 益 を あげ る こ とが で きた よ うで あ る。 例 え

ば,樺 太 東 海 岸 の ギ リヤ ー ク(自 称 ニ グ ヴ ン)は アザ ラ シな どの海 獣 狩 猟 を得 意 とす

る人 々 と して 知 られ て い るが,彼 らは ア ム ー ル の 同族 と され る人hと 異 な り,交 易 を

得意 とは して いな か った。 そ のた め に,ア ム ー ル ・ギ リヤ ー ク との交 易 を通 じて 中 国

や ロ シア の製 品 を 入手 して いた が,ピ ウス ツキ(Blonislav　 Pilsudski)に よれ ば,彼

らは樺 太 の ギ リヤ ー クに綿 入 れ の 上 衣 や木 綿 の布 な どを ニ コ ラエ ス ク ・ナ ・ア ム ー レ

(ア ム ール 河 口近 くの 町)で の 価 格 の2倍 の値 で 売 っ て い た とい う[IIHncvAcxHH

1898:25】 。 ニ コ ラエ ス クで の価 格 は ウ ラジ オ ス トー クや 中 国 での 価 格 よ りさ ら に高 か
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ったわ け で あ るか ら,も しア ム ール ・ギ リヤ ー クが 中 国 でそ の衣 類 や 布 を仕 入 れ て い

た とす れ ぽ,か な りの儲 け を得 て いた こ とに な る。

　 しか し,ピ ウス ツキ が指 摘 す る よ うに,ア ム ール ・ギ リヤ ー クの樺 太 東 海 岸 ギ リヤ ー

ク との取 引 に は 「搾 取 的 」な面 もあ るが,評 価 す べ き面 もあ った とい う。 とい うのは,

東 海 岸 の ギ リヤ ー ク自身 が毎 年 秋 に な る とア ム ール の 同 族 た ち の来 訪 を 待 ち わ び て い

る とい う事 実 もあ るか らで あ る。彼 らは秋 に ア ム ール ・ギ リヤ ー クが 来 な け れ ぽ冬 の

狩 のた め の 装 備 を揃 え られ な か った。 ア ムー ル ・ギ リヤ ー クた ち は前 貸 しで 狩 の 装備

を提 供 す るな どか な り融 通 の利 くや り方 で もの のや りと りを して いた ので あ る。 この

前 貸 し方 式 の取 引 は ア ム ール,樺 太 の交 易 に お いて は 普 通 の 商慣 習 で,本 来 もの を 貸

与 した 相 手 を 一 方 的 に搾 取 す る よ うな もの で は な い よ うで あ る・ ピ ウス ツ キ もそ の あ

た りは 承 知 して い た とみ え,も し彼 らを ア ムー ル ・ギ リヤ ー クの 「搾 取 」 か ら解 放 す

れ ば,も っ と貧 欲 な 商 人 た ち の餌 食 に さ れ る だ ろ うと も述 べ て い る 【rlmcyπCKH疏

1898:25]

　 シ ュ レソ クの記 述 を 見 る 限 り,ア ム ール ・ギ リヤ ー クは,や は リサ ソタ ソと同様 に,

ア ムー ルや 樺 太 の 住 民 との取 引 に際 しては,市 場 の よ うな特 別 な場 所 を利 用 す るわ け

では な か った。 しか し,ギ リヤ ー クも得 意 先 を 各 戸訪 問 しな が ら取 り引 き して 回 っ て

いた ぼ か りで な く,訪 問 先 の 中 心地 で市 の よ うな もの を形 成 す る こ ともあ った。 例 え

ば,樺 太 アイ ヌ との取 引 の 場 合 に は西 海 岸 の ナ ヨ ロが アイ ヌの 中心 地 と され て お り,

そ こに は樺 太 各地 の ア イ ヌた ち が集 ま って き て,訪 れ て きた ア ムー ル ・ギ リヤ ー クや

オ ル チ ャ(す な わ ち ス メ レ ソ クル や サ ソタ ソ)と 交 易 を して い た とい う。 つ ま り,そ

こに事 実 上 の 市 が成 立 して いた わ け で あ る。

　 そ の こ とに 関 して シ ュ レ ン クは 事 実 を述 べ る だけ でそ の理 由 につ い ては 考 察 して い

な い が,ナ ヨ ロに サ ハ リソの アイ ヌが 集 ま るの は こ こが18世 紀 以来 一 貫 して 樺 太 ア イ

ヌの 中心 的 な集 落 だ った か らで あ る。 まず18世 紀半 ば に清 朝 の辺 民 制度 が 樺 太 まで 及

んだ 段 階 で こ この 有 力 者 は 清朝 の バ ラ ・イ ・ダ(Yadan　 halaと い う・・ラ名 を 与 え ら

れ て い る)に 任 命 され,し か も最 も忠 実 に 朝 貢 を 実践 して いた こ とか ら,清 朝 に 信 頼

され て い た 。他 の樺 太 アイ ヌ(例 えぽToo　 halaな ど)に 対 す る通 達 も この集 落 の バ

ラ ・イ ・ダを通 して行 わ れ て い る。 そ して,19世 紀 以後 日本 の勢 力 が浸 透 す る とと も

に,ナ ヨ ロの バ ラ ・イ ・ダは 日本 側 で も 「乙 名 」 に任 命 され,こ の 集 落 の樺 太 アイ ヌ

の 中心 的 存 在 と して の地 位 は 揺 るが なか った 。 シ ュ レソ クの時 代 に 交 易 の ため にや っ

て きた ギ リヤ ー クた ちが 必 ず こ こに立 ち寄 り,周 辺 の アイ ヌた ち も集 ま って市 の よ う

な ものが 形 成 され た の もそ のた め で あ る。 シ ュ レ ン クが 樺 太 を訪 れ た1850年 代 には ナ
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ヨ ロの 乙名 は有 名 な ヨ ーチ イ テ ア イ ノ(楊 忠 貞)か ら4世 代 目の子 孫 に当 た る シ トク

レラ ン とい う人 物 だ った と思 われ る。

　 た だ し,シ ュ レ ソクは,日 本側(幕 府)が ナ ヨ ロに オ ル チ ャ,ギ リヤ ー ク,ア イ ヌ

らが 集 まる 市 が立 つ よ うな こ とを愉 快 に 思わ ず,潰 す こ とを 画策 して い た とみ る。 ロ

シア側 の 観 察者 は,そ の よ うな 日本政 府 の政 策 を ア イ ヌ搾取 の 一手 段 と解 釈 して い た

よ うで,シ ュ レソ クは,ア イ ヌた ち も 日本 に毛 皮 を売 る よ りは,ナ ヨ ロで ギ リヤ ー ク

や オ ルチ ャ と取 り引 き した 方 が 有 利 で あ る と述 べ て い た とい う 【皿PEHK　 l899:2951。

ナ ヨ ロで の 市 に 対 す る 日本 側 の対 応 は,サ ン タ ソ商 人 との取 引 は 白主 一 ヶ所 に 限 り,

幕 府(あ るい は 松 前藩)の 役 人 が 直 に 行 うとい う政 策 の一 環 で あ る。 そ れ は19世 紀 初

頭 の松 田伝 十 郎 の 施策 を引 き継 いだ もの で あ り,ア イ ヌを大 陸 か らの 商 人 た ち(つ ま

りサ ソタ ソ人 や ス メ レソ クル)に 対 す る負債 か ら保護 す る こ とも 目的 と され てい る こ

とか ら,ア イ ヌを 一 方 的 に収 奪 す るた め の 政 策 で は な い。 しか し,裏 を 返せ ぽ ア イ ヌ

の 自由 な交 易 権 を 奪 い,サ ハ リソ南 部 にお け る毛 皮 と錦 の交 易 を 独 占す る こ とを 目的

と して い る こ とも事 実 で あ る。 ま た,日 本 側 の 毛 皮 買 い取 り価 格 は ギ リヤ ー ク らの間

で の価 格 と く らべ て もは るか に安 か っ た。 した が って,日 本 政 府 のサ ハ リンで の活 動

に対 して善 意 の 目を 持 た な い ロ シア側 の調 査 者 に は,ア イ ヌ搾 取 の一 種 と映 って も不

思 議 で は な いだ ろ う。

6.サ ソタ ン,ス メ レソ クル と清 朝 との取 引

6-1三 姓 や出張所 に 向か うサ ソタソ,ス メ レソクル らの船 団

　サソタン,ス メレソクルらと清朝との朝貢や交易などによる接触は主に夏に行われ

た。それは,夏 期の方が舟による交通が可能で大量の物資を運ぶことができること,

夏はサ ソタン,ス メレンクルにとっては漁撈 でも狩猟でもちょうど休閑期にあたるた

めである。彼らの三姓への出航 も,満 洲役人の出張所(満 洲仮府)へ の来航もだいた

い旧暦(太 陰暦)の5月 から7月 にかけてであ り,太 陽暦では6月 から8月 にかけて

の時期に当たる。旧暦の7月 の終わ り(つ まり太陽暦の8月 末から9月 初にかけての

時期)に はサケが遡上してくるために,彼 らはそれを捕獲するのに忙 しく,晩 秋から

冬にかけては朝貢用その他の毛皮獣の狩猟で忙 しい。厳冬期の川が完全に凍結 した時

期にはまた,そ りによる往来が可能になるため,時 には満洲から役人が犬ぞ りに乗っ

てやって来て,夏 に朝貢できなかった者から毛皮を徴収することもあった。また,サ

718



佐 々木　 18,19世 紀 におけ るアムール川下流域 の住民の交易活動

ソ タ ソ,ス メ レ ソクル の側 か らや は りそ りで三 姓 に 出 向 くこ と もあ った ら しい 。 しか

し,そ りで は運 べ る物 資 の量 が少 な いた め,や は り朝 貢 や 交 易 は 夏 の方 が好 まれ た 。

春 先 は 川 の氷 が ゆ るみ 始 め て旅 に は危 険 で あ る上,天 然 痘 な どの疫 病 が流 行 しや す い

た め,役 人,先 住 民 双 方 と も旅 行 を手 控 えた よ うで あ る。

　 夏 場 に 三姓 や キ ジ な どに 出 向 くサ ソタ ソ,ス メ レソ クル らは 恐 ら く近 隣 の村 々 の者

と申 し合 わ せ て,船 団を つ くって集 団 で 出か け た と思 われ るが,そ の 具 体 的 な事 例 は

記 録 に残 され て は い な い。 シ3レ ソクは三 姓 ま で 出向 くア ム ー ル ・ギ リヤ ー クの船 団

を 目撃 し,そ の交 易 の様 子 を 聞 い て は い る が,具 体 的 に どの よ うな人 々が 船 団 を組 む

の か につ い ては 調 べ て い な い よ うで あ る。一 応 三 姓 棺 案 に 含 ま れ る毛 皮 貢 納 者 の一 覧

表 に は,来 航 して毛 皮 を収 め た とされ る各 ガ シ ャ ソ(村)か らの 代表 者 た ちの 名 前 が

記 録 され て い る。それ を見 る と,バ ラ ・イ ・ダ,ガ シ ャ ソ ・ダに任 命 され て い る者 が,

バ イ ・ニヤ ル マ(庶 民)の 貢 納 者 を引 率 して来 航 した よ うに 記 され て い る が,そ れ が

も と よ り事 実 を記 録 してい るわ け で は な い こ とは い うま で もな い 。 とい うの は,登 場

す る人 名 が 乾 隆56年(1791年)か ら同 治12年(1873年)ま で 変 わ らな い ケ ー スが 多 く,

人 名 は必 ず しも実 際 に来 航 した 者 の 名前 で はな い か らで あ る。

　 しか し,中 村 小 市 郎 が 白主 で知 り合 った キ ジ の ブ ヤ ン コの三 姓 へ の渡 航 や,間 宮林

蔵 が 同行 した 樺 太 ノテ トの コー 二 の デ レソへ の渡 航 の ケ ース を見 る と,一 応 バ ラ ・イ

・ダや ガ シ ャソ ・ダが村 の リー ダ ー と して,他 の者 を引 率 して いた よ うで あ る。 『東 　

地 方 紀 行 』 に よれ ぽ,間 宮林 蔵 が 同行 した デ レソへ 向か う旅 に は,ノ テ トの コ ー 二に

率 い られ た舟 に,林 蔵 も入 れ て総 勢8人 が 乗 り組 ん で いた 。 そ の 内訳 は,ノ テ トの男

た ち が4人,ウ ヤ ク トー居 住 の テイ テ ー ヌとそ の 家族 と思 わ れ る女 性 と子 ども1人 ず

つ で あ った 【間宮 　 1988b:124】 。 コー 二は ガ シ ャ ソ ・ダで あ り,テ イ テ ー ヌは 『北 夷

分 界余 話 』 に よれ ば,樺 太 で 初 め て バ ラ ・イ ・ダに 任 じ られ た ス メ レ ソクル で あ る イ

トイ 村 の トル ベ イ ヌ(清 朝 の記 録 ではComin　 halaの バ ラ ・イ ・ダのDulbiyanuと な

っ てい る)の 子 孫 で あ る[間 宮 　 1988a:102】 。 清 朝 の 官 位 か ら見 れ ぽ バ ラ ・イ ・ダで

あ る テイ テ ー ヌの方 が上 で あ る が,林 蔵 の旅 で は コー 二が リー ダー を務 め て い る。地

元 で の力 関 係 が,清 朝 が与 えた 世 襲 の官位 の高 低 とは 関 係 が な い こ と も あ るの だ ろ う。

トル ベイ ヌ と同 時 に バ ラ ・イ ・ダに任 じられ た カ ウ ト村(Neode　 hala)の ・・ラ ・イ ・

ダの子 孫 モ ツ ケイ ヌ とタ ム ラ ヲ ー村(Duwaha　 hala)の バ ラ ・イ ・ダの 子孫 ポ ホ カ ヌー

も コ ー 二や 林 蔵 と相 前後 して デ レ ンの 満洲 仮 府 に出 向 い て いた ら し く,林 蔵 は デ レ ソ

で 彼 ら と出会 って い る。彼 らは村 の リー ダ ー と して独 自に舟 を 仕 立 て て 出 かけ て いた 。
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6-2　 清朝が規定 した交易

　サ ソタソ人らアムール,樺 太の住民と清朝 との毛皮と絹を主要媒体とした交換は,

清朝側からみれぽ基本的には 「収貢頒賞」であり,そ れは厳密には交易ではない。 し

か し,清 朝側も数量的には小量ではあるが,ア ムールや樺太の住民 との交易を公的に

認めていた。「三姓棺案」の乾隆56年(1791年)11月5日 付けの第70号 文書には三姓

で収貢 した毛皮や官吏を派遣 してキジ ・ガシャソと烏蘇里江の出張所で収集 した毛皮

の他に,「又由赫哲費雅喀,奇 勒爾人等庭貿易得 ・;　二百四十六張」 とい う一節があ

り,ヘ ジェ,フ ィヤカ,キ レルらとの交易によって収集された分が246枚 あったこと

が記されている1遼 寧省棺案館等　1984:137]。そして,こ の一節は1873年(同 治12年)

までの毛皮収貢状況を記 した12の文書に全て登場する。つまり,246枚 の　皮をヘジ

ェ,フ ィヤカ,キ レルたちから交易によって仕入れるとい うことが制度化されていた

わけである。

　それを傍証する文書も同 じく 「三姓棺案」の中に残されている。それは126号 か ら

130号 までの五つの文書で,そ れぞれ1791年(乾 隆56年),1804年(嘉 慶9年),1845年

(道光25年),1857年(威 豊7年),そ して1873年(同 治12年)の 文書である。それ ら

はいずれも,こ の246枚 の交易で取得すべ き毛皮の代価として492枚 の 「藍毛青布」と,

仕入れた毛皮を包んで運ぶための布地8枚 の計500枚 の藍毛青布をすべて消費 したとい

うことを三姓副都統 が吉林将軍に報告す るとい うものであ る1遼 寧省棺案館等

1984:390-392]。 これらの文書の内容から明らかなのは,70号 文書に 「又由赫哲費雅

喀,奇 勒爾人等庭貿易得鋸皮二百四十六張」とあるように,清 朝の官吏がヘジェ,フ

ィヤカ,キ レルらの居住地に出向いて公的な交易を行っていたこと,買 い取るクロテ

ンの代価 として 「藍毛青布」とい う青色の綿布が使われていたこと,そ して246枚 の

クロテソの毛皮に対 して492匹 の藍毛青布が使われたとい うことから,ク ロテン1枚

の価値が藍毛青布2匹 分相当ということで取 り引きされていたということである。

　清朝が公認する交易はそのほかに臨時の措置としてのクロテソ購入がある。例えば,

1825年(道 光5年)5月4日 付けの74号文書では,前 年の1824年(道 光4年)に 天然

痘が流行 したために,半 数のヘジェが感染を恐れて来貢することができず,賞 給すべ

き恩賞が余ってしまうとい うことがあった。その時に三姓協領14)の トジンガ(間 宮

14)協 領(満 洲 語 で はgusa　 i　da)と は 地 方 に 駐屯 す る駐 防 八 旗 の 旗 を統 括 す る職 で,副 都統

　 　(meilen　i　j　anggin)の 下,佐 領 の上 に位 置 す る。 佐領(niru　 ejenま た はniru　janggin)と は満

　 洲 八旗 制 度 で の最 小 単 位 の ニル の長 で,駐 防 八 旗 で は協 領 の下,騎 騎 校(funde　 bosoku)の

　 上 に 当 た る。 三 姓 駐 防 の八 旗 の内,1714年(康 煕53年)に 初 め て三 姓 に設 置 され た4つ の こ/

no
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林 蔵 が1809年 に デ レ ソで 出 会 った シ ュ ソムル ・バ ラ出身 の 正紅 旗 の佐 領 と同 一人 物)

の提 案 に よ り,余 った 恩 賞750套 を銀 に換 え て それ で ク ロテ ソを購 入 して欠 貢 者 の分

を補 うこ とに な り,そ れ を 銀1500両 で売 却 して,ク ロテ ン1枚 当 た り銀2両 の価 格 で

750枚 の ク ロテ ンを購 入 した とい うの で あ る 【遼 寧 省棺 案館 等 　 1984:204-205]is)o

　 これ は あ く まで も臨 時 の措 置 で あ って,清 朝 の辺 民 制 度 そ の ものが 規 定 して い た交

易 は 上 記 の246枚 分 の　 皮 購 入 のみ で あ る が,ク ロテ ンの価 値 を銀 貨 で表 示 して い る

た め に,清 朝 とア ム ール,サ ハ リソの 住 民 との取 引 にお け る本来 の ク ロテ ンの価 格 と
　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 ノ

いうものが明確に表れている。それを貢納 と並行 して行われていた公式のクロテン交

易の際の購入価格と比較すると,

クロテン1枚=藍 毛青布2匹=銀2両(藍 毛青布1匹=銀1両)

とい う関係 が あ った といxる 。 こ の比 率 が通 用 して い た の が18世 紀 中期 か ら19世 紀 中

期 まで の,清 朝 の 辺 民制 度 が健 全 に 機 能 して いた 時 代 で あ る こ とか ら,こ れ は清 朝 辺

民制 度 に おけ る標 準 的 な ク ロテ ンの 価 格 とい うこ とが で きる。 した が って,こ れ を ア

ム ール,樺 太 の住 民 間 の交 易,あ るい は サ ンタ ン人 と松 前藩 や 江 戸 幕 府 との交 易 の際

の ク ロテ ソ と布 類 の 交換 比 率 や 価 格 を考 察 す る際 の 基 礎 に据 え る のが 妥 当 だ ろ う。

　 この よ うな公 的 な 交易 に対 し,官 吏 自身 が ア ム ール の 出張 所 や 三 姓 で 貢 納民 た ちか

ら手 に いれ た 毛 皮 や,商 人 が三 姓 で 貢 納 民か ら仕 入 れ た 毛皮 を北 京 や 盛京(奉 天,藩

陽)で 私 的 に 交 易 す る こ と も一 部 で は許 され て いた 。 例 え ぽ,1754年(乾 隆19年)11

月19日 付 け の132号 文 書 で は 正黄 旗 の佐 領 自身 が,貢 納 され た 毛 皮 を北 京 へ 運 ぶ 際 に,

個 人 的 に黄 　 皮50枚 を 持 参 して い った こ とが記 され て い る。 また,133号,134号,

135号,136号 の 各文 書 は,そ れ ぞ れ1780年(乾 隆45年),1791年(乾 隆56年),1794年

(乾 隆59年),威 豊30年(こ の よ うな年 号 は 公 式 に は存 在 しな い。 威 豊3年 の 間 違 い

か)の 各 年 に,三 姓 副都 統 が 吉 林 将軍 に,三 姓 で ヘ ジ ェた ちか ら テ ソの 毛皮 を仕 入 れ

＼ ルの佐領は いずれ も世襲 され る地位(世 管佐領)で あ るが,彼 らは もとは 「赫哲」(ヘ ジ ェ)

　 と呼ばれた辺民 のバ ラ ・イ ・、ダや ガ シャン ・ダであ った。詳 しくは 【松浦　 1987;佐 々木

　 1990,1996a】 を参照。
15)恩 賞1套 が平均銀2両 で売却 された こ とにな るが,そ れは恩賞 の内容か らみ て安す ぎる。

　 とい うのは,支 給数 が多いバイ ・ニヤルマの恩賞 と しても,「藍毛青 布抱 」の材料 であ る藍

　 毛青布2匹 以外に,服 の材料 となる様 々な布や ボタンが支給 され,さ らに同 じ藍毛青布が4

　 匹支給 され ることにな ってい るか らである。1824年 の ケースは臨時の窮余 の策 と してバイ ・

　 ニヤルマの正規の恩賞であ る 「藍毛青布抱」の分だけを売却 したのか もしれ ない。 もとよ り

　 朝貢 に対す る恩賞には儀礼的,政 治的 な価値が付加 されてい るため,収 貢頒賞は経済的な等

　 価交換では な く,バ イ ・ニヤルマへの恩賞 といえ ども,毛 皮1枚 分 の価格以上の ものが支給

　 され ていた と考えるべ きである。
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て,京 城(北 京)や 盛京(奉 天,藩 陽)で 商売をすることを希望する商人たちに対 し

て許可を与えたことを報告するものである 【遼寧省棺案館等　 1984:390-396】。

　毛皮を私的に交易するときには税金が課せられた。その額については記録がないが,

132号文書の佐領 自ら貢納　皮の輸送のついでに,個 人的に交易用の毛皮を持参した

ケースでは,山 海関に入関する際に税金が課せられ,そ れ以外の商人たちのケースで

は吉林で支払 うことが義務づけられていた。 また,交 易できる毛皮 も黄　 (これはテ

ンかもしれないが,白 っぽい低品質のクロテンかもしれない)に 限られていて,ク ロ

テンやクロキッネは禁止されていた。132号 から136号 の文書にいずれも 「傍須査報有

無黒　 ,黒 狐等」 とい う一節が見 られることから,商 人はクロテンやクロキツネなど

の毛皮が含まれていないかどうかを申告し,検 査を受けることが義務づけられていた

ことが示唆されている。そして,そ れらがないことが確認 されて初めて許可が下 りる。

クロテンとクロキツネの毛皮は基本的には毛皮貢納 と上記の公式の交易以外には取 り

引きできない 「御禁制品」だったということになる。それは,ク ロテソ,ク ロキツネ

などが清朝の宮廷で特に珍重され,皇 族や特定の官位にあるもの しか使用できないと

いう規定があ り,政 府でそれを独占したかったためである。133号 文書には 「商買由

三姓売得赫哲人等貢　之余　」【遼寧省棺案館等　 1984:394】という表現が見られるが,

「余　」というのはヘジェたちが貢納のために持参 したクロテソ以外のテンの毛皮と

いケことになる。

6-3朝 貢 と交易に関す る住民側の認識

　清朝側がこのように交易 とされる行為を制度上朝貢と区別 していたように,毛 皮類

を供給するアムールや樺太の住民にも朝貢と交易との区別が明確に認識されていた節

が見られる。

　例えば,宗 谷生 まれでキジ在住のアイヌであったカリヤシソは 「サンタン人満州ヘ

ヲムシヤに行時,皮 類三四拾枚或八九拾枚も持参,イ チヨボツトにて役人の前へ出る

には,乙 名の類　の皮弐枚,平 人壱枚つつ差出す,左 候ば木綿類を積重候て呉候由。
　 　 L

右 の外 の皮 類 は 同所 市 中 に て十 徳 其 外 の 品 と交 易致 候 由 。」 【中村　 1982:616】 と述 べ

て,朝 貢 の儀式 と交 易 とが別 な行 為 で あ る こ とを は っ き りと指 摘 して い る。 さ らに,

「山丹 に て商 を イ ラ ウ ケ トバ と云 。獺 ・む じな ・　 の皮 マ ソチ ウへ 向,ア ザ ラ シは山

丹 に て土 地 の遣 料 に な る。」 【中村 　 1982:620】 と も述べ て,「 商 」 とい う概 念 が 「イ ラ

ウ ヶ トバ 」 とい う言葉 で 表 され,商 品別 に カ ワウ ソ,ム ジナ(ア ナ グマ),ク ロテ ソ

(テ ソも含 まれ るか も しれ ない)は 満 洲方 面 に 向か うが,ア ザ ラシの 毛皮 は地 元 で消
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費 され る こ とも指摘 して い る。

　 実 は カ リヤ シ ンが い う 「イ ラ ウ ケ トバ 」 は ア イ ヌ語 起 源 の こ とば で あ って(J・ パ

チ ェ ラ ー はiraugetupaと 表 記 し,池 上 二 郎 はirawketupaと 表 記 して い る 【BAT-

CHELOR　 1926:191;池 上 　 1967:66】),他 に 小市 郎 は 宗 谷 夷 人(宗 谷 の アイ ヌ)の べ

シ カ ブ ニか ら 「商 」 と い う意 味 で,「 ホ タ 」 と い う こ とば も採 録 し て い る 【中 村

1982:605】 。 こ ち らは ツ ング ー ス系 の こ とぽ の よ うで,現 代 の ア ム ール の ツ ソグ ー ス

系 の 諸 言 語 に 類 似 の こ とぽ が 見 られ る。 例 え ぽ,現 代 の ウ リチ 語 のxyga(交 易 ま た

は 商 い),ナ ーナ イ語 のxoAa(商 品,交 易 また は商 い,価 格),ウ イ ル タ語 のhuda(商

品),ウ デ へ 語 のxyua(商 品,毛 皮),オ ロチ語 のxyua(商 品),ネ ギ ダ ー ル 語 の

xyAa-(売 る),満 洲 語 のhuda(商 い,価 格)な どが あ り,満 洲か らア ム ール の ツ ソ グー

ス 系 住 民 に 広 が っ て い る 【UHHUHyc　 1975:467-468;CYHNK　 1985:254;OHEHKo

l980:462】 。 地 域,言 語 に よ って微 妙 に 意 味 範 囲 が 異 な るが,そ の基 本 に は 商 売,交

易 に 関 係 す る意 味 が 含 まれ て い る。 ち な み に現 代 ウ リチ 語 で は商 人 はxyua　 x'貢,ナ ー

ナ イ語 で はxoAa　 xaKと い う こ とか ら,サ ソタ ン人 らも商 人 を そ れ に近 い こ とぽ で 呼

ん でい た と考 え られ る。 他方 ア ム ール の ス メ レ ン クルが 話 して い た と思わ れ る言 語 に

近 い ニ ヴ フ語 の ア ムー ル方 言 では,商 品 をecと い い,こ れ か ら派 生 した と思 わ れ る

単 語 に,ecxHAb(売 る,商 売 す る),　ecxHxHBx(商 人)な ど とい った こ とぽ も見 られ

る 【CABEnbEBA　 x　TAKCAMH　 I970:80】 。

　 カ リヤ シ ソが ア イ ヌ語 に起 源 を持 つ こ とぽ を 小市 郎 に語 った 理 由 に つ い ては,江 戸

時 代 に 日本 の調 査 者 た ちに よ って採 録 され た 「サ ソタ ソこ とぽ 」 を 研 究 した 池 上 二 良

の次 の説 明 が 当 を得 て い る とい え るだ ろ う。

サ ンタ ンこ とば にアイ ヌ語の単語が見いだ され ることについては,そ れ らの本来アイ ヌ語

であ る単語が アイヌ語か らサ ンタソ人の言語への借用であ ることもあ りえ よ う。　 　 中略

一一一一　 しか しそれ よ りむ しろつぎの ようにみる方が個 々の単語について妥当な場合 が多 く

は ないだ ろ うか。 日本人がサ ンタンことばを採取す る場合,ア イ ヌ人の通訳を通 してサ ン

タ ン人 とこ とばをかわ したたため,ま たは アイ ヌ人か ら間接に採 取 したため,誤 って アイ

ヌ語単語がサ ソタソ人の ことぽ とみな された ことが考 えられ よ う。なおサ ソタンことぽを

自分 自身現地 で採取 したのではない人の著述では,他 人の著作か ら引用 した際 アイ ヌ語単

語が誤入 した こ ともあ ろ う。 またすでにのべた よ うにサ ンタン人が,カ ラフ ト土人 との交

易 の際,交 易用語 と して アイヌ語 のあ る単語をつか った こともあ りうる。あ るいは さらに

サ ンタ ン人 とカ ラフ ト土人 との交易の際y>　 種の混合語が できてお り,本 来 アイ ヌ語であ

る単語が その一部 をな して いた こともあ りうる。そ して今 日文献にの こるサ ソタンことば
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の 一部 は そ うした もの か も しれ ない 。 【池 上 　 1967:29】

　ここには五つの可能性が指摘されているが,様 々な言語を持つ人々が接触 したサン

タソ交易では,交 易用の共通語までとは行かなくても,交 易の場で共通に分か り合x ..

ることぽ,単 語はあったのかもしれない。そのようなものもサソタソことばとして採

録された可能性は高 く,「イラウケ トパ」もそのような単語の一つだった可能性もあ

る。とい うのは,カ リヤシンが小市郎に語 ったサ ソタソことぽのほとんどがツソグー

ス語で解釈できるもので,こ のイラウケ トバだけがアイヌ語だからである。 しかも池

上によれぽこれはタライカ方言のようで,も っぱら樺太で使われていたことぽのよう

である。ただ し,カ リヤシソと同じ宗谷アイヌのべシカブニが 「ホタ」というツソグー

ス系のことぽを採録させているところを見ると,カ リヤシンはこのことばを知らなか

ったか,あ るいは思わずいつも使っていた表現を口にしたのかもしれない。

　いずれにせよ,「イラウケ トバ」 も 「ホタ」も 「商」とい う意味とされているとこ

ろをみると,そ れは経済的な等価性を重視 した交換行為であると考えられ,そ れを無

視して,社 会的,政 治的に上位にあるものが より多 くのもの,あ るいはより高価なも

のを渡す朝貢 とは明らかに異なる。カリヤシンたちがわざわざ自分たちのことばを出

してそれを説明するところをみると,彼 らの間でも当然交易と朝貢とは別な行為であ

るどい うことが意識されていたはずである。

　他方,「朝貢」に当たることばは,小 市郎のみならず,江 戸時代の日本の調査者た

ちには採録 されていない。もちろん,そのような行為が停止されて久しい現代のアムー

ルのツソグース諸語にそれに関することばを探すのはほとんど不可能である。サ ソタ

ン,スメレソクルがキジの出張所や寧古塔や三姓の副都統衙門へ盛んに出向いていた,

18世紀末から19世紀初頭の段階でそれに当たる語彙が採取されていないところをみる

と,朝 貢を一言で表す単語はなかったのかもしれない。

　中村小市郎はサンタソらの中国への朝貢についても 「ヲムシヤ」ということばで表

している。例えば,カ リヤシンが主人のブヤンコとともにキジや寧古塔,三 姓に朝貢

に赴いたことについて,「 山丹人満州えヲムシヤに行時」,「カリヤシン都合三度ヲム

シヤに行」1中村　1982:616]と い う表現をしてお り,さ らにアムール河 口に近いタイ

カサソ村のカンテツカからの聞き取 りでも,「山丹キチの乙名 ミウチ,昔 よりの格式

にて満州人来候節十徳ハラタと云是を着,ヲ ムシヤに出る」【中村　1982:627]と 記し

ている。彼はカラフト東海岸の乙名たちが宗谷の会所に出向いてくることも 「ヲムシ

ヤ」と表現 していることから,彼 は清朝の辺民制度による毛皮朝貢を,松 前藩が北海
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道で実施 していた 「オムシヤ」 と同じものとみていた。

　 「オムシヤ」(あ るいは 「ヲムシヤ」)と は,本 来和人の役人がアイヌの居住地の近

くまで出張してきて,ア イヌから貢納を受けてそれに恩賞を渡す儀式である。高倉新

一郎はそれについて次のように述べている。

オム シヤ とは私 の解繹 では アイ ヌの久闊の禮た るウムシヤの韓 設であ ると考へる。 後には

年y>一.度和人 が蝦夷地 の要所に建設 した る交易所,即 ち運上屋,会 所に付近のアイ ヌを会

し,大 いに酒飯 を振舞 ひ,物 を與へ る儀式を指 し,贈 物 にも振舞ひに も,厳 重な儀式 とア

イ ヌの身分 に よる差 異が伴 ひ,全 くアイ ヌを撫育,統 治す る一手段 と考へ られて居たが,

ず っと遡 ると,交 易に来 た和人 とアイ ヌの間 に行 はれ た久 闊の禮 であ り,ア イヌの尊敬す

る和人に封 し贈 り物をな し,和 人 よ りの贈物 は實 はその返禮 であった のである。最初 はそ

れのみが唯一の交易形式であ ったが,後 には これ が儀式 として残 り,交 易は普通 の方法 で

運上屋に於て常住 に行はれ る事 となつたのである。 ウヰマ ムとの差異 はアイ ヌの居村,若

しくはそ の附近 で行はれ るか,遠 く和人地に於て行はれ るかである。普通松 前で行 はれ る

のが ウヰマムで,和 人 の出張所 で行はれ るのがオ ムシヤと解せ られて居 る。その形 式は全

く滞洲假府 に於け る土民の交易形式 と等 しい。満洲産物の交易は殆ん どこの手段 を通 じて

行 はれた。【高倉 　1939:171]

　高倉新一郎 も小市郎 と同じ見解を持っていたといえるだろう。

小市郎の 「ヲムシヤ」は確かに彼の記録用の術語ではあるが,小 市郎のイソフォー

マソトたちがや りとりの中で,こ の言葉を口にした可能性は皆無ではないだろ う。特

にカ リヤシンは宗谷出身のアイヌであることから,当 然 このことばを知っていたはず

で,中 国側での朝貢の儀式を 「ヲムシヤ」あるいはそれに近いものであるようにいっ

ていたかもしれない。小市郎が,自 分では見たこともないキジや三姓での儀式を,宗

谷の会所で行われている儀式と重ね合わせて頭に描き,記録に残 したのは,イ ンフォー

マソトに示唆されたからであるかもしれないのである。少なくとも,カ リヤシソやカ

ンテツカたちインフォーマント側は,同 じ物資の交換でも,経 済的な等価性を重視 し

た交易(イ ラウケ トパ,あ るいはホダ)と 政治性,儀 礼性が高い朝貢 とを概念的に区

別 していたことは確かで,小 市郎の筆法にもそれが反映されているわけである。

　 このように,ア ムール,樺 太の住民側が 「ヲムシヤ」 と 「イラウケトバ」の区別を

なす,す なわち朝貢と交易の区別を知 っていても,そ の範疇は清朝側が規定する朝貢

と交易(公 私含めて)の それぞれの範疇 とは必ず しも一致するとは限らない。その点

を検討するために,間 宮林蔵が見聞したデレンでの交易の状況について分析を加えて
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み よ う。

6-4　 デ レソにおけ る交易の実態

　彼はアムール,樺 太の住民と満洲から派遣されてきた 「官夷」たち,あ るいは住民

どうしの交易のようすについて,『東　地方紀行』に次のようないきいきした描写を

残 している。

一,交 易の事は乱雑 に して更に一定 の式 な く,交 易処 ・夷仮屋相共に往返 して交易 をなす。

其他道傍 ・街上 といへ ども交易す る事 に して,其 処論ずるこ とな し。

一
,其 交易 の態,諸 夷種 々の獣皮を腋下に挟み交易所 に至 り,吾 欲す る処の物,酒 ・煙草

・布巾 ・鋳物の類 ,思 さまざまに易来 りて,後 余す処 の皮ある時は其価を貧 りて妄に交易せ

ず。満洲夷亦是を取ん と欲 して色hの 品物を示 し出 し,猶 交易せ ざる時は己が著服 を脱 し

て交易す るに至 る。其乱雑無紀の事是 を以て概知すべ し。

一,諸 方 の夷幾百 とな く日々仮府 中に乱入 し交易 をなす事 なれぽ,其 喧謹 なる事讐 る もの

な し。或 は他夷 の獣皮 を奪 ひ去 る者 あ りと罵 り,又 は我腋下 の皮末 を裁去 しと呼び,其 価

を貧 る夷 ある時 は着衣 を脱 して猶其皮 を得 ざる官夷 あ り,或 は相共 に僕郷 し,又 は独走 て

転倒 し,布 巾を易得 て出る夷 あれぽ,木 綿 をか へ して酒を得ん と叫 ぶ夷有 り,其 間撞 木を

打 て其喧嘩 をいま しめん とすれぽ,官 物 を盗み去 る者 あ りと手銅鍵 を打 鳴 し,柵 門を閉ん

とすれ ば,柵 に墓 じて屋 に登 り,誠 に叫贈 に して其 事情 を弁知 し難 し。【間 宮　1988b:

141-142]

　彼のこのような記述によってデレソにおける交易について,次 のような点を知るこ

とができる。

　まず,交 易には一定の規則などはなく,そ の場所 も朝貢儀礼を行 う中央の建物以外

のあらゆる場所であった。アムール,樺 太の住民の交易相手は大体三姓から派遣され

てきた中,下 級の官吏たちである。取引方法は物 々交換で,貨 幣を使 うことはない。

住民側が持参するのは毛皮類であ り,官 吏たちが持ってくるものは酒,タ バ コ,布 類,

金属製品などである。住民側は交易品を盗まれまいとするためか,易 えたい毛皮を腋

の下に挟んで相対する。住民側 も取引方法を心得ていて,な るべ く毛皮の値をつ り上

げて官吏側がよりよい品物を提供するのを待つ。官吏側が着ている服を脱いで毛皮と

交換していたことが記されているが,服 をは じめとす る布製品に対する住民側の需要

は相当高かったと考えられる。

　交易に参加することに資格は一切ないため,朝 貢に出向いてきた者やそれに付き従

ってきた者などアムールや樺太のさまざまな地方のさまざまな住民が入 り交 じって交

易を行っていたことが想像される。そこでは詐欺,窃 盗などの犯罪も当然しばしぼあ
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り,被 害者たちの絶叫,喧 嘩の罵声などで相当な喧騒であった。交易用の毛皮を盗ま

れる者,腋 の下に挟んで大事に持 っていたはずなのに,一 部を切 り取 られてしまう者,

せっか く服まで脱いで与えたのに結局毛皮を得られない官吏,木 綿より酒がいいとわ

めく酒好きの住民,あ げくは頒賞用の官物まで盗もうとする者が現れるなど,無 秩序

と活気が紙一重の状態だったといえよう。

　 しか し犯罪が露見し,犯 人が捕らえられたときの処理は迅速だったようで,こ こで

引用 した部分の次の節で,「下令の事何而 も急速にして優寛の事を見ず。中官夷脆て

令をうくるに僅一,二 辞を接すれば忽立て其事を行ふ」とある。そして,犯 罪者は鞭

で打たれるが,そ れでも以後出入 り差 し止めということはな く,刑 が終われぽ旧悪を

責めなかった とある。つまり,官 吏たちが住民側と打ち解け,交 易に熱中していても,

その喧騒の中で一定の秩序を保つだけの機能を持った官吏の組織があったわけであ

る。これは清朝の治安維持機構の一環でもある。

　 このような間宮林蔵が描 くデ レン仮府での交易は,清 朝が公的に認めた交易(ク ロ

テソの 「藍毛青布」での購入)と は異な り,派 遣官吏たちと住民との全 く私的な交易

である。そ して,そ のような交易については中国側の文書には 「三姓棺案」を含めて

一切記載されていない。 とい うよりは記載できなかったと思われる。これは辺民制度

の中で規定された交易ではなく,派 遣官吏たちも規定外のことをわざわざ申告 しよう

とはしないからである。派遣される官吏たちにとってはこれはいわば非公式の役得で

あった。 というのは,満 洲以南の人hに は松花江河 口以下のアムール川流域への立ち

入 りは原則的に禁 じられてお り,毎 年そこに行けるのは,出 張所での収貢頒賞を命 じ

られた三姓駐防の佐領とその配下の者だけだったからである。 したがって,派 遣官吏

たちがその 「特権」を利用して高価な毛皮を個人的に持ち帰ろ うとするのは当然の成

りゆきである。恐らく彼らは派遣が決まると,住 民との交易のために個人的にさまざ

まな品物を用意 し,持 参 していったことだろう。

　 先に論 じた 「三姓棺案」中に見られる私交易に関する文書の中で,毛 皮を北京に回

送する佐領が個人的にテソの毛皮を持参することを認可するというものがあったが,

恐 らくその佐領も出張所に赴いた折か,三 姓の町中でアムールの住民と個人的に交易

して毛皮を得ていたものと推測される。

　 しか し一方,林 蔵の記録には清朝側のいう公式の交易には一切触れられていない。

清朝側の規定する公式の交易では官物である 「藍毛青布」がクロテソと交換されるは

ずであるが,そ のことについては特別に触れてはいない。それは,林 蔵が朝貢の儀式

の現場を十分観察 していなかったためとも考えられるが,朝 貢する住民側に朝貢と公

式交易との区別,ま た公式交易と私的交易との区別などなかったためともいえる。住

民側にとっては仮府の中心で儀式 としてクロテソー枚 と恩賞とを交換する「ヲムシャ」

とその外で自由に自分たちで価格を設定 して取 り引きする 「イラウケ トバ」の区別が

あるだけで,公 的,私 的とい う交易の区別は,清 朝側が官吏や商人の私的な毛皮取引
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を制限するために設けた枠組みで,住 民側には関係のないことだったわげである。清

朝のクロテンの扱いに対する慎重な対応から見て,ク ロテソはできるだけ朝貢の場で

提出させるようにしていたと思われることから,公 式の交易も住民の目にはヲムシャ

と映ったのではないかと考えられる。

6-5三 姓における交易

　本来アムール,樺 太の住民が毛皮貢納に行くべき所である三姓でも私的な交易が行

われていたことはこれまで引用してきた資料からも伺える。例xぽ,先 に触れた清朝

が規定する私的交易でも,漢 族や満洲の商人たちは,朝 貢にやってきたヘジェたちか

ら,貢 納品ではない黄　の毛皮を手に入れ,北 京や盛京で取引することが許可されて

いた。またカリヤシソは,中 村小市郎に満洲での 「ヲムシヤ」の様子を述べた時の一

節で 「山丹人満州えヲムシヤに行時,皮 類三四拾枚或は八九拾枚も持参,イ チヨホッ

トにて役人の前へ出るには,乙 名の類　の皮弐枚,平 人壱枚つつ差出す。左候得ば木

綿類を積重候て呉候由。右の外の皮類は同所市中(寧 古塔か三姓を指す一一筆 者注)

にて十徳其外の品と交易致候由」【中村　 1982:616]と 述べて,寧 古塔や三姓へ行 く時

には30～40枚,多 いときには80～90枚 もの毛皮を持参し,貢 納の儀式の後,余 った毛

皮類で交易を していたことを伺わせている。

　 しかし,三 姓でのアムール,樺 太の住民と満洲,漢 族などの商人たちとの交易につ

いて具体的に記した資料は少ない。それについては,シ ュレンクが一・九世紀中期にお

け るギ リヤー クの三姓 での交易 の よ うす につ いて触れ ている 【皿【PEHK　1899:

29　　293]0

　それによれぽ,ア ムールのギリヤークたちは自分たちの必需品 と樺太での交易品を

求めにアムールと松花江を遡って三姓に赴く。その旅は冬にそ りで行われることもあ

るが,多 くは交易用の大量の毛皮を持って行 くため,チ ームを作 って夏に舟で出かけ

ることが多い。とい うのは,冬 には人にとっても犬にとっても危険が多 く,さ らに運

べる毛皮の量に限度があって,毛 皮の量が少ないと儲けも小さいからである。しか し,

舟の場合でも行きは流れの早いアムールと松花江を遡らな くてはならないため,そ う

たやすい旅ではない。 さらに,三 姓に着 くと,今 度は満洲官吏たちによる重い課税が

待っていて,服 従 していると思っているわけでもない満洲官吏たちに膝をついての礼

を しなければならない。そして,そ の官吏たちはギ リヤークたちの貢納品を懐にいれ

て しまうという。ただし,こ の記述には多分にシsレ ンクの偏見が入っている。とい

うのは,シ ュレソクが 「課税」 といっているのは 「収貢」に当たる行為であり,そ の

分はきちんと帳簿に記載されて北京に送られるからである。しかし,官 吏たちが袖の

下を要求してクロテンの毛皮を個人的に得ていた可能性は十分にあった。

　 ギリヤークより清朝への忠誠心 と依存度が高いゴリド(ナ ーナイ)の 場合は最も惨
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めな状況になるとして彼は1866年 と72年に松花江を遡 った旅行者の旅行記を引用 して

いる。それによれば,松 花江を遡ってくるゴリドたちはまずスス(一..一��屯)で通行税

を払わされ(商 品 として持参 してきた魚皮の膠,チ ョウザメの軟骨など),三 姓に着

くと,貢 納品のクロテンを取られる。その時には官吏たちが商品を引っかき回して最

も上等の毛皮選ぶ という。 しかも常に政府に献上すべ き一枚だけではすまない。その

間ゴリドたちはひざまずいてじっとしていなくてはならない。それは丸一一時間にも及

ぶことがあるが,少 しでも反抗のそぶ りがあれぽ,竹 鞭が容赦なく襲いかかってきた。

そして,官 吏たちの後には彼らに保護された商人たちが待ちかまxて いるという具合

だった。商人たちは権威を笠に着た り,力 つくで奪 うことは しなかったが,そ の代わ

り酒や父祖の代からの負債によってゴリドたちを縛 り付け,毛 皮を提供させずにはお

かないようにしていた 【皿pEHI(1899:2921。

　そこで語られているナーナイの状況も少々誇張されているか,清 朝のアムール支配

に対 して悪意をもって描かれている。しかも,時 代が清朝のアムール支配が崩壊 して

しまった19世 紀後半のことであ り,そ こに描かれている状況が19世 紀前半までのサン

タソ交易全盛期のものと同じであるというわけにはいかない。それまでは19世紀後半

とは違い,三 姓の官吏たちの規律もしっか りしていて,収 貢頒賞の儀式も整然 と行わ

れ,官 吏たちが貢納民の搾取に走ることもなかったと思われる。 しか し,ロ シア人た

ちが伝える19世紀後半の状況もまた事実であることには相違ない。

　シュレンクの見たところではギ リヤークの商人たちはナーナイほど従順ではなく,

三姓でももっとしたたかに商売をしたようである。彼らは毛皮 とともに,チ ョウザメ

の背骨,軟 骨,膠 などをもって商売をし,そ れとの交換で穀類や豆類,酒,タ バコ,

陶磁器の食器,容 器,銅 製のパイプ,ガ ラス玉や宝石,木 綿の反物,絹 製品,針,糸,

装身具用の銀製品,銅 製品,鍋 釜などを仕入れた。それらは彼 らにとって日常の必需

品や熊祭などの儀礼に使 うものであるが,ま た樺太での交易(樺 太のギ リヤークやア

イヌ,そ して和人相手の交易)の ための商品でもあった。そして,こ れらを仕入れた

後は,そ れを運ぶための舟を購入し,川 の中程を流れに乗って足早に下流へ帰還 した。

というのは,帰 路の途中にときどきいる満洲官吏や漢族商人に遭遇 しないようにする

ためであったという[皿PEHK　 1899:293】。

7.サ ンタ ソ,ス メ レン クル と 日本 側 との取 引

7-1幕 府が公認す る以前の取引(1807年 まで)

　サソタソ,ス メレンクルと日本側 との取引を,松 前藩や幕府の側から見た研究は多

数あるので,こ こではその取引過程の概略と,サ ンタソ商人らがそれをどのようにみ
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ていたのかに絞って論 じることにする。

　 1807年(文 化4年)に 樺太を含む全蝦夷地が幕府の直轄領 となるまでの,サ ソタソ,

スメレソクルの商人たちと日本側との取引の実態は不明である。当時彼らと応対 した

日本側の役人は松前藩士たちだったはずだが,和 人商人や松前藩士等は彼らと直接取

引せずに,ま ず樺太や宗谷のアイヌに取引させ,ア イヌから大陸渡来の産品を手に入

れていた可能性が高い。大陸から来るサンタソ,ス メレソクルはアイヌとは異な り,

外国人 と見られていたことから,彼 らとの取引を幕府から密貿易と疑われないように

するために,松 前藩は形式的にサ ソタソらと直接取引するのを避けていたのもしれな

い 【越田　 1985:15】。

　 1822年に蝦夷地が松前領に復 し,1855年(安 政2年)に 松前直轄地以外の蝦夷地が

再び幕府直轄領になるまでの30年余 りの間(後 期松前時代)で は,松 前藩はサソタソ,

スメレンクルの商人と直接取引を している。それはそれ以前の幕府直轄時代にサンタ

ン交易が和人との直接取引に変わったからである。しかし,そ れでも松前藩のサソタ

ン商人 との取引の実態はほとんど知られていない。とい うのは,や は り記録が残され

ていないからである。前期幕府直轄時代(1807年 ～21年)以 前の取引は,幕 府や諸藩

の蝦夷地に対する無知,無 関心を利用した密貿易に近いものであったため,記 録が少

ないのは頷ける。 しかし,後 期松前時代(1822年 ～54年)に ついても,交 易について

の具体的な記録で私が知 り得たのは,1843年(天 保14年)の 分 と1853年(嘉 永6年)

の分だけである1末 松　 1928:362-365;海 保　 1991】。 しかも,後 者は幕府への引継書

類であ り,も しその引継がなかったら,記 録に残らなかったか,記 録が 日の目を見な

い内に失われて しまった可能性もある。松前藩は樺太における交易活動の実態をでき

るだけ隠そ うとしていたわけであり,そ れだけそこからあがる収益が大きかったのか

もしれない。

　洞富雄らの研究によれば,松 前藩がはじめて樺太を探検したのは1635年 であ り,既

に宝暦年間には北海道北端の宗谷に 「宗谷場所」と呼ぼれる交易用の会所が設立され

ていた という。そこでは宗谷のアイヌとともにサ ソタン商人らから大陸の産品を仕入

れた樺太のアイ ヌも現れていた。松前藩はそこで蝦夷錦や青玉,矢 羽用の鷲鷹の尾羽

などの樺太やアムール地方か らの招来品を仕入れていた。それらは幕府や諸侯への贈

答品として使われるとともに,松 前城下や本州の商人に委託して日本海経由で日本各

地に売 りさばかれた。

　交易相手は主にアイヌだったことから,前 述のオムシヤの形式がとられていたよう

である。会所には藩士が詰め,オ ムシヤなどの儀式は彼らが主導するが,も ののや り

とりは和人商人たちの主導で行われた。

　松前藩の樺太に対する調査は1700年前後 より停止され,宗 谷でのオムシヤと交易の

みが行われる状態が続 くが,1750年 代より再び樺太に対する関心が高ま り,し ぼ しば

藩士が派遣され,漁 場の見立てが行われるとともに,交 易のために樺太に現れるサ ソ
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タン人らとの接触 も試みられるようになった。蝦夷錦 と呼ぼれた樺太か らもたらされ

る絹織物や青玉,鷲 鷹の尾羽に対する内地からの需要は,蝦 夷地への関心の高ま りと

ともに18世紀後半から増大 したようで,そ れ らが松前藩に大きな利益をもたらして,

宗谷場所における樺太の住民との交易の重要性は増大 したが,松 前藩が樺太南端の白

主に会所を開いて,本 格的な樺太進出を図るのは1790年(寛 政2年)で ある。

　宗谷場所でも白主の会所でも松前藩は内地で高 く売れる錦類を得るために,ア イヌ

に対する事実上の収奪を行った。つまり,宗 谷や樺太のアイヌにオムシヤで蝦夷錦や

玉類を供出するように求めたのである。前述のように,ア イヌたちはそれを樺太に来

るサンタソ人らか ら手に入れていたわけであるが,松 前藩の執拗な供出要求の前に,

前借 りをしてでも,仕 入れざるを得なくなっていた。松前藩は恐らくそれによってア

イヌらのサソタソ商人に対する債務が累積することを承知 していながら,藩 の利益を

優先するために十分な保護策をとらなかった。オムシヤでは鉄鍋や漆器類(ア イヌの

宝器シソ トコ)が 支給されたが,そ れはサソタソ商人への支払いに当てるには十分な

量ではなかったのだろう。松前藩は長崎経由で中国へ輸出するためか,ア イヌから各

種毛皮類も買い集めているが,買い取 り価格は清朝 とは比較にならないほ ど安かった。

　他方,「 異国人」であるサ ソタン商人に対 しては全 くのことなかれ主義で,腫 れ物

にさわるような対応であった。恐 らく,松 前藩は彼らの後ろに清朝がいることを知 っ

てお り,彼 らと トラブルを起こして清朝に介入され,国 際問題 とされて,蝦 夷地支配

に幕府が介入してくるのを恐れたからであろ う。そのためにサ ソタソ商人の松前の役

人に対する態度も極めて横柄なものだったとい う。そのような態度は1807年 に幕府が

蝦夷地を直轄地した直後にも見られ,松 田伝十郎が樺太(北 蝦夷地)に 着任した頃の

白主でのサンタン商人 らの 日本の役人に対する態度は次の有名な一節にあるとお りで

あった。

会所 え住居 の夷人 も甚恐れ,山 靱人逗留中は御役人 よ りは,山 鎚人をおそれ居 る也。 山靱

人会所え 出入 りす るに,晴 雨に拘 らず,笠 をかむ り,ゲ リ(原 注,履 の事也)を は き,く

はへ喜せ る,後 ろ手 にて,鼻 唄を うたひ,入 出いた し,甚 不法の風俗,不 取締 の第一也。【松

田1972:191j

　サンタン商人は日本の役人や商人も,ア イヌ同様毛皮の供給者 ぐらいに しか見てお

らず,さ らに交易の場でいかなる振る舞いを しても餐めようとしない日本の役人を,

完全になめきっていたのである。この引用でも,伝 十郎は地元のアイヌが役人よりも

サソタソ人の方を恐れていると述べている。サ ソタソ,ス メレソクルらは清朝の権威

もそれほど認めてはいなか ったようであるが,そ れでも毛皮貢納の儀式では一応中国

式の礼に従っていた。間宮林蔵の観察によれぽ,儀 式以外の場では親 しくつきあ う上
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官夷たちも儀式の場では居住まいを正 し,毛 皮貢納民に叩頭の礼をとらせている 【間

宮1988b:139]。 サンタソ,ス メレンクルらも政府の役人の対応如何で態度を変えて

いたのである。もしかすると,彼 らは上記のような松前藩の弱みを知っていたのかも

しれない。松前藩の支配はアイヌからとるものだけ とって,統 治者 として十分な保護

を与えなかったといわれても致 し方ないようなものだったのだろう。サ ンタン,ス メ

レンクルの商人たちは,そ の背後に松前藩がいて,一 応彼らが必要 とする毛皮類や鉄

製品を供給 していることを知 っていたからこそ,債 権の回収はほぼ絶望的になってい

たにもかかわらず,白 主でのアイヌとの交易を継続 していた可能性が高い。

7-2　 幕府公認時代 の取引(1807年 か ら1867年)

　記録が少な くその実態が よくわからない松前時代の交易に比べて,幕 府が直接統制

に乗 り出した後の時代の方が記録が多 く,そ の実態の解明も比較的容易である。

　江戸幕府が北海道,樺 太,千 島からなる 「蝦夷地」に対する関心を高めるのは18世

紀の半ぽ過ぎからである。その原因は当時しぼ しば見られたロシア船の蝦夷地や 日本

近海への出没にあった。当時 ロシアはカムチャツカや千島列島(ク リル諸島),ア リ

ューシャン,ア ラスカあた りで捕れる毛皮(主 にラッコ)の 販路を求めて,日 本,中

国への接近を試みていたのである。幕府の蝦夷地経営の詳細については日本史の分野

で数多 くの研究が行われているので,こ こでは触れない。

　 1807年(文 化4年)に 樺太を含む西蝦夷地が幕府の直轄地とされてから,樺 太(北

蝦夷地)経 営に腕を振るったのが松田伝十郎である。彼は1808年(文 化5年)に 間宮

林蔵 と共に樺太見分を命 じられ,西 海岸の調査を行い,記 録上では日本人として初め

て大陸と樺太の間の海峡を確認 した。しか し,彼 の業績ではそのような地理的な発見

よりも,再 び樺太を含む全蝦夷地が松前領に復す1822年 までの間の樺太経営の方が重

要である。彼がそこで行った代表的な施策がアイヌのサソタン商人に対する負債の解

消 とサ ンタソ交易の統制,そ して人別による樺太アイヌの把握であった。特にアイヌ

の負債の解消と交易の統制は樺太に来航するサ ソタン,ス メレンクルらの交易活動に

大きな影響を及ぼ した。

　彼はまず白主の会所における秩序を回復すべ く,先 述のようなサンタソ人 らの会所

での横柄な態度の取 り締まりを行った。彼は会所に出入 りするのに,笠 をかぶってい

たらそれをはたき落 とし,キ セルをくわえたままであれぽ,そ の状態でキセルをへ し

折ってや り,靴 を履いたままであれば向こうずねを蹴 りとばすと通告 し,そ れを実行

したのである。さらに,彼 は実力行使をした上で,サ ソタソ人らに日本式の礼儀に従
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うことを誓わせ,そ の証 として手印(実 際には小刀などの所持品の一部,帰 還すると

きに返却されている)を 提出させた1松 田　 1972:192】。それによって彼は会所の秩序

を日本風の礼儀で維持し,樺 太が幕府の領地であ り,そ こには清朝並の権威があるこ

とをサソタソ商人らに認めさせようとしたのである。

　次に樺太と宗谷のアイヌたちの間で重大な社会問題となっていた,サ ンタン商人に

対する負債の解消に着手する。彼は1809年(文 化6年)に 白主に来航 したサ γタソ商

人らに,貸 し越 しをしている者は3年 以内にその額を申告すれば,す べて返済する旨

を伝xた 。その間にサソタソ人らにその情報が行 き渡ったと見x,1809年 から11年 ま

でにのべ15隻,ll8名 のサソタソ商人が白主を訪れ,貸 し越 し分の返済を受けている。

その総額は,当 時品質面で信用が高かった樺太産 クロテンの毛皮の枚数で5546枚(樺

太アイヌの分2975枚,宗 谷アイ ヌ分2571枚)に のぼ り,そ のうち499枚 をアイヌの手

持ちの毛皮で返済させて,残 りの5047枚 をカワウソの毛皮(松 田伝十郎の改定価格で

はカワウソ1枚 は樺太産クロテン2枚 に当たる)2523枚 半で,幕 府の費用で支払った。

幕府 はそのカワウソを仕入れるのに136両1分 を支出 した 【松田　 1972:217;中 島

1991:160】。幕府が買い上げた毛皮は恐 らく蝦夷地を中心に集められたものであろ う

が,そ の単価は中国側に比べるとやは り驚くほど安い。単純計算で,樺 太産 クロテ ソ

1枚 が約150文 ほどである。

　彼は以後アイ ヌに前借 り方式の取引を禁 じ,負 債累積の原因が松前藩のオムシヤに

おけるサソタン将来品の供出にあったことから,さ らにオムシヤでのサ ソタソ招来品

の献上を禁 じて,地 元の産物を収めるように命 じた。一連の施策によって彼の名はア

イヌの間だけでなく,サ ソタン人から満洲方面にまで響いたといわれる。そしてサン

タソ商人らも樺太に行こうとするときには,伝 十郎が白主に在勤かどうかを確かめる

始末だったという1松 田　 1972:218-219]。

　 とはいえ,彼 はサンタン商人の樺太での活動そのものを禁止したわけではない。樺

太での取引はサソタソ商人にとっても重要な活動であ り,その禁止は死活問題である。

事実1868年 に日本が公営のサンタン交易を停止したことから,彼 らは苦境に陥る。ア

イ ヌもサソタンとの取引がなけれぽ,青 玉や木綿など彼 らの必需品を手に入れること

はできない。サソタソ人はアイヌの有力者を通 じて交易の継続を訴えてきたようで,

伝十郎はそこを利用 して,交 易の方法か ら商品の価格まで幕府側が有利なように統制

を加えた。

　 彼はサソタンに限らず,ヲ ロヅコ,タ ライカ人(タ ライカ湖周辺のアイヌ)ら のサ

ソタソ招来品を持参した取引を白主に限定した。彼 らは山を越えて樺太内陸部にまで
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やって くるサンタソ,ス メレンクルらと取引を して錦などを手に入れ,例 年 クシュン

コタンまで交易に出向いていた。それV'対 して伝十郎は米や糀などを提供はしたが,

交易には白主まで行 くよう指示していた。そ して,そ の交易は幕府との直接取引のみ

で,地 元や宗谷から来るアイヌ,あ るいは和人の役人との私的な取引は禁じられた。

　伝十郎が定めたしきた りを踏襲 したと思われる松前藩が,1855年(安 政2年)に 樺

太を幕府に返還した際に残 した引継書類の中に,サ ンタソ交易の取 り扱い手続きを記

した文書が残 されている(「山鞄人交易取扱手続書」)。そこには恐 らく彼が定めたと

思われる交易に関する規則が事細かに記されている。それによれば,サ ソタソ船が来

そうな季節になると,白 主 とナヨロの中間ぐらいにある トンナイというところに見張

りが2人 立てられる。サソタン船が見z..ると,彼 らは直ちに船内を検分 し,商 品はす

べて封印されて,白 主まで運ばれる。ただし,各 舟1艘 につき,玄 米1升,清 酒1升,

煙草1把 が支給される。 さらに白主に着くと,サ ソタン人は会所のあるところより西

の方の海岸に丸小屋(恐 らく白樺の樹皮で覆った仮小屋,デ レンの清朝の出張所で使

っているものと同じかもしれない)を かけて逗留することが求められ,見 回 りの役人

や商人,地 元のアイヌは私的な接触が禁 じられる。商品はすべて封印されたまま,会

所に保管 される。そ してアイヌの乙名(有 力者)を 召還 し,彼 らがそろったところで,

まず会所での心得,つ まり不法行為をなさず,貸 借などの関係を結ぽないように申し

渡 し,着 船順に交易を始める。取引には勤番の役人,ア イヌ側の代表 として白主とナ

ヨロの乙名,そ してサソタソ側から4名 の有力者が立ち会い,会 所の支配人が通訳と

帳簿係を伴ってサソタソ人と取引をする 【海保　1991:二 八】。同じ引継書類に含まれ

ている 「丑年山範交易調書」によれば,1人1品 ずつ評価,取 引 したようで,1853年

には延べ199回(札 の番号は200番 まであるが,155番 がない)の 取引が行われた。こ

の年の来航者数は66名 であるから,当 然一人で何回も交易に臨んだ者がお り,最 高は

ベ トカヌとヌンテの9回(つ まり9種 類の商品を持参 してきたことになる)で あった

【海保　 1991:一 〇】。

　 サンタン人が持参した商品の評価は,基 本的には樺太産のクロテソの毛皮の枚数で

なされた。 しかし,実 際の支払いにはその他に北海道産のクロテソやカワウソ,キ ツ

ネなどの毛皮が含まれ,さ らに鉄鍋やヤスリ,チ ョウナなども混ぜられた。鉄製品が

支払いに当てられたのは,毛 皮類が足 りないときの補充とい うだけでな く,サ ンタン

人の要望によるものと思われ る。幕府(藩 政時代には松前藩)は 支払いのために樺太

や北海道のアイヌに毛皮獣猟を奨励 し,彼 らから各種の毛皮を買い上げておいて,白

主に用意していた。また鉄製品も内地から仕入れておいたようである。
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　交易が終わると,立 ち会っていた4人 のサンタソ人に米8升,酒2升,煙 草2把 が

支給され,さ らに立ち会いの役人t会 所支配人,通 訳,帳 簿係,ア イヌの有力者たち

にも酒などが与えられた。1853年 の取引で立ち会ったサ ンタン人はエソケンヌ,ヌ ソ

テ,チ ソカルク,ウ エテソヌの4人 で,そ の うち,エ ソケンヌ以外の3人 は 「小使」

とされているところを見ると,清 朝からガシャソ ・ダぐらいの地位に任命されている

ものと思われる。そ して,す べての手続きが終わると,見 送 りのためにアイヌの乙名

2,3名 が トソナイまで同行 し,無 事に北上 していくのを確認 した 【海保　 1991:二 七

】。他方,こ のような手続きをへて得られたサ ソタソ交易品はすべて官物とされ,松

前か箱館(箱 館奉行所)に 運ぼれた後,将 軍あるいは松前藩主入用のものを除いては

商人に払い下げられ,日 本全国に売 りさばかれた 【高倉新一郎　1939:176-177】。

　 このような交易に関する取 り扱い手続きは,1822年 に松前藩に蝦夷地が返還された

後 も,ま た1855年 に再び幕府領となってか らも引き継がれる。サソタン交易は結局幕

府の公認,公 営の交易活動 となるわけで,「祖法」 とまでいわれた鎖国方針 とは矛盾

することになった。 しかし幕府は,そ れを住民たちの古来の慣習であ り,に わかに禁

止す ると彼 らに不利益となること,量 的に微 々たるもので,国 内の経済,社 会に影響

がないものと主張 し,対 外貿易を禁 じている諸大名に対する体面を繕おうとした。

　 実は海保も指摘するように1海 保　1991:八 】,公営のサソタン交易は量的に微々た

るものではなく,日 本国内の経済や文化に一定の影響をもっていた と考えられるが,

サ ソタン商人にとっては,も っと大きな意味を持っていた。彼 らにとっては白主への

渡航は,三 姓やキジ,デ レンの出張所に赴 くのと同 じく重要な活動だったのである。

　 1853年(嘉 永6年)と ほとんど同じ頃のギ リヤーク,す なわちスメレンクルたちの

日本 との交易について,シ ュレンクは中立的な観察者の立場にいるという前提に立ち

ながらも,ロ シア側からの偏見をかな り交xな がら,次 のように述べている。

白主に到着す ると,ギ リヤ ーク商 人は何 よ りもまず,日 本人たちが彼 らのために設 けた儀

式に出なければな らない。恭順の意を表 すため に日本の役人の頭分 に指 で背中を2,3回

叩いて もら うので ある。それか ら彼 らか ら商品を取 り上げ,見 分のため,部 外者には近寄

りがたい よ うにで きて いる建物に送 り込む。当然の ことなが ら,商 品の一部,そ れ もよい

ものは もはや持 ち主の元には還 らない。ただ し,日 本人たちは,来 航 してきたギ リヤーク

や オルチ ャたちか ら,ア イ ヌた ちにす るほ ど図太 くは奪い取 ろ うとは してい ない よ うであ

る。彼 らは 自分た ちの国に彼 らが訪れな くな り,彼 らの炎 のよ うな欲望 の対象 であ る商品

の持参 を減 らされ る ことを過度 に恐れ ていた。 ギ リヤークたち との商売 は彼 らには大 きな
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利益 をもたら した。彼 らはギ リヤー クたちに毛皮(ク ロテ ソ,キ ッネ,カ ワウ ソ)を 売 っ

たが,そ れは蝦夷や樺太 のアイ ヌたちか ら強制的 に,ほ とん どのケースは貢納 品 として供

出させ て手に入れ た ものだ った。一 中略一 　ギ リヤー クたち の日本製 の取 っ手付 き鉄

鍋に対す る強 い嗜好 も,日 本 人に大きな利益 をもた らした。果 ては,米,煙 草,酒,陶 磁

器,漆 器 も日本人の ギ リヤー クた ちに対す る,儲 け の高 い商 品 とな った。一 中略一

ギ リヤー クとオルチ ャが 日本人か ら自らの居住地 へ と持 ち帰 る毛皮 とい う資産 は,今 度は

アムール,あ るいは特 に松花江 の中国人 との交易 の媒体 となる。 この ようG'し て,彼 らは

アムール地方の交易活動 を活性化 させていたのである。【IIIPEHK　l899:296-297」

　シュレソクがこのように描いたギリヤークやウリチと取引して負欲に儲けようとす

る日本人 とは,松 前藩の役人 とその認可を受けた和人商人たちである。松田伝十郎が

樺太経営に活躍 していた頃には,サ ンタソやスメレソクルらが持参 した商品を会所に

封印はしても,役 人が横領することはあまり考えられない。 しかも,幕 府は国防のた

めにアイヌを慰撫 し,そ のためにサソタソ交易に介入 しているのであって,幕 府自身

にとってはこの交易から経済的利益を得るのが主 目的ではなかった。幕府が1821年 の

暮れに蝦夷地を松前藩に返還することを決定 したのも,松 前藩から幕閣への賄賂攻勢

が功を奏したとはいえ,実 は蝦夷地経営が経済的には大きな赤字だったか らであると

もいわれる。 しかし,松 前藩にとってはサ ソタン,ス メレンクルらとの交易は,藩 財

政を支えるための重要な活動であ り,是 が非でもそこから利益を上げなくてはならな

かった。ギ リヤークやオルチャらが持参する商品に 「炎のような欲望」を持つのも,

松前藩ならではの事情のためである。 しか し,そ れがシュレソクのような外部の老に

は,日 本がギ リヤークやオルチャを 「カモ」にしながら不当に儲けているように見え

るのである。

　松前藩がサソタソ交易を利用 して大きな利益を上げていたことは事実である。 しか

し,そ れはサソタソ,ス メレソクルらの商品を買いたたいて得られた利益ではな く,

支配下のアイヌを搾取 し,さ らに蝦夷錦や鷲鷹の尾羽などのサンタン招来品を非常な

高値で日本国内に販売することによって得られたものである。具体的な数値での論証

は別稿で詳 しく行 うことにしたいが,サ ンタン,ス メレンクルら(ギ リヤークやオル

チャたち)の 側でも日本 との交易は利益の上がる,有 利な交易と見ていたのではない

だろうか。彼らの商活動は,松 田伝十郎が統制を始める前から,中 国と樺太の間を往

復することで成 り立 っていた。つまり,三 姓や出張所で得た絹織物を宗谷や白主で間

接的に松前藩に売 りつけ,大 量の毛皮を得て,さ らにそれを中国側に売 りつける。ア
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イヌとの交易では,毛 皮の買い取 りに際して,ア ムールの同族や樺太のスメレソクル

らとの取引に近い水準の価格をつけなくてはならないが,松 前藩が関係する取引では

かなり安 く毛皮を仕入れることができたと思われる16)0彼 らの活動は基本的に絹織物

と毛皮の日本 と中国における価格の相違を利用 した巧みな商売であった。

　確かに,伝 十郎の改革によって白主での作法がやかましくな り,サ ンタソ人は窮屈

な思いをしなければならな くなった。以前ならば日本の役人は自分 らには当たらず触

らずの臆病な態度でいたものが,急 に日本式の礼儀作法を強要されたことから,初 め

て伝十郎に接したサソタソ人らはかな り驚いたことと思われる。しか し,当 初は全 く

意に介さないかのように伝十郎の通達を無視 した彼 らも,伝 十郎が本気で交易の改革

に取 り組み,ア イヌの負債を弁済するに至って,彼 を見直 し,信 用したのである。

　松田伝十郎の施策は必ず しもサソタソ人らに不利なものではなかった。というのは,

アイヌを相手にしていたのでは解消しそうにもなかった貸 し越 しが,彼 の登場でたち

まちすべて弁済され,彼 らにも利益があったか らである。また,ナ ヨロ以南ではアイ

ヌを相手に自由に商売ができなくなったとはいえ,白 主まで行けぽ彼 らが必要 とする

ものはすべて買い求めることができた。 日本の役人がクロテン,カ ワウソ,キ ツネな

どの毛皮や,ア ムール地域では財産とさえされていた日本製の鉄鍋や鋼の材料 となる

ヤスリや刃物を用意 していてくれたからである。恐らくサソタソ商人たちは年h毛 皮

と鉄製品を日本側に依存するようになり,サ ンタソ交易終焉に近い幕末期(1850年 代

から60年代)に は,公 営のサソタソ交易が彼 らの日常の経済活動の中に完全に根を下

ろしていたと思われる。すでに前期松前領時代からキジのブヤンコ,コ イマの トンコ

のような30年来の常連がいたが,公 営とされた後も何十年来ているという常連が少な

からずいたはずである。1853年(嘉 永6年)の 交易で,会 所での立会人 となった4人

も白主渡航の際には毎回出かける常連であった。したがって,1868年 に箱館奉行所が

サソタン人との取引を中止 したことは 【秋月　 1994:1791,サ ンタソ,ス メレンクルの

商 人たちにとっては決定的な打撃だったのではないかと思われる。

7-3　 白主に来航す る船団

　サソタン商人らが宗谷や白主の会所に来航するのも,三 姓や清朝の出張所に出向く

のと同じ夏であった。したがって,白 主で日本側と交易するともはや毛皮貢納へは行

16)そ のために幕府や松前藩は アイ ヌか ら毛皮 をかな り安 く買いたたいた り,中 葉強制 的に供

　 出させたが,だ か らこそ,ア イヌに とってはス メレソクルやサ ソタソと直接取 引 した方 が有

　 利だ った。
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け な くな る。そ の 場 合 に は,翌 年2年 分 を貢 納 して2年 分 の恩 賞 を 受 け る こ とにな る。

清 朝 の ア ム ール,樺 太 地 域 の 毛 皮 貢 納 民(辺 民)に 対 す る統 治 政 策 の 基 礎 と され た

1750年(乾 隆15年)の 大学 士 傅 恒 の上 奏 文V'よ れ ぽ,ア ム ール河 口周 辺 や 樺 太 な どの

遠 隔 地 の 住 民 に対 しては,1年 欠 貢 して も翌年2年 分 を収 め れ ぽ2年 分 の恩 賞 を 下賜

す る こ とが提 案 され て い た。 また,カ リヤ シ ンが述 べ る よ うに,冬 場 にそ りで 役 人 が

巡 検 に来 る こ とが あ り,そ の 時 に毛 皮 貢 納 を す る こ ともで きた 【中村 　 1982:605】 。

　 サ ンタ ン,ス メ レ ソクル らは 白主 に来 るに も船 団 をつ くって きた。 来 航 す る船 の数

は年 に よ って異 な って い た が,多 い年 には12,3隻 に も のぼ った とい う。1隻 あ た り

7,8人 が 乗 り組 む のが 普 通 で あ るた め,多 い 年 に は100人 近 く来 た こ とに な る。 ま

だ樺i太が 幕府 直轄 領 にな る前 の事 例 で あ るが,中 村 小市 郎 が1801年(享 和 元 年)に 白

主 で会 った サ ン タ ソ,ス メ レ ンクル らの来 航 者 の 内訳 をr唐 太 雑 記 』 に書 き残 して い

る。 それ を ま とめ た のが 表2で あ る。

　 この表 か らわ か る よ うに,1村 あ た り1隻 の 舟 が 出 され,そ こに7名 か ら8名 が 乗

り組 ん でい る。1801年 の来 航 数 は5隻,38名 で あ った。 出身 の村 は い ずれ もア ム ール

川 の沿 岸 に あ り,下 流 か ら タイ カサ ソ,コ イ マ ソチ ャ,モ ソコ ン,キ ソチ マ,シ ヤ リ

ソチ ャで あ る(各 村 の位 置 に つ い て は 図1を 参 照)。 この5村 の 内 ス メ レ ソ クル の 村

とい われ る タイ カサ ソは おそ ら く三 姓p案 に 出 て くるDa　 gasanか と思 わ れ る。 松 浦

茂 は ダ ソ ヴ ィル の地 図 に 見 られ るTaiと 同 じ村 で あ る と比定 して い る こ とか ら,「 タ

イ カサ ソ」 とはDa　 gasanあ るい はTai　gasanの 音 訳 で あ ろ う。 そ の位 置 は だ い た い現

在 の タ フタ村TaxTaあ た りと推 定 され る 【松 浦 　 1991:75,80】(以 下 三 姓棺 案 に登 場 す

るバ ラ名,ガ シ ャ ソ名 はす べ て 【松 浦　 1991]に 準拠 す る)。 他 の4村 は い ずれ も,三

姓 棺 案 と間 宮 林 蔵 の 記 録 に登 場 し,さ らに シヤ リンチ ャ以 外 は シ ュ レ ソ クの 民族 誌 に

も登場 す る。 コイ マ ンチ ャは三 姓 棺 案 で はKoiman　 gasan,間 宮 林 蔵 の資 料(『 東 　 地

方 里 程 表 』)で は コイ マ,シ ュ レソ クの 民族 誌 で はKOHMaと され,モ ソ コ ンはそ れ

ぞ れMonggolo　 gas`an・ モ ソ コ レ ・Moxron,キ ンチ マはKijin　 gasan・ キ チ ー ・KH耶,

シ ャ リ ンチ ャはJarin　 gasan・ ジ ャ レー(シ ュ レソ クの時 代 に は 消滅 して い た)で あ

る。 三 姓棺 案 に は さ らに そ れ ぞれ の ガ シ ャ ンに登 録 され て い た 人 々 の バ ラ名 も記 録 さ

れ てお り,Da　 gasan,　 Koffman　 gasanとMonggolo　 gasanの 人 々はFiyaka　 hala,　Jarin

ga§anはBurgal　 halaと され て い る17)O　Kijin　gasanは 収 貢 頒 賞 用 の 出張 所 が お か れ る場

所 とされ,そ こに登 録 され て い る毛 皮 貢 納民 は い な い。 逆 にKijin　 halaと 呼 ぼれ る バ

ラが認 定 され て い る が,そ の バ ラの メ ソ・ミー の居 住 地 はDoo　 Ung,　 Duwan,　 Hiyagi,

Niyuka,　 Dugajinの 各 ガ シ ャ ソであ って,　Kijin　gasanで はな い 。 しか し,そ こは18世
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表2　 1801年(享 和元年)に 白主に来航 したサ ンタン人

　　　　　 (中村小市郎 『唐太雑記』に よる)

乗組員 在 所 白主到着(行 程) 備　　考

◎ カンテツカ タイカサ ン 5月6日(4ヵ 月) この一行はス メレンクル。 カンテ ツカは

バ リガ
[Da　gasan] 40歳 ぐらい。樺太へは26年 ほ ど前か ら来

スイノ る。 この一行は冬場の二 月に 出立 し,犬

コイ コ ノ ぞりで間宮海峡を渡って,前 年に用意し

ア ツパ ノ ておいた船で海岸を南下 して,4ヵ 月か

ナナフ けて白主に来航。カンテツカは満洲語の

シシヤカ 通訳 もで きる。ヘヤ ツカは カソテツカの

ヘヤツカ 息子

◎ ブヤソコ キンチマ 6月3日(2ヵ 月) ブヤンコは30年来白主に来航。特に宗谷

キルバ [Kijin　gasan] のアイヌ出身の カ リヤ シンに は,以 前に

ブヲタカ (キ ジ,現 在の も松前平角,大 石逸平,最 上徳内らが事

タバ ツカ Marinskoe) 情聴取 したことがある。キルバに庖瘡跡

チ ヨ ワツ ケ あ り

バ ン トノ

カ リヤシン

チ ヨ ツ カ

◎ シヨシヨ モ ンコ ン 6月3日(2ヵ 月) シヨシヨは ここ10年 来白主 に来航。人物
　 　 "
ヲン フ ニ [Monggolo　 gasanj 善
シ ヨウナカタ (現在 のMogol) ショウナカタに庖瘡跡あ り

グウカ

シヤムチヤ

ケ ヲノ(ヘ カチ) ヘカチとは老人とい う意味。庖瘡跡

イ コヨ

ア コ

◎ トンコ コイマ ソチヤ 6月3日(2ヵ 月) トンコは30年 来 白主に来航。

フ ソタ ツ カ [Koffman　 gasan] ブヤ ンコ,シ ヨシヨらの船 と申 し合わせ

イ リベス (現在 のKoima) て,出 立。 出立の折 りは まだ雪 が残 って

カイボ いた とい う。

キセナ フンタ ツカ,イ リベ スは白髭

タアタ ワカ カイボは人物善

ホ ヨウ ホヨウは夷人すなわちアイヌ出身

夷人無名 無名の夷人は樺太イトイの出身

唐太奥地のヘカチ

◎ハ ロウ シヤ リンチヤ ・・ロウは前年(1800年)に 初 めて白主に

ア ト [Jarin　gasan] 姿を見せた。

アウタ ソカ (現在なし) ア トは老 人

ニシ ヤ ツ カ

ケウツカ

コ コ ウ

カ ツ コ ウ カツコウは夷人す なわちアイ ヌ出身
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紀 後半 の清 朝 の ア ム ール,樺 太 統 治 全盛 期 の 出張 所 で あ り,ア ム ール 下 流域 の物 流 の

中 心 とな った こ とか ら,先 住 民 で 住 み着 く者 も少 な くな か った よ うで あ る。 林 蔵 が 訪

れ た1809年,10年 頃 に は戸 数20,バ ラ ・イ ・ダ1人,ガ シ ャ ソ ・ダ2人,満 洲 通 訳 が

2人 もい るサ ソ タ ンの 中 心 的 な 村 で あ った 【間 宮1988b:129-130]。 カ ソテ ツ カに よ

れ ぽ1801年 当時 キ ソチ マに い た ・・ラ ・イ ・ダは ミウチ とい う人 物 だ った とい うがis),

そ れ は 三姓 椹 案 の1794年(乾 隆59年)か ら登 場 す るKijin　 halaの ・・ラ ・イ ・ダMilici

と同一 人物 か も しれ な い。Miliciは キ ジ よ り下 流 で左 岸 に あ る ドゥジ村 に相 当 す る と

思 わ れ るDugajin　 gasan　11戸 の管 轄 者 と され て い るが,実 際 に は 清朝 の役 人 が 毎年 来

る キ ジに 住 ん で い た のか も しれ な い。

　 この1801年 の 来航 例 では,必 ず し もす べ て の舟 が船 団 を組 ん で 同 時 に 白主 に 来 て い

るわ け で は な い 。連 れ だ って来 た の は コイ マ ンチ ャ,モ ソ コン,キ ンチ マ のサ ソ タ ソ

人 た ちで あ って,タ イ カサ ンの ス メ レ ン クル で あ る カ ンテ ツ カを リー ダー と した 舟 と

シヤ リンチ ャか ら来 た サ ンタ ン人 の ハ ロ ウの 舟 は 別 行動 で あ った 。 小 市 郎 の調 査 で は

キ ンチ マ の ブ ヤ ソ コ と コイ マ ソチ ャの トソ コは 前 述 の よ うに30年 来 白主 に 現れ て い る

常連 で あ り,モ ン コ ンの シ ヨ シ ヨ も10年 来 白主 に 来 て い る とい う。 つ ま り,こ の3人

は 日本 との取 引 を 得 意 とす る商 売 仲 間 で あ り,恐 ら く白主 に赴 く ときG'は 常 に行 動 を

共 に して いた と思 わ れ る。 モ ソコ ソ(モ ン ゴル)と コイ マ ソチ ャ(コ イ マ)は キ ソチ

マ(キ ジ)よ り下 流 に あ る こ とか ら,ト ソ コの舟 とシ ヨ シ ヨの舟 は ア ム ール を少 し遡

っ て キ ソチ マ で ブ ヤ ンコの一 行 と合 流 し,キ ジ湖 を わ た って 峠 を越 え て間 宮 海 峡 に 出

て,海 峡 を渡 って ノ テ トに着 く とい う,サ ンタ ソ交 易 の幹線 ル ー トを通 っ てや って き

17)Fiyaka　 halaと い うのは,現 在 の こ の地 域 の 先住 民 た ち の特 定 の 氏 族(バ ラ)の 祖 先 で は な

　 い。 そ もそ もFiyaka(費 雅喀,飛 牙 喀 と も表 記 され る)と は ア ム ール 川 の 最 も下 流 と樺太 北

　 部 にい る人 々を 指 した名 称 で,そ の 大 部 分 は現 在 の ニ ヴ フの祖 先 で あ るが,若 干 の ツ ン グー

　 ス系 の 住 民 も含 まれ て い た可 能 性 が あ る。 清朝 は毛 皮 貢納 民 を組 織 す る と きに な るべ く地 元

　 の社 会 組 織 を援 用 し よ うと して い るが,ア ム ール で も最 も下 流 の 地 域 や 樺 太 な ど遠 隔 地 で は,

　 地 域 単 位 で ま とめ,適 当 な 名称 を付 け てhalaに 仕 立 て 上 げ て い る。　Kij　in　halaも そ の一 つ で

　 あ る と考 え られ るが,Fiyaka　 halaは 最 大 の規 模 を 誇 って い た。 例 えぽ,乾 隆59年(1794年)

　 に は27の 村 落,45の 組織,264～265戸 か ら成 り立 って お り,役 職 者 もバ ラ ・イ ・ダ6名,ガ

　 シ ャ ソ ・ダ26名,デ オ テ ・ジ ュセ15名 が 登 録 され て い た 【遼 寧 省 棺 案 館 等 　 1984:37;松 浦

　 1991:102]O

　 　 Burgal　 halaは 現 在 の ナ ー ナ イ と ウ リチ に また が る バ ラの 一 つ で あ る,ブ ラル ・バ ラ

　 　 (Bural　hala)の 祖 先 に 当 た る と考 え られ る。 このバ ラはGuwelehen,　 Siljun,そ してJarinの

　 3つ の村 落,6つ の組 織,67戸 か らな り 【松 浦 　 1991:79,95】,Jarinに バ ラ ・イ ・ダが登 録 さ

　 れ て い た。 間 宮 林 蔵 が 出 会 った ジ ャ レー の 「ハ ラ タ」 は この バ ラの バ ラ ・イ ・ダだ った 可 能

　 性 が 高 い。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 '

18)　 『唐 太 雑 記 』 に は 次 の よ うに あ る。 「一 　 山 丹 キ チ の 乙 名 ミウチ,昔 よ りの 格 式 に て 満 州

　 人 来候 節 十 徳 ハ ラ タ と云 是 を 着,ヲ ム シ ヤに 出 る。唐 太 ナ ヨ ロの ヤ エ ン クロ も同様 な り。」1中

　 村1982:627】
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た と思わ れ る。

　 そ れ に対 して キ ソチ マ よ りさ らに 上流 の シヤ リンチ ャ(ジ ャ レー)か ら来 た ハ ロ ウ

は 中村 小市 郎 が 樺 太 に来 る前 年 の1800年 に初 め て 白主G'現 れ た とい う,日 本 との取 引

で は新 参 者 で,白 主 来航 の 日付 は わ か らな いが,恐 ら くブヤ ン コた ち とは 別 に や って

きた よ うであ る。 また,タ イ カサ ンの カ ンテ ツカは25年 来 白主 に来 て い る常 連 の よ う

だ が,タ イ カサ ソ村 が 他 の村 よ りも ア ム ール の河 口に 近 い 地理 的 な位 置 の 関 係 か,キ

ジ湖 経 由の サ ンタ ン交 易 の通 常 ル ー トは と らず,ア ム ール を 河 口 まで下 って か ら樺 太

西 海 岸 を南 下 す る とい うル ー トを と って い る。 しか も,彼 らは 海 峡 が まだ 凍 結 して い

る間 に い ぬ ぞ りで渡 り,海 開 け を樺 太 で待 って,舟 で 白主 に 赴 い て お り,到 着 も ブヤ

ソ コた ち よ り一 月 ほ ど早 い。 彼 ら も単 独 行動 だ った と思 わ れ る。

　 とこ ろで,こ の年 に 来 航 して きた サ ソ タ ン,ス メ レ ソ クル らの リー ダー であ る,カ

ソテ ッカ,ブ ヤ ソ コ,ト ンコ,シ ヨシ ヨ,ハ ロ ウは いか な る地 位 の 人hだ った のだ ろ

うか 。

　 カ ソテ ツカ につ いて は,中 村 小 市 郎 が 毎年 キ ジ の清 朝 の 出 張 に 毛 皮貢 納 にい く人 物

で あ り,し か も満 洲 語 が で き るため に来 貢 す る住 民 と役 人 た ち との 通訳 を して い る と

紹 介 して い る。 同 じ くブ ヤ ンコ も寧 古 塔 や 三姓 まで毛 皮 貢 納 に い く人物 で あ る。 した

が って,彼 らは 清朝 に毛 皮 貢 納 民(辺 民)と して 登録 され てお り,し か も朝 貢 や 交 易

の旅 に 出 る際 の リー ダーで あ る こ とか ら,バ ラ ・イ ・ダ,ガ シ ャ ン ・ダ とい った 地 位

に あ る者 と考 え られ る。

　 ち なみ に三 姓棺 案 のDa　 gasanに は バ ラ ・イ ・ダ とガ シ ャ ン ・ダが 一人 ず つ いた こ

とに な って い る。乾 隆56年(1791年)と 嘉 慶8年(1803年)以 降 の全 文 書 に は バ ラ ・

イ ・ダがDasinu,ガ シ ャ ン ・ダがHoyonggonuと い う人 物 に な って い る が,乾 隆59

年(1794年)だ け バ ラ ・イ ・ダがKaranu,ガ シ ャソ ・ダがHoyonggonuと い う組 み

合 わ せ に な って い る1松 浦 　 1991:98]。 松 浦 茂 が 指摘 す るま で もな く,嘉 慶8年 以 降

の 文 書 は機 械 的 に記 され た もので あ るの で,人 物 名 は 全 く信 用 で きない 。 それ ど ころ

か,乾 隆 時代 の もの す ら怪 しい。 とい うの は,ア ム ール川 の最 下 流 域 や 樺 太 の よ うな

遠 隔 地 の 人 々 につ い て は,三 姓 の役 所 も世 代 交 代 を把握 して い な い ケ ース が 多 い か ら

で あ る。 三姓p案 に は カ ンテ ツ カ,ヘ ヤ ツ カ親 子 に当 た る人 物 は見 当た らな い こ とか

ら,彼 らが正 式 に バ ラ ・イ ・ダや ガ シ ャ ン ・ダ に任 命 され て い たか ど うか は確 か で は

ない 。 しか しJ毛 皮 貢 納 に も応 じて い る と ころ を見 る と,少 な く と も清 朝 が 発行 した

村 の 代 表 と して の 証 明 書 「ピオ 」(nHo,詳 し くは 【佐 々 木 　1991:197-200,1996a:

129-131】 を参 照)を 所 有 す る人 物 だ った とは考 え られ る。Da　 gasanに は13戸 が 登 録
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され て い る こ とか ら,カ ソテ ツ カは毎 年 村 人 を 率 い てKijin　 gasanに 赴 き,13枚 の ク

ロテ ソの毛 皮 を納 め,バ ラ ・イ ・ダの恩 賞1セ ッ ト(蜂 抱 の 材料 と若 干 の 付 加 給 付),

ガ シ ャ ン ・ダ の恩 賞1セ ッ ト(彰 砲 の 材 料 と付 加 給 付),バ イ ・ニヤ ル マ(庶 民)の

恩 賞11セ ッ ト(毛 青 布 抱 の 材 料 と付 加 給 付,恩 賞 の 内 容 に つ い て は[松 浦 　 1994:

46-47;佐 々木 　 1996a:187】 を 参 照)を 受 け て いた はず で あ る。

　 ブ ヤ ン コは 小市 郎 が 白主 を 訪 れ る よ りも15年 も前 の1786年(天 明6年)に,大 石 逸

平 が 樺 太 を調 査 した際 に ヲホ トマ リ(大 泊,現 在 の コルサ コ フ市)で 出会 って い る。

それ に よれ ぽ,ブ ヤ ン コ(彼 は ビヤ ソ コ と聞 い た ら しい)は 満 洲 の 国守 か ら官 職 を 受

け,「 チ ャ ソケ」 とい う役 目を担 って い た とい う1最 上 　 1994a:102】19)0こ の 「チ ャ ン

ケ 」 と は 現 在 の ウ リチ 語 の ジ ャ ソギ ソ(3明rHH),ナ ー ナ イ 語 の ジ ャ ソ ギ ア ソ

(八5田rHaH,ま た はザ ソギ ア ソsaxrHax)に 相 当 し,満 洲 語 の ジ ャ ソギ ソ(janggin,章

京)に 由来 す る こ とぽ と思 わ れ る。 ウ リチ語 や ナ ーナ イ語 では 「役 人 」あ るい は 「長 」

を意 味 す る言 葉 と して使 わ れ る。最 上 徳 内 は 同 じ人 物 と思 わ れ る フ ヤ ソコに1792年(寛

政4年)に 白主 で 出会 ってい るが,彼 を 「満 洲 の 官人 よ り山 担 の 酋 長 に 許 され た る も

の な り」 と記 す 一 方 で,ま た 「ギ ヂ カ シ ン ダ といふ 役 人 な り」1最 上 　 1994b:1311と

述 べ て い る20)0し た が って,彼 の正 式 の位 階 は ガ シ ャ ン ・ダだ った の か も しれ な い。

サ ンタ ンら の い う 「チ ャ ソケ」 す な わ ち 「ジ ャ ンギ ン」 とは,清 朝 の 位 階 を持 ち,村

を統 率 す る よ うな役 目を まか され た 者 を意 味 す る一般 的 な呼 称 だ った 可 能 性 もあ る。

しか し,他 に も ガ シ ャ ン ・ダ とされ る者 が 同行 して い るに もか か わ らず,ブ ヤ ソ コだ

19)　 『蝦夷草紙』「山丹国　 サ ンタ ソの国の事」 の項には次の ようにある。

　 天 明丙午年大石逸平 と言,予 旧友な るが唐太 島の ヲホ トマ リと言所に到 りし時に,山 丹人此

　 処 に渉海せ し,其 中に条た る者三人あ り,其 人の名は ビヤ ンコと言,此 者 は満洲 の国主 より

　 官職 を受得 たる者 な りと言,此 者山丹国のキ ンチバ クを言処の有司にてチヤ ソケと言役 目す

　 ると言xり,其 一人は コバ クと言,キ ンチ・ミクのカシソタと言役 目をす る者 な りと言え り,

　 是は蝦夷地 の小使 と言役 目の如 し,其 一 人はキ ソタカと言者にて,山 丹 国 ツワンと言処 のカ

　 シソタ役な り,以 上三人各満州国主 よ り名を賜 りたると言え リ,然 らば文字 も有べ きなれ ど

　 も,且 てな し,吾 姓名を記す ことも能わず,や は り日本地の蝦夷土人の如 し,此 キ ソチバ ク

　 には一年 に一度ずつ来偶,青 玉等 を貢来 りて鉄,銅 類 と交易 して帰 ると言え り,一 後略一【最

　 上1994a:102】

　　 この 中 で 「キ ソチバ クの カ シ ンタ」 とされ る コパ クは三姓 棺案 の71号 文 書(乾 隆59年

　　 (1794年)ll月5日 付け)のKijin　halaのDugajin　 gasanの ガシャソ ・ダとされ るGebaku(格

　 巴庫)に 相当するか もしれ ない。一方,キ ンタカがカシソタを していた とされる ツワンにあ

　 た るDuwan　 gasanに はHondahanu(琿 達恰努)と い うガシャソ ・ダが登録 されているが,

　 これは同一人物 かど うかはわか らない。
20)　 『蝦夷草紙後編』 で最上徳 内は 「右 フヤンコはギヂカシ ンダとい う役人な り。樺太 島へ毎

　 年一回宛,二 十 ヶ年来往返す るもの也」1最上　1994b:131】 と記 してい る。彼の調査 の9年

　 後の1801年(享 和元年)に 樺太 を調査 した中村小市郎は 「フヤソコは凡そ三 十年来程 白主へ

　 参候由」【中村　1982:612】 述べているところか ら,徳 内の 「フヤ ソコ」 と小市郎の 「ブヤ ソ

　 コ」あ るいは 「フヤ ソコ」は同一 人物 であ るといxる だ ろ う。
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けが 「チ ャ ンケ」 と呼 ぼれ た の には わ け が あ るのか も しれ な い 。

　 後 の ウ リチ や ナ ーナ イ の 間 で は,ジ ャ ンギ ンあ るい は ジ ャ ンギ ア ソと呼 ばれ た人 は,

バ ラそ の他 の 集 団 問 の 係争 に際 して,裁 判 官 と して裁 判 を 主 催 し,争 い を調 停 した り,

犯 罪 者 に 刑 を 宣 告 して,そ の執 行 を 監 督 した り した と いわ れ る 【皿OnATKH　 1929:

187】。1930年 代 の ソ連 の 民 族 学 者 リプ ス キ ーA.H.　 JIHncK曲 の調 査 に よれ ぽ,ジ ャ

ンギ ア ンは清 朝 か ら与 え られ る称 号 の一 つ で,そ の地 位 を表 す 青 色 の玉 を頂 いた 帽 子

が 与 え られ た とい う 【佐 々木 　 1990:740,743】 。 ナ ーナ イ の 間 で は そ の 地 位 は バ ラ ・

イ ・ダの上 に位 置 して い た 。 三姓 棺 案 な ど中 国 側 の 公式 文 書 には,ア ム ール の住 民 で

満 洲語 の ジ ャ ンギ ソ(章 京)に 当 た る地 位 を 与 え られ た者 は登 場 しな い 。 しか し,バ

ラ ・イ ・ダ,ガ シ ャ ソ ・ダ,デ オ テ ・ジ ュセ,バ イ ・ニ ヤル マ とい った 辺 民制 度 の4

つ の地 位 の他 に,ポ ジ ホ ソ(大 量 の毛 皮 類 を清 朝 に 納 め る こ とで,旗 人 の 娘 や養 女 と

結 婚 した者)と い った 称 号 が あ った こ とか ら,特 に 地 元 で声 望 が あ り,ま とめ役,調

停 役 と して期 待 で き る人 物 に 「ジ ャ ンギ ソ」 の称 号 を 与 え た のか も しれ な い。

　 トソ コ,シ ヨ シ ヨ,ハ ロ ウ とい っ

た 他 の リー ダー た ち も清 朝 の辺 民 制

度 の 中 で比 較 的 高 い地 位 を 得 た人 物

だ った のだ ろ う。 小 市 郎 が 調 査 した

1801年(享 和 元 年)に 近 い,三 姓 棺

案 の1803年(嘉 慶8年)11月1日 付

け の72号 文 書 に よ れ ぽ,Koiman

gasanとJarin　 gasanセqま.バ ラ ・イ ・

ダ,ガ ン シ ャ ン ・ダ,デ オ テ ・ジ ュ

セ が,Mongol　 gasanに は ガ シ ャ ン ・

ダ とデ オ テ ・ジ ュセ が い て,そ れ ぞ

れ の ガ シ ャ ソに割 り当 て られ た 枚 数

の毛 皮 を 収 め て,恩 賞 を受 け た こ と

に な っ て い る[遼 寧 省4案 館 等

1984:181-182]。 た だ し,残 念 な が ら

三 姓 棺 案 に は そ れ ぞ れ に 該 当 しそ う

な 人 名 が 見 当 た ら な い。 清 朝 の公 式

文 書 に 登 録 され て い る 名 前 と地 元 で

の 通 称 が 食 い違 っ て い た か,世 代 交

表3　 白主 におけ るサ ンタソ船 の来航者

年 号 西　暦 船 数 人 数

享和元年* 1801年 5艘 40人

文化6年** 1809年 3艘 20人

文 化7年** 1810年 7艘 60人

文 化8年** 1811年 5艘 38人

文化9年** 1812年 5艘 40人

文政4年** 1821年 7艘 55人

文政5年** 1822年 10艘 77人

弘 化3年*** 1846年 7艘 45人

嘉 永6年*** 1853年 4艘 66人

安 政3年**** 1856年 1艘 6人

安 政4年**** 1857年 1艘 4人

安 政5年*** 1858年 5艘 46人

万延元年*** 1860年 7艘 54人

文 久3年*** 1863年 2艘 17人

元治元年*** 1864年 2艘 10人

慶応元年*** 1865年 5艘 39人

慶 応2年*** 1866年 1艘 7人

慶応3年*** 1867年 5艘 31人

　 *【中 村 　 1982:604,611-614)に よる

　 **【松 田　 19721に よる
***【高 倉　 1939:178]に よ る

****【東 京 大学 史 科 編 纂 所 　 1972:121
,706jYこ よ

　 　 る
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代などに よる人物の交替が文書の上に現れなかったためと思われる。

　 日本 と交易するためには,日 本で需要の高い絹織物や鷲鷹の尾羽などの商品をまと

まった量で揃えることができな くてはならない。そのためには三姓や出張所に毛皮貢

納に出向き,恩 賞を受けたり,清 朝の役人や毛皮貢納民どうしぞ交易をしなくてはな

らない。そのようなことができるのは清朝に毛皮貢納民 として登録された者であるか,

大量の毛皮を役所に納めて貴人の娘と結婚 してポジホンになった者である。そして,

そのような商売熱心な者を統率できるのはバラ・イ ・ダ,ガ シャン・ダといった役職

に任命された者(あ るいは古い任命書を手に入れてそれを管称する者もいたかもしれ

ない)と 考えるのが自然である。とい うのは,彼 らには村あるいは近隣の村hの 政治

的,社 会的 リーダーであることが求められていたからである。

　サンタソ,ス メレソクルらの白主来航は,前 述のように前期幕府直轄時代の間に幕

府直営 となり,そ の後 も松前藩や幕府の直接の統制を受けるようになっても,盛 んに

見られた。19世 紀初期から幕末までの60数年間に来航 したサンタソ,ス メレンクルの

舟の数の推移は表3に あるとお りである。記録のない年や,来 航が全 くなかった年 も

あるが,だ いたい少な くて3隻,多 い年には10隻 を超xる という傾向は結局幕末まで

続 くことになる。江戸幕府滅亡直前の1867年 でさえ5隻 も現れており,サ ンタソ人ら

は日本が取引停止を決めるまで日本との交易を望んでいたことがわかる。

8.商 品先渡 しの慣 習 とアイ ヌの負債

　サソタン,ス メレンクルらの商活動は無秩序な場当た り的なものではな く,清 朝を

相手V'し ても,日 本を相手にしても,ま たアイヌや ヲロッコ,ニ クブソなどの樺太の

地元住民を相手に していても,共 通する一定の慣習が見られたようである。それを体

系的に記録 している文献はないが,松 田伝十郎,間 宮林蔵らの著作やシZレ ンクやピ

ウスツキらの民族誌から断片的にそれらを知ることができる。

　その代表的なものが,も のの先渡 しによる取引である。例えば,間 宮林蔵は樺太に

おけるサソタン人とアイヌとの交易について,r北 夷分界余話』の中に次のような節

を加えている。

一　山丹夷来 る時は島夷 日hそ の仮屋に至 り相親みて交接す る事甚 し
。是 山丹夷諸物 を交

易す るのみにあ らず,又 諸物を貸す事あればな り。頑愚の情なれぽ後 日其価 を責 らるi事

も慮 らず,妄 に諸物を借 り来 り,終 に其債を贋ふ ことあたわず,サ ソタソ夷帰去 の時に当
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て其責 らる Σに苦み,遁 走 して山に入 る者 多 し。 然る時は明年 山丹夷又来 りて其債 を贋 し

め,其 贈をなす事 あたわ ざる者は,其 子 ・其兄弟 を率ひ帰て質 となす と云。

一 貸借の事素 より筆記 の事 とてはな く,其 贈 を責 るの時 に当て山旦夷 まま妄語 を以て強

る事多 し。故1/rfy相共 に其事 を論L`て 相僕撃す るにいた る事 少なか らず 。然 れ ども又 いつ と

はな く相和 して者 を貸す 事旧の如 に して帰 り去 ると云。奥地 ヲロッコ ・ス メレンクルの類

属 て交 易す るも亦大抵 か くの如 し。[間宮　1988a:61】

　アイヌの負債 とその解消のために松田伝十郎が奔走 したことについては,す でに述

べたが,こ こで問題にしたいのは,ア イヌがサ ソタソ商人等に多大な負債を負わされ

た本当の原因と,そ の直接のきっかけとなった,サ ソタン人のものの貸与,す なわち

商品先渡 し方式の取引の再評価である。

　 日本の調査者,研 究者は,江 戸時代以来樺太でのアイヌのサソタソ人への負債を,

アイヌの後進性に求めることが多かった。上記の引用の中でも間宮林蔵は 「頑愚の情

なれぽ後 日其価を責らる!事 も慮らず,妄 りに諸物を借 り来 り」 と述べている。 さら

に後の大友喜作や高倉新一郎などといった碩学たちも,例 えぽ 「蝦夷人の無智なる,

何時 しか山鞘人に借 り越 しを作 り」[大友　1972:99】,「次に山丹人を通 じた交易に於

いても,文 化程度の低かった樺太アイヌは,山 丹 と我が國人の間にあって極めて哀れ

な存在であった」【高倉　 1939:174]と 述べて,「純朴で無知なアイヌ」とい うステ レ

オタイプ化された虚像を基礎にして彼 らの負債を説明する。

　 しか し,今 日では文化の先進性,後 進性を云々しながらこのような問題を論ずるの

は論外であることはいうまでもない。 アイヌは貸借や信用貸 しとい う行為がいかなる

ことであるかを知 らないで,サン タン商人からものを借 りた り,前 借 りでものを買っ

た りしていたわけではない。また,サ ンタン商人側も相手を騙 して搾 り取るつもりで

前貸 し方式の売買をしていたわけでもない。例えぽ,バ ラ ・イ ・ダとい う清朝がアムー

ルや樺太の毛皮貢納民に与える最高の地位を持ち,し かもサンタソ,ス メレソクルか

らも畏敬 されていたナヨロのヤエソクルアイノ(ヨ ーチイテアイノの孫,子 という説

もある)で す らサ ソタソ人への負債を抱}て いた。彼などは,た びたびキジやデレン

の清朝の出張所に出向いて,サ ンタン,ス メレンクルはおろか,満 洲官吏とも接触 し

たことがあ り,サ ソタソ,ス メレンクルらの商慣習も熟知 しているはずであるが,前

借 りで購入 した商品の代金を払えないでいたのである。 したがって,ア イヌたちが商

慣習を知らないで負債を抱えいたわけではない。

　 アイヌの負債の理由を的確に言い当てているのは,そ れを最初に指摘 し,松 前藩の
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無策を摘発 した最上徳内である。少し長いが,『 蝦夷草紙後編』からその部分を引用

しておこう。

蝦夷錦は美 しい ものな りとて,紙 入に持ひ,青 玉を風鎮 にいた し,愛 玩すれ ども,顧 れば

蝦夷の身を異国Y'売 りた る代金な り。実に艦の塊 な り。 山靱へ取 られた る蝦夷 の女房や子

供は,錦,青 玉は,親 の身に夫 々の敵 よと歎 き哀め ども,借 金をせめ られ返すべ きや うも

なけれぽ,擦 な く一生の別れを して異国へ囚はれ,ま た残 りたる妻子は草 の根 を掘 りて喰

ひ,あ ぢ きな き命を長ひて生 きて も甲斐な き風情 な り。是皆松前 にて催促 して,錦,青 玉

を買上 る故な り。如此不仁な る事を数十年来知 らず に置 きた る こと,不 縛 とも申すべ き様

なき事 な り。其の上に錦,青 玉を国産 のや うに 申鰯 らし,諸 侯へ遣物 にいた したる も,実

は国産 には あらず して,此 上 もな き悪産 な り。満洲 の官人 どもは,日 本 の油 断なる事 を曾

て笑へ し事 ならん。た とひ数万両の金捨つ るとも,是 迄取 られたる蝦夷 を返 した く思ふ事

な り。[最上　 亘994b:462-463]

　彼はアイヌたちの負債が累積 し,つ いに人を負債の形に した り,人 身売買に及ぶよ

うになった理由の第一として,「皆松前にて催促 して,錦,青 玉を買上る故な り」と

指摘 し,さ らにサソタン商人の背後に 「満洲の官人 ども」がいることを指摘 している

のである。樺太での交易の主導権をサンタン人が握ってきた背景に清朝がいることは

既に最上徳内等の調査によって明らかにされてお り,幕 府もそれを承知 し,だ からこ

そ1807年(文 化4年)に は樺太を含む西蝦夷地も直轄化され,松 田伝十郎が樺太でア

イ ヌの招撫 と樺太における幕府の統治権の確立が図られるわけであるが,明 治以降の

研究者はその事実を過小評価 しているようである。もっとも,清 朝のアムール,樺 太

に対する統治がどの程度の効力を持 っていたのかについては,棺 案類を使った研究が

進展するまでわからなかったため,そ れは仕方がないことだったのかもしれない。

　樺太における清朝の支配力は少なくとも乾隆年間(18世 紀後半)の 段階では,実 効

性がきわめて高かったことは既に私が別の論文で指摘したとお りである。すなわち,

この地域での犯罪に対 して警察権 と司法権を行使できる状況にあり,記 録上は2度 ほ

どこの地域であった犯罪(い ずれ も住民 どうしの略奪事件や殺人傷害事件であ り,清

朝に対する反乱ではない)を 裁 くために三姓から役人が派遣され,犯 人の逮捕 と裁判

のための証人の喚問,そ して被害者への補償 までが行われている 【佐 々木　1996a:

145-148,1996b:23]。 サソタン商人たちはそのような清朝の力を背景として,自 信を

持 って樺太に乗 り込んできているわけで,そ れに対抗するためには,同 じように清朝

の力を背負 うか,ま たはそれに対抗しうる国家や政治勢力を背後に持たなくてはなら
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ない。

　しか し,樺 太のアイヌの場合,ナ ヨロのバラ ・イ ・ダの家系のものを除いては清朝

とは疎遠になってお り,清 朝の権威を背負 うことはできず,か といって,19世 紀初頭

まで,樺 太には清朝に代わ りうる国家勢力はまだなかった。松前藩は1790年 には白主

に会所を開 くが,彼 らは藩の利益のみを求めていて,清 朝がサソタソ,ス メレソクル

等に示 したような統治意欲をみせていなかったため,と ても樺太で清朝の力に対抗で

きるような勢力ではなかった。当時の樺太アイヌの多 くは国家やそれに匹敵する政治

勢力を背後に持たずに,サ ソタソ商人 と接触 していたため,政 治的に非常に不利な立

場に立たされていた といえる。サンタソ商人たちは何かあれば清朝が官吏や軍を派遣

して守って くれるとい う自信があるために,債 務者のアイヌに高圧的な態度で臨むこ

とができたのである。

　 日本では最上徳内が暴露 して以来,ア イヌのサソタソ商人への負債があまりにもク

mズ アップされてきたために,商 品先渡し式の売買が,サ ンタン商人がアイヌを騙

すための手段だったのではないかと思われがちであるが,実 はそれはサ ソタソ,ス メ

レソクルらにとっては当た り前の商慣習であ り,ア イヌを騙すために始めたものでは

なかった。とい うのは,中 国の文献には既に17世紀には松花江流域やアムール川流域

の毛皮貢納民たちが同じ方式で中国商人からものを購入 していることが知 られている

からである。例えぽ,呉 振臣の 『寧古塔紀略』には,次 のような一節が見 られる。

此三処倶無官長約束,為 人愚而有信義,有 与店家除綱椴麟服者,店 主択黒m張 為様,約

来年 照様還 若干,至 次年 必照様 還清。有他故亦必託人寄到。相去千里又不旧識而不爽約。

　…[呉振臣　 1993:10081

　 「此三処」というのは,呉 振臣が寧古塔に滞在 していた頃,松 花江からアムール川

流域の住民として中国側に知られていた 「フルハ」,「ヘジェ」,「フィヤカ」を指す。

フルハは主に松花江下流域から烏蘇里江流域,そ してアムール川の中流域に居住 して

いた人々で,太 宗時代の征討を受けて以来康煕初期まで(つ ま り1630年代から70年代

まで),東 北辺民制度で中心的な役割を果た した人々,つ まり清朝が クロテソの毛皮

の供給を仰いだ人々であった。彼らは1673年(康 煕12年)か ら1732年(雍 正10年)ま

で続 く新満洲八旗の編成によって,辺 民ではな くなるが,『柳邊紀略』にも記 されて

いるように,17世 紀中期 ぐらいまでは魚皮を着用 していたため 【楊賓　 1985:351],「魚

皮　子」と呼ぼれた。「ヘジェ」はフルハの下流にいた人々でかつては 「使犬部」 と
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も呼ぼれていた。「ヘジェ」と呼ぼれる人々の範囲は時代によって微妙に異なるが,r寧

古塔紀略』やr柳 邊紀略』が書かれた前後の17世紀後半から18世紀初頭 ぐらいの時代

には松花江とアムール川が合流する地点から下流にいて,新満洲入旗に編入 されずに,

辺民(毛 皮貢納民)に とどまっていた人hを 指 している。彼らの清朝への本格的な入

貢は清朝がアチャン要塞でE・ ババーロフが率いるロシアコサ ック軍に破れた翌年の

1653年(順 治10年)で ある。

　 「フィヤカ」はヘジェのさらに下流,つ まりアムール川の河口近くから樺太にかけ

て居住する人hと される。その分布域から今日のニヴフの祖先とする説が有力だが,

アムール上では明らかにツソグース系の言語を話す人hが いた村までその分布域に含

まれていることから,ニ ヴフ語を話す人だけを限定的に指 しているわけではない。彼

らの清朝への初めての入貢は,シ ャルフダがステパノフ率いるロシアコサック軍団を

打ち破った翌年の1659年(順 治16年)で ある。

　彼らは17世紀のアムールをめぐる露清紛争の時にはその戦いに巻き込まれ,清 朝,

ロシア双方からクロテンの毛皮を収めることを強要されたが,最 終的には1689年 のネ

ルチソスク条約でアムールが清の支配下に置かれることで,清 朝に毛皮を収めること

が決定的になる。r寧 古塔紀略』によれぽ,彼 らは毎年旧暦の夏5月 に舟で寧古塔ま

で毛皮を納め,恩 賞を受け取 りにやってきたとい う1呉振臣　 1993:1008】。その際に

寧古塔にいた商人たちと私的な商取引も行われていた。その時の彼らが代金後払い方

式でものをよく購入していたのである。

　上記の引用部分で 「有与店家除綱鍛蜂服者」とあるが,そ の時に内地から来た商人

から代金後払いで鍛子や蟻抱を購入していたものがいたとい う事を意味 している。

「除」(または除)と いう字は代金後払いでものを購入するという意味である。そして,

購入者は商品の代金をあらか じめ決めておいた量の毛皮で支払 うことを約束 し,支 払

いに関しては決 して約を違えることがなかった。時に事情があって購入 した本人が支

払いに来れなくても,代 理のものに持って行かせ,た とえ相手が遠方のものでも,旧

知のものでなくても,約 を違えることはなかったというのである。そ して,呉 振臣は

そのようなフルハたちを評 して 「為人愚而有信義」 と述べているのである。この表現

は,近 世以後の日本の調査老や研究者たちのアイヌ評と同 じレベルの気質論である。

　 代金後払い方式の取引とは表現 していないが,ものの貸与はサ ソタンの隣人であ り,

アイヌの隣人でもあるスメレソクルも盛んに行っていたようで,林 蔵は 『北夷分界余

話』の中で次のように述べている。
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「一,此 夷種諸物の貸借を なす事,朋 友睨近の者はいふに及ぼず,遠 境隔土の者 といへ ど

も忌偉す る事 なし。」【間宮 　1988a:85】

　 「諸物の貸借」 とは代金後払い方式の取引だけとは限らないが,そ の取引も結局は

「貸 し借 り」 となるので,「除」とい う字で表現される取引を含んでいる。 この引用

の中の 「遠境隔土の者 といへども忌揮する事な し」とい う一節は 『寧古塔紀略』の中

の 「相去千里又不旧識而不爽約」とい う表現と一致 している。17世 紀のフィヤカには

林蔵のスメレンクルの祖先も含まれ,ヘ ジェにはサ ソタンの祖先が含まれていること

を考え合わせると,「除」,す なわち代金後払い方式の取引は,林 蔵の時代までに既に

100年以上にわたって変わらず続けられてきた伝統ある商慣習であるといえるだろう。

　 この商慣習は林蔵の時代以後も続けられていたとみえ,シ ュレンクもアムール ・ギ

リヤークが ウイルタに対 して自分に有利なように商品先渡しによる貸付を行って,彼

らを負債で縛 り付けていることを述べてお り【LIIPEHK　1899:289】,19世 紀末期にサ・・

リン東海岸を調査 したピウスツキも,彼 らがサハ リソ東海岸のギ リヤークに対 して同

様のことを行 っていることを報告 しているlnH∬cy八CK曲 　1898:25】。

　 アイヌの負債 とそれによる困窮が しば しば報告されたため,日 本の多くの研究者は

この慣習を悪であると決めつけているが,ピ ウスツキらの報告をよく読めばその よう

に単純な評価を与えることができないことがわかる。彼によれぽ,東 海岸のギリヤー

クは毎年秋の終わ りにやって くるアムール ・ギ リヤークたちから慣習にしたがって前

貸 ししてもらうことで,や っと狩の装備や食料など手にいれて冬の狩猟に出ることが

できたとい う。彼 らはアムール ・ギ リヤークたちを救世主 として待ちこがれていた

ItlHACYRCKHY【　 1898:26】o

　現代的な感覚で見れば,文 書記録を持たないサソタソやスメレソクルたちにとって

も,商 品先渡し方式の取引は債権焦げ付きの危険が非常に高いはずである。しかし,

そのような取引を17世 紀以来200年 も続けてきた とい うことは,彼 らの間では購入 し

た商品に対 しては必ず翌年にその代を毛皮で支払 うという約束が忠実に実行されてい

たことを意味 している。彼 らは決 して 「狡猜」なのではなく,漢 族から見れぽ 「為人

愚」と見えるほど,信 用を重んじていたのである。究極の理由は松前藩の苛敏訣求に

あれ,ア イヌはその信用を踏みにじっていたのである。サンタンのアイヌに対する迫

害に見えたものは,い わぽ信用を裏切 り続けたことへの報復であ り,償 いを求めたに

すぎないともいえるだろう。ただし,時 の樺太をめぐる政治情勢が彼らに有利に働い

ていたために自信過剰にな り,そ の行動に傍若無人なところが目立ったのも事実であ
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る。

　松田伝十郎は,彼 らの過剰 な振 る舞いに対 しては実力行使を行ったが,基 本的には

彼らの信用を得ることに務めている。アイヌの負債をすべて弁済するにとどまらず,

約束を確かなものにするために差し出させた 「手印」(実際には小刀)も,約 束が履

行されると即座に返還するなど,サ ンタソ商人等に対 して,自 らが信用するに足 る人

物であることをアピールしている。それが彼の樺太統治の成功につながっていくので

ある。

9.交 易 の政治性 と経済性 のバ ランス

9-1時 間的な変遷

　サ ソタソ,ス メレンクルらと清朝 との接触を清朝側から見れぽ,建 前上は朝貢が第

　 S・的であ り,公 式に認められた交易がそれを補 う制度であって,そ れ以外の官吏や

商人たちの私的交易はあくまでも黙認されているだけで,朝 貢 と公式な交易とに付随

した活動にすぎない。それに対 して,サ ソタン,ス メレンクルらに とってはクロテン

の貢納による恩賞の受給とともに,そ の周囲で行われる満洲官吏や漢族商人(三 姓の

場合に限る)と の交易にも大きな魅力があ り,両 者とも三姓やキジ,デ レンの出張所

に出向くための主要な動機である。一方,樺 太での日本側との接触では,基 本的には

双方 とも経済的な利潤が目当てであって,そ こには支配,被 支配関係のような政治的

な利害関係は介在 していない。特に松前藩はサンタソ,ス メレソクルに対 しては,徹

底 して政治的な不干渉主義を貫 こうとした。 しかし,ア イヌのサソタソ商人らに対す

る負債の問題が表面化すると,ア イヌを臣従させて北辺における安全を維持しようと

する幕府が,そ の保護のためと称 して交易活動に統制を加えてくるために,純 粋に経

済的な関係に徹することはできなくなる。したがって,サ ンタソ,ス メレンクルらも,

幕府 と取引するときには,清 朝への朝貢と同 じように,交 易場におけるやかましい作

法に従わなくてはならない。サソタソ,ス メレソクルらアムール,樺 太の住民の国家

との交易や朝貢を通 じた接触は,経済的な側面 と政治的な側面の両方を合わせ持つが,

両者のバランス は時代や居住地域によって必ずしも一定してはいなかった。つまり,

経済的な側面が強い時代 もあれぽ,政 治的な側面が強調される時代もあ り,経 済的な

利益のみを求めて接触を求める者もいれば,支 配 ・被支配関係を重視して儀礼や手続

きを重視 し,そ れを守ることでより高い位階を国家から得て,自 分たちの社会での地
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位を高めようとする者 もいた。本稿の最後に結論に代えて,こ の交易の政治性 と経済

性のバランスについて論 じておこう。

　まず,時 代による変遷か ら見ていこう。サンタソやスメレンクルなどのアムール,

樺太の住民 と清朝との関係では,臣 従と保護というの政治的な上下関係を象徴化 した

「朝貢」という行為の比重が17世紀後半から18世紀中期にかけて増大する。それはち

ょうど清朝が辺民制度を整備 してい く過程に当た る。 しか し,辺 民制度が完成 した

1750年代を最盛期として18世紀末期から交易という経済的な行為の比重が高まり,朝

貢とい う政治的な儀礼性の重要性は下降線を辿る。

　 17世紀,18世 紀の状況については,住 民自身の意識を直接示す資料はないが,状 況

証拠を挙げることはできる。まず,17世 紀後半の段階では,彼 らにとって非常に恐ろ

しい存在であった ロシアコサックたちの脅威から自らを守るために清朝の保護が必要

であ り,そ れを得るためには清朝に臣下の礼をとって朝貢しなければならなかった。

その際には清朝が指定するクロテンの毛皮の貢納が不可欠ではあったが,そ の恩賞が

彼らにとって非常に魅力ある錦などの繊維製品であったために,清 朝への朝貢は彼ら

にとっては一石二鳥の制度であった。

　 ロシアの脅威は1689年 のネルチンスク条約で表向きには解消されたとはいx..,そ れ

までの恐怖は一朝一夕には消えるものではない。また,清 朝の辺民体制の整備ととも

に,住 民の社会も清朝の統治体制に即 したものに変化 しつつあ り,バ ラ・イ ・ダ,ガ

シャン ・ダのような清朝の位階を得た方が社会的地位を高めるのに役立つ ようになり

始めていた。 したがって,17世 紀後半か ら18世紀中期までの時代では,朝 貢という行

為が彼らにとって重要であっただろう。間宮林蔵のサハ リソでの調査でも,当 地のス

メレンクルやアイヌたちが清朝への朝貢を始めた当初(雍 正後期から乾隆初期,す な

わち1720年 代から30年代)は,朝 貢を重視 して毎年キジの出張所に赴いていたことが

示唆されている。また,乾 隆年間に満洲旗人の養女を嬰るポジホンの記録が多いのも,

当時はまだ清朝の権威が高 く認識 されていたことをよく示 してお り,三 姓やキジの出

張所に赴 くことが,朝 貢の義務を果たし,清 朝を利用して自らの威信を高めることに

なると広 く意識されていたことを示唆している。

　 しか し,辺 民制度が完成 し,制 度が固定化 し,高 い地位を認められ,高 価な恩賞を

受けられる役職の数 もそれ以上増える可能性がな くなると,登 録されていない人間が

新たに朝貢に出向 く意味がなくなる。 したがって,住 民全体に朝貢に対する積極性が

見られなくなる。既に18世紀の後半 ともなれば,ロ シァ コサックの脅威は伝説にすぎ

なくな り,た まに現れることがあっても,自 分たちで撃退できた21)019世紀には樺太
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の住民に対する支配権をめ ぐって日本 という新たなライバルが現れるが,17世 紀の露

清紛争のように日清が軍事的に衝突することはな く,両 者が政治的に対決することさ

えなかった。樺太でもアムールでも基本的には1850年 代までは平和な状態が続いたの

であるz2)0したが って,こ の時代にはもはや清朝に積極的に安全保障を求める理由も

なくなっていたのである。

　そ して,そ れと平行するように,18世 紀後半から日本側の錦の衣服や生地,鷲 鷹の

尾羽などに対する需要が増大 し,恩 賞の錦類に対する経済的な重要性が高まった。 日

本側は錦や鷲鷹の尾羽を彼らから見れば気前良く高値で引き取 ったために,恩 賞や交

易で手に入れる錦類はステイタス ・シンボルというよりも,大 きな利益を見込める大

事な商品 と化 した。したがって,朝 貢に赴 く理由も,清 朝の保護を求めた り,社 会的

地位を向上させることから,恩 賞の受け取 りと非公式に行われる満洲役人たちとの交

易の方に移ってい く。辺民制度が完成して以来の平和で安定した時代の中で,清 朝 も

サソタソ,ス メレンクルの商人たちも,経 済的な利益の方を優先するようになったの

である。その傾向は既に林蔵がデレソを訪れた当時には顕著になってお り,デ レンで

の交易の活況がそれを何よりもよく物語っている。住民と清朝との経済的な関係が肥

大化した結果,本 来の統治機構の一環としての収貢頒賞の制度は急速に形骸化 してい

く。

9-2　 地域的な偏差

　 次Y'地 域 に よる相 違 に つ い て見 てみ よ う。 ア ム ール,樺 太 地 域 の 住 民 は 国家 との関

係 の あ り方 にお い て,だ い た い三 つ ほ どの グル ー プに分 け る こ とが で きる。

　 まず 第一 は,サ ンタ ソや ス メ レ ン クル(シ ュ レン クのい うオル チ ャや ア ム ー ル と樺

21)18世 紀の後半 に,サ ンタ ン,ス メ レソクルた ちの土地ヘ ロシア人は2度 現れ ている。1度

　 は間宮海峡に入 り込 み,大 陸側に漂着 したが,全 てサ ンタ ンらに殺 され,舟 は略奪 され て し

　 まった[松 田　 1972】。 も う1回 は樺太東海岸に5人 の ロシア人が漂着 し,ア イ ヌと親交 を結

　 ぶ よ うにな ってか ら西海岸に出て逗留 中,サ ンタソらと諄いを起 こし,4人 が殺 され,1人

　 だけ生 き残 って クシュンナイで幕府か ら派遣 された調査官 の一 行に助 けを求め た。 しか し,

　 松前藩士がサ ソタソ人 の要求 をいれて彼 らに渡 して しまったために,結 局は殺 され て しま う

　 【最上　 1994b:132-133】 。

22)　 レザ ノブが長崎での幕府 との交渉が不調に終わ った ことへの報復 として出 した命令V'よ っ

　 て,1806年 に露米会 社の士官 のフヴ ォス トフとダヴ ィ ドブが樺 太 アニワ湾を襲撃 して,ク シ

　 ュンコタンの 日本側 の小屋 を焼 き払 った ことがあ った(1807年 にはエ トロフか ら利尻 まで襲

　 撃 し,番 小屋を焼 き払 うとともに 日本側 の番兵を捕虜 に している。 注ll)参 照)。 しか し,

　 これは一時的な争乱 であ って,基 本的には清 と日本 と住民たちに支xら れたアムール ・樺太

　 地域の平和は乱 されていない。樺太 とアムールに再び軍事的な緊張が高 まるのは,1850年 代

　 の ロシアの再進出の後であ り,特 に顕著 にな るのは,日 本で明治政権 が誕生 して,帝 国主義

　 的近代 国家 として ロシアと,樺 太や朝鮮,中 国東北地方をめ ぐって勢力争いを始 める19世 紀

　 末期か らである。
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　太西海岸のギ リヤークなど)の ように,居 住地が交易の幹線ルー ト上にあり,な おか

　つアムールでも最も下流の地域やサハ リン西海岸でも北寄 りなど,国 家の支配拠点か

　 らより離れた所にいる人hで ある。彼らは国家 と深い関係を持ち,互 いに影響を及ぼ

　 し合 うが,政 治的,社 会的な影響関係より,経 済的な結びつきの方がはるかに強い。

　 したがって,朝 貢のような政治儀礼よりも交易の方が比重が高い。

　　サンタソやスメレソクルにとっては清朝や満洲役人たちは定期的に接する相手では

　 あるが,次 に述べるヘジェ(ナ ーナイの祖先たち)ほ どは身近に感 じられなかっただ

　 ろう。17世紀にやってきたロシア人は凶暴ではあったが,清 朝よりも先に接触を始め

　た相手であ り,自 分たちの自由を束縛 して 「統治」 しようとしていた点ではロシアも

　清も変わらない。 ロシアは暴力でヤサークの支払を命 じたが,清 朝 もロシアの脅威 よ

　 り守って くれるとはいえ,結 局は武力を背景に朝貢を強要 してきたわけで,ク ロテソ

　 の毛皮を定期的に払わされることについては同じなのである。しかし,朝 貢の見返 り

　 として渡 される恩賞には魅力があ り,派 遣されてくる役人たちとの交易もまた魅力的

　 であった。 また,自 分たちの居住地が大陸と樺太との接点 とい う交通の要衝にいると

　 いうことも自覚 されていた。したがって,彼 らにとっては義務としての朝貢よりも権

　利としての交易の方が重要であ り,朝 貢に応 じても恩賞をあ りがたく受け取るという

　 よりは,恩 賞で受け取った錦を使った日本側との交易の方に関心が動いてしまう。彼

　 らにとってはバラ・イ ・ダ,ガ シャソ・ダなどは一応地元での権威の増強には役立つ

　が,清 朝の官位ではなく,三 姓や出張所での取引を保証する称号にすぎない。先にシ

　 ュレンクから引用 した三姓におけるギ リヤークとゴリド(ナ ーナイ)の 満洲官吏や漢

　族商人に対する対応の違いはこのような朝貢と交易についての意識の相違を如実に表

　 しているものといえる。

　　 日本との関係では,も とよりサンタン,ス メレソクルらは純粋に経済的な関係だけ

　 で満足 しているのであ り,日 本側でも松前藩も幕府 も彼らに政治的な力を及ぼす気は

　 なかった。松田伝十郎が 日本式の礼儀でもって交易場である会所の風紀を取 り締まる

　 と言い出し,実 力行使に出たときには,そ れなりに警戒 したかもしれないが,結 局彼

　がアイヌの負債を全て返済 して自分 らに利益をもたらす と,逆 によき経済的なパー ト

　 ナーとして再認識 した と思われる。彼 らが幕末まで熱心に松前藩や幕府 との交易を続

　けたものも,日 本を交易相手として信用 していたからだともいえる。

　　第二のグループは,コ ルデッケ(ヘ ジェ,ゴ リドあるいはナーナイ)や アイヌのよ

/う に,交 易路の幹線ルー ト上にいて,な おかつ国家の支配拠点 の近 くにいる人々であ

　 る。彼らにとっては国家 との関係が経済だけではすまず,政 治的,社 会的な関係が第

753



国立民族学博物館研究報告　　22巻4号

一グループよりはるかに深 くなる
。

　例えば,中 国側でヘジェと呼ばれた人h(比 較的下流にいてサンタンに隣接してい

た人々が日本側からコルデ ッケと呼ばれた)に とっては,満 洲は最も身近な隣人であ

り,清 朝は親近感を覚える国家であった。彼 らの直接の祖先を含む17世紀の使犬部は

ヌルハチが女真諸部を統合 している時から接触を持ち,臣 従 しているのであ り,太 宗

の時代にはその中から朝貢に応じるものが現れてフルハ部の一員とな り,最 後には満

洲八旗の一員にまでなっている(例 えばゲイケル ・バラやウジャラ ・バラの一部 【佐

々木　1994])。 キジやデ レソの出張所に派遣される官吏たちだけでなく,三 姓で毛皮

収貢に従事 している佐領以下の役人たちも,元 をただせぽ同 じ毛皮貢納民であ り,祖

先は自分たちの仲間であった。また,彼 らの祖先は17世紀の ロシアコサックの侵略の

時には清朝 とともに戦い,苦 杯を嘗めた り,勝利に酔った りした経験を共有している。

このような歴史的な経緯があるために,現実には辺民として差別されているとはいえ,

彼らには建て前上は満洲旗人と婚姻関係を結べるなど,同 等の地位を与えられ,特 殊

なものとはいえ,バ ラ ・イ ・ダ,ガ シャン ・ダなど清朝の制度に則った官職にも就け

た。辺民から八旗が編成されるときにはバラ ・イ ・ダが佐領に任命されていたことか

ら,両 者が同等の地位とみなされていたことが伺える。辺民からの満洲八旗の編成は

1732年を最後に中止されるが,帝 国主義諸国の侵略によって国境地帯が騒然としてき

た19世紀末期には,松 花江流域に残っていた辺民に出自を持つ人hか ら八旗編成が行

われているところを見ると,辺 民の八旗予備軍としての地位は変わらなかったとい う

ことになる。

　朝貢はヘジェと呼ばれた人hに とっては清朝に対 して果たすべき義務であ り,そ れ

を果たすことで自らの威信も高まると信 じられていた。ヘジェやその子孫である後に

ゴリドやナーナイと呼ぼれる人々は,清 朝側から高い信用と期待を寄せ られるととも

に,彼 ら自身も満洲に文化的に近いこと,清 朝から高い位階を得ることが社会的なス

テータスの上昇を意味することにな り,満 洲の影響が社会,文 化の隅々に及んだ。清

朝から受けた地位は1930年 代までは通用 していたことが私自身の調査でも確i認されて

いる 【佐々木　 1991]。 したがって,彼 らにとっては朝貢が第一義であ り,交 易は二義

的であった。 しかし,そ のような満洲=清 朝 との関係の深さはまた,同 時に反発も呼

び起こす。 シュレンクが観察したゴリドたちは,欲 の深い満洲役人らを 「シンゲリ」

(クマネズ ミ)と 呼び,嫌 っていたという。似たような状況はアイヌにもあ り,ア イ

ヌと松前藩,幕 府の関係は,親 近感 と反発が複雑に入 り交 じる。それは関係が深い故

である。
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　第三のグループは,ア ムール本流から樺太西海岸と続 く交易の幹線経路からはずれ

た地域にいる人々である。例えぽ,日 本側の呼称で,ヲ ロッコ(ウ イルタ),ニ クブ

ソ(樺 太東海岸のギ リヤークまたはニヴフ),キ ーレソ(ア ムール左岸からオホーツ

ク海沿岸あた りの広大な地域にいたツングースまたはエヴェソキ),キ ヤカラ(沿 海

州の山岳地帯あるいは海岸地帯にいた人々で現在のオロチ,ウ デへの祖先),イ ダー

(アムグソ川流域にいたネギダールの祖先)な どである。彼らは交易の幹線か ら離れ

ていたために,政 治,社 会,経 済,あ らゆる面で国家との関係が薄かった。 ヲロッコ

は毎年クシュソコタソまできて松前藩や幕府 と接触 し,錦 や鷲鷹の尾羽を米,酒,毛

皮などと交易したが,そ の規模はサ ンタソ商人に比べるとはるかに小さい。そして,

彼らが持参 してきた錦類もサンタン商人から仕入れたものが多く,彼 ら自身がキジや

デレソの出張所に赴いて,毛 皮貢納や交易で仕入れたものは少ない。まして,三 姓ま

で出向 くものはいなかった。

　彼らの多 くはサソタソ,ス メレソクルにとっては毛皮の供給者であ り,ま た木綿や

鉄製品,食 料品など中国,日 本製品を売るための市場でもあった。したがって,サ ン

タン交易全盛期の18世紀後半から19世紀前半には,サ ソタソ,ス メレソクルに比べる

と物質的な豊かさ,国 家 との関係の成熟度では劣勢に立たされていたと思われる。実

際,ヲ ロッコやニクブソなどはサンタンやアイヌらに比べれば,日 常の衣食住におけ

る中国産品や 日本製品の比重が低かった。そして,シ ュレソクや ピウスツキが指摘す

るように,ウ イルタや東海岸のギリヤークはアムールのギ リヤークらに毎年負債を重

ねていったのである。

　 このように,ア ムール,樺 太地域の住民の朝貢や交易を柱 とした周辺国家との接触

状況を整理すると,本 稿で記述の中心に据Txた サンタン,ス メレンクルの商人たちの

18世紀末から19世紀前半にかけてのサソタン交易全盛期の時代の商活動は,国 家との

関係において経済的な側面が際だって高いものだったことがわかる。彼 らはその居住

地の特性と清朝の支配のもとに保たれた平和な時代を背景に,交 易でもって人hを 結

びつけていたのである。それは単に地元の住民だけでなく,日 本と中国という二つの

国家さx..結びつけていたのである。その活動は,当 のサンタン,ス メレンクルらに巨

大な利益をもたらし,そ の物質文化,精 神文化をより豊かにした。その利益がどのく

らいの量であり,い かにして彼らはそのような富を得たのか,そ してその富はなぜ,

いかにして消えていったのかなどについては,ま た別稿で論 じたいと思 う。
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10.結 論

　以上の議論から,サ ンタン,ス メレソクルの交易活動を総括すると次のような特徴

を指摘することができる。

1)サ ソタソの商人が概ね松花江,ア ムール川下流域から樺太西海岸のいわゆる交

　 易の幹線経路を中心に活動 し,日 本と中国との仲介交易によって利益を上げて

　 いたのに対 して,ス メレソクルの商人はどちらかといえぽ面的な広が りをもっ

　 て活動 し,日 本や中国の製品をアムール,樺 太地域に普及させる役割を果た し

　 ていた。ただ し,彼 らの活動域は時代によって変化 してお り,特 にスメレγク

　　ルの活動は19世紀初期 まではアムール川本流上の活動範囲が最下流域に限 られ

　　ていたものが,清 朝の出張所の後退とともに上流に拡大 し,19世 紀中期には三

　 姓 まで広がっていた。

2)サ ソタン,ス メレソクルの交易活動は特定の交易の場を定めないで,村 々を回

　　る場合(海 岸や川岸に白樺の樹皮で覆った仮小屋を建てて客を待つ場合 と,家

　　々を訪問する場合とがあった)と,市 のような特定の交易の場が設定される場

　 合とがあった。後者のケースでは,清 朝の出張所(満 洲仮府)や 有力なバラ ・

　　イ ・ダのいる村などがそのような場 とされた。

3)サ ソタソ,ス メレソクルらの交易船は,松 花江方面にい く場合でも,樺 太方面

　　に赴 く場合でも,1村1船 のケースがほとんどで,そ の リーダーはバラ・イ ・

　　ダ,ガ シャソだといった清朝の役職に任命 されている村の有力者が勤めた。1

　　つの村が単独で出かける場合もあったが,近 隣の2,3ヶ 村が船団を組んで出

　　かけることが多か った。

4)サ ンタン,ス メレンクルらの間には 「交易」と 「朝貢」との概念上の明確な区

　 別がなされていた。

5)サ ソタン,ス メレソクル商人の商慣習は商品先渡 し,代 金後払いの信用取引が

　　主体であった。18世紀末期に 日本で有名になった樺太 と宗谷のアイヌのサソタ

　　ン人への負債の問題は,単 に松前藩の搾取ぼか りでなく,こ の地域の政治的な

　　力関係 と商慣習をも勘案 して解釈 しなければ,こ の地域の先住民について,従

　　来のような 「アイヌ=純 朴 ・愚昧,サ ソタソ=狡 猜,好 智」 といった誤 ったイ

　　メージを増幅させることになる。
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6)サ ソタソ,ス メレソクルの交易活動は,そ の時代の政治的な条件に大 きく左右

　　された。18世 紀前半までの清朝辺民制度確立期,す なわち清朝が積極的に樺太

　　にまで官吏を送 り,政 治的のみならず司法的にも介入してきた時代には,経 済

　 的等価性の高い交易よりも政治性,儀 礼性の高い朝貢の方が重視されたが,18

　 世紀末期 より次第に清朝の政治的な規制が弛むとともに,交易の比重が高まり,

　　サンタン,ス メレンクルたちの朝貢の旅もむ しろ交易の旅という性格を強くす

　　る。また,朝 貢 と交易の比重は,地 域差もあった。サンタソ,ス メレソクルら

　　が交易活動を積極的に行えたのは,そ の居住地が交易ルー トの幹線上に位置し

　　ながら,国 家と適当な距離を保てるという好条件に恵まれていたからである。

7)サ ソタン交易の繁栄は,中 国と日本 との間の樺太をめぐる政治的,経 済的な均

　　衡によって支えられていた面が強い。そのために,そ の均衡が崩れると,こ の

　　交易は存続 し得ない。交易の幹線ルー ト上で活躍 していたサンタン商人らが19

　　世紀後半(特 に1870年 代以降)か ら急速に姿を消すのは,そ のためであると考

　　えられる。それに対 して中国 ・日本との仲介交易だけでなく,地 元住民にも広

　　く取引先を持っていたスヌレンクル商人(ア ムール ・ギリヤークの商人)た ち

　　はこの均衡の崩壊後もしぼ らくは外来の漢族商人やロシア人商人たちに対抗で

　　きた。

　ここで総括 したのは彼らの交易活動の内,交 易 という行為そのものの特徴である。

この交易が生み出す経済効果や社会的な影響についても際だ った特徴を指摘できる

が,そ れらについては別稿で総括 したい。

　さて,序 でも述べたように,本 稿は人類学的な手法を使 った歴史研究の試みである。

それは次の2点 に特徴がある。すなわち,第1に は従来は研究対象とされるばか りで

あった人hの 側からの視点に立って,過 去の事象を復元 し,再 解釈しようとしたこと

であ り,第2に は,歴 史文書 も人類学者や民族学者が残 した民族誌も,さ らには自ら

のフィール ドデータをも「時代に拘束された民族誌的記述」として同等に扱いながら,

従来の民族誌では描かれることが少なかった 「交易活動」 というものを再現 し,そ の

特徴を浮き上がらせることで,ア ムール川下流域と樺太の先住民の社会と文化を通時

的に総括するための基盤を築こうとしたことである。そして,こ の試みによって今ま

で築かれてきた 「未開」,「非文明的」あるいは 「自然民族」などといった彼らに関す

る社会像や文化像は破壊され,よ り真実に近い像が明らかにされるはずだが,本 稿は

その一端を明らかにすることはできたと思っている。
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　 このような人類学的歴史研究の試みは,サ ンタン人たちの交易からの利益の問題

彼 らの社会構造における清朝の統治機構の影響の問題 さらには時代と国ごとのサン

タソ人 とその子孫たちの文化に対する言説の変異,変 容の問題などを検討する際にも

行 う予定であ り,ま だこの方法論に対する早急な評価は下せない。 しか し,本 稿での

実験ではまだまだ不十分な点が多いことは事実である。例えば,本 稿で扱った18世紀

末期から19世紀前半 までという時代のサンタソ交易が,現 代の先住民たち(サ ンタン,

スメレソクルの子孫たちを含む)に どのように見られているかという点については触

れることができなかった。

　本稿で総括 したのは,主 に18世紀末期から19世紀中期までの時代のサンタン,ス メ

レソクルの側の視点から見たサソタン交易像であって,現 在の先住民たちの視点に立

つ ものではない。いかに現在のウリチやニヴフたちがこのサソタン,ス メレソクルた

ちに系譜的に繋がっていようとも,100年 以上の時間の経過G'よ って,彼 らの世界観

や思考は大きく変化 している。特に,ソ 連時代の教育が大きな影響を及ぼして,こ の

時代の状況を 「後れている」,「劣っている」 と見てしまう価値観が広 く入 り込んでい

る。 したがって,現 在の先住民たちのこの時代の交易に関する伝承や説明の視点は,

サンタソ交易の当事者の視点 とは幾分離れている。本稿でもっぱらシュレソクや間宮

林蔵,中 村小市郎などサソタン交易の現場を観察 した者の報告書を使い,現 在の交易

関連の伝承をあまり使わなか ったのは,私 自身のフィール ドデータの不足や,旧 ソ連

の民族学者がそのような伝承をあまり採録していなかったことだけでなく,あ くまで

もサソタソ交易の当事者の視点を重視 したかったからである。

　 しかし,18,19世 紀のサンタン交易も,現 代の先住民の対外交易史(現 代までの対

中国,日 本,ロ シア交易を含む)の 一部のはずである。 したがって,彼 らがそれを自

らの交易史あるいは 「民族」の歴史の中でどのような位置づけを しているのかとい う

ことも重要な問題であ り,サ ソタソ交易研究を続け ようとすれぽ,避 けて通れない問

題である。

　 ところが,現 実には18,19世 紀のサソタソ交易というものが,彼 らの歴史認識やあ

るべき文化像の中にほとんど活かされていない。そのためにもう一つの大きな問題が

発生する。それは,先 住民自身もよく知 らないような彼 らの祖先の活動を,外 部の研

究者が文献と伝承をもとに復元 していくことの,住 民側にとっての意義についての問

題である。これは現在 しば しば議論される人類学者が描 く文化像の 「真正性」の問題

にも関係 して くる。

　 扱 う時代がもはや先住民が自分たちの祖先のことだとは考えていない,古 い時代の
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ことであれば,現 在の住民 とは切 り放 して,過 去の歴史の復元として研究することが

できる。 しか し,サ ンタン交易の時代,す なわち18,19世 紀のことは,ま だまだ集団

の伝承や個人の記憶に残される程度の過去であ り,現 在の住民もその時代の人々を自

分たちの直接の祖先であ り,あ る程度は共通の文化的基盤を共有しうる人々と認識 し

ている。 しか し,19世 紀後半から始まる近代とい う時代に翻弄され,彼 ら独 自の歴史

記憶方法(あ るいは記録方法)を 奪われ,上 述のように過去を 「後進的」と見るよう

な価値観を植え付けられてきた現在では,そ の時代に関する知識はきわめて乏しく,

特に本稿で取 り上げているような交易活動は,現 在の先住民たちの歴史認識の中には

記憶の断片で しか存在 しない。その名残をとどめるような資料は博物館や個人の手元

に若干残されてはいるが,その由来や使い方などを正確に語れる人は今や誰 もいない。

サソタソ交易当時のことを物語る伝承は残されていても,そ こから当時の社会状況を

復元できる人 もいない。

　 ここに一つの矛盾 とジレソマが生じる。すなわち,研 究者 としては,18,19世 紀の

彼らの近い祖先たちの姿をその立場に立って復元することで,彼 らの文化をできる限

り長いタイムスパソでもって通時的に総括 し,こ れまでになされてきた彼らの文化に

対する 「原始」,「未開」 といったマイナス面の強い評価を見直すための一助としたい

ところである。 しかし,既 にその時代のことが他人事 となっている現在の先住民たち

の立場に立ってみると,そ の ようなことは 「余計なお世話」,つ まり,彼 らの現在の

歴史認識や文化像を撹乱するだけではないのかとの疑念 も沸いてくる。

　 先住民自身も自らの 「民族」としてのアイデンティ ティを保持する手段として,過

去のいわゆる 「伝統的な文化」に注目し,そ の遺物である 「民族資料」を収集 し,博

物館に展示 している。 しか し,そ こに展示されているのは,皮 肉にもロシア民族学あ

るいはソヴィエ ト民族学が作 り上げた 「伝統文化」の姿であ り,文 献類からそれらが

描いてこなかった部分も知 ってしまった者の目には不十分どころか,ま やかしにさえ

映ってしまう。 しか し,先 住民自らが 「これこそ我々の伝統文化である」 と主張すれ

ぽ,そ の主張を外部の研究者が否定することはできない。

　 これらの問題に関 しては,調査時に研究者が自らの研究成果を先住民たちに開示 し,

彼 らと対話や討論を重ねることによって,徐hに 解決して行くしかないだろ う。

付　　 記

本稿は国立民族学博物館の共同研究 「北方先住民社会における交易」(代表老:大 塚和義第1
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研究部教授)で の報告 に加筆 ・修 正を加えた ものであ る。貴重 な助言 を賜 った,当 共同研究の

班員の方々に謝意を表 したい。
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